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解

題

一

、

懐

態

堂

定

約

冊 冊

乞
ふ
こ
れ
を
諒
せ
よ
0

本
誌
の
附
録
'
t
J

し
て
、
雨
回
に
分
ち
牧
載
す
る
こ
マ
J

>

せ
b
o

校
者
云
、
別
項
所
載
の
如
く
、
昨
八
年
秋
中
井
木
菟
磨
呂
氏
よ
り
、
懐
徳
堂
甲
種
遺
物
'
1
J

し
て
四
十
七
貼
を
本

党
に
寄
贈
せ
ら
れ
た
り
、
其
の
内
記
録
類
は
、
大
部
分
未
だ
世
に
流
布
せ
ら
れ
ざ
る
も
の
な
る
を
以
て
、
今
回

原
本
も
'
t
J

句
讀
を
附
せ
す
、
依
て
令
便
宜
の
為
句
讀
を
施
し
、
ま
た
髪
慨
仮
名
は
、
大
抵
通
行
の
瑕
名
に
改
め

た
り
0

内
容
を
明
か
に
す
る
為
、
番
聴
石
附
し
た
る
目
次
を
作
り
、
本
書
欄
外
に
も
亦
同
じ
く
之
を
標
記
し
、

以
て
検
索
に
便
せ
り
、
ま
た
本
文
の
労
に
格
弧
を
施
し
て
注
記
せ
る
所
あ
り
、
皆
校
者
の
為
る
所
な
り
、
讀
者

一

、

學

間

所

建

立

記

録

原
書
は
賓
暦
八
年
八
月
、
中
井
竹
山
の
自
筆
に
係
る
、
學
問
所
建
立
の
次
第
を
詳
細
に
記
せ
る
も
の
な
b
o

右
は
三
宅
石
痣
高
弟
中
村
良
齋
自
筆
の
草
稿
を
、
享
保
二
十
年
七
月
三
宅
春
棲
(
?
)
自
筆
の
も
の
'tJ

一
一
種
あ
る
が
如

き
も
、
今
侠
せ
り
、
明
治
四
十
四
年
幸
田
成
友
氏
が
、
懐
徳
堂
蓄
記
ご
題
す
る
小
冊
子
を
頒
布
し
、
其
の
内
に
是
書
を

牧
め
ら
れ
た
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
大
阪
の
森
本
専
助
氏
所
載
の
懐
徳
党
記
（
原
本
無
題
）
よ
り
抄
出
せ
る
由
見
ゆ
、

校
者
末
だ
之
を
見
す
、
因
て
姦
に
は
西
村
碩
園
博
士
の
小
天
地
閣
叢
書
中
に
牧
め
ら
れ
し
懐
徳
堂
記
録
中
よ
り
抄
出

す
る
事
ご
せ

b
o



學
問
所
の
奉
行
所
に
到
す
る
諸
事
項
七
十
三
條
を
記
録
せ
る
も
の
な

b
o

一

、

懐

徳

堂

原
書
は
内
事
記
こ
同
じ
く
竹
山
の
自
筆
に
係
る
、
享
保
十
一
年
よ

b
安
永
九
年
に
至
る
約
五
十
五
年
間
、
主
"
t
J

し
て

外

事

記

冊

た
る
學
事
に
欄
す
る
事
項
、
凡
て
八
十
餘
條
を
記
せ

b
Q

一

、

懐

徳

堂

原
書
は
中
井
竹
山
の
自
筆
に
係
る
、
享
保
九
年
五
月
よ

b
天
明
一
一
一
年
三
月
に
至
る
約
六
十
年
間
、
學
問
所
内
に
起
b

内

事

記

冊

一

、

懐

徳

堂

定

約

附

記

原
翡
は
賓
暦
八
年
三
宅
春
棲
の
自
筆
に
係
る
も
の
な
り
、
定
約
以
外
の
維
件
五
條
を
記
せ

9
0

冊

本
害
は
學
問
所
の
由
来
、
及
び
規
約
な
ざ
七
條
を
記
せ

b
o



目

次

（終）

七
、
懐
徳
堂
落
成
、
梵
症
預
人
'),J

な
る

六
、
設
立
許
可

二
、
中
井
梵
奄
五
同
志
'tJ

共
に
懐
徳
党
を
建
つ

0
學
問
所
建
立
記
録

一
、
三
宅
石
奄
さ
多
松
堂

三
、
牌
軍
吉
宗
の
學
問
奨
動

四
、
學
問
所
設
立
内
議

五
、
學
問
所
設
立
の
出
願

八
、
石
奄
開
請

九
、
石
奄
歿
す

+
、
學
問
所
敷
地
拝
領

十
一
、
本
書
記
録
の
次
第 目

次

一
、
學
主
世
襲
の
禁
を
解
（

二
、
學
主
マ
J

預
人

三
、
學
主
預
人
の
候
補
見
立

0
懐
徳
堂
定
約

二
、
講
談
の
課
目

三
、
學
主
の
招
聘

四
、
學
主
世
襲
を
禁
す

五
、
同
志
の
會
合

六
、
少
年
の
数
導

七
、
中
村
良
齋
さ
定
約

〇
懐
徳
堂
定
約
附
記

一
、
學
問
所
創
立
免
許

（終）



十
二
、
梵
椛
講
堂
の
北
に
移
る

八
、
三
宅
石
症
歿
す

九
、
中
井
梵
奄
数
授

六
、
謝
慈
の
定
書
三
條

七
、
更
に
謝
俵
の
定
書
七
條

五
、
腎
書
詩
文
集
を
講
す
る
を
許
す

〇
懐
徳
堂
内
事
記

一
、
懐
穏
堂
、
學
問
所
建
立
次
第

二
、
壁
署
定
三
箇
條

三
、
開
講
マ
J

講
師

四
、
日
講
の
書
籍
．

五
、
毎
月
の
會
A
ロ
'
t
J

休
日

+
、
左
右
塾
入
替

十
一
、
梵
奄
繋
僻
博
を
講
す

四
、
異
學
者
を
招
か
す

（終）

二
六
、
長
崎
克
之
同
志
を
諾
す

二
五
、
春
棲
學
主
、
中
井
竹
山
預
人
ご
な
ろ

其

=
＝
一
、
梵
奄
暫
く
學
寮
に
移
る

十
三
、
年
行
司
を
廣
す

十
四
、
懐
徳
堂
定
約
成
る

十
五
、
壁
署
の
末
節
を
改
む

十
七
、
五
井
蘭
洲
来
住

十
八
、
梵
奄
の
栂
歿
し
梵
奄
病
む

十
九
、
三
宅
春
棲
宅
晋
請

二
十
、
火
後
懐
徳
堂
の
新
造

二
二
、
梵
庵
歿
す

二
三
、
翌
奄
逍
欣
の
其
一

ニ
四
、
同

二
七
、
學
主
預
人
新
任
の
掲
示

十
六
、
士
蔵
を
建
つ

四



目

次

四
一
、
九
代
将
軍
既
去
に
つ
き
休
講

一
五

H
初
會
を
二
十
H
に
改
む

五

五
六
、
同
志
竹
山
を
推
し
て
學
主
マ
J

す

四
十
、
二
九
、
東
撹
の
溝
争
に
就
て

五
三
、
後
桃
園
天
皇
崩
御
に
つ
き
休
講

五
二
、
復
惜
屋
問
題
に
就
て
交
渉
の
件
四
條

二
六
、
大
學
講
了
、
孟
子
を
講
す

五
十
、
借
屋
問
題
に
つ
き
町
年
寄
マ
J

の
交
渉
顛
末

三
條

四
九
、
借
届
名
目
に
就
て

四
八
、
右
塾
普
語
古
林
正
民
に
貸
す

四
七
、
右
熟
ま
た
空
宅

二
一
、
請
党
掲
示
の
定
書

四
六
、
蘭
洲
の
租
宅
右
塾
セ
貸
す

ニ
八
、
壁
署
の
一
部
を
改
む

二
九
、
春
棲
大
學
、
蘭
洲
易
偲
を
講
す

三
十
、

一
五
の
日
を
休
日
'tJ

定
む

三
二
、
學
寮
掲
示
の
定
書

＿
―
-
三
、
定
約
附
記
成
る

一
二
四
、
建
立
記
録
成
る

三
五
、
毎
月
十
一
―

-
H
集
義
和
書
を
讀
む

＿1-
七
、
小
詳
中
初
會
を
休
む

三
八
、
蘭
洲
病
み
春
棲
代
講

四
二
、
易
偲
講
了
、
竹
山
近
思
録
を
講
す

四
三
、
五
井
蘭
洲
歿
す

四
五
、
東
境
の
溝
問
題
解
決

五
一
、
納
屋
及
居
宅
を
建
つ

五
四
、
春
棲
七
十
壽
筵
を
設
<

五
五
、
春
棲
歿
す

四
四
、
桃
園
天
塁
崩
御
に
つ
き
休
講



三
、
御
番
所
ご
侃
刀

四
、
學
問
所
は
帯
刀
御
免

五
七
、
竹
山
開
講

〇
懐
徳
堂
外
事
記

一
、
町
奉
行
所
マ
」
學
問
所
'tJ

の
闊
係

二
、
中
井
梵
奄
帯
刀
す

五
、
奉
行
所
へ
の
年
中
定
務

+
、
奉
行
交
代
の
送
迎

十
二
、
梵
奄
マ
J

奉
行
こ
の
交
際

十
四
、
御
番
所
近
火
見
舞

十
七
、
奉
行
の
臨
時
用
件

十
九
、
覺
奄
大
病
を
届
出

十
八
、
竹
山
父
の
名
代
セ
勤
む

十
六
、
學
問
所
に
駒
寄
を
造
る

十
五
、
奉
行
に
講
談

六
六
、
古
林
正
民
保
科
家
に
仕
ふ

（終）

六
五
、
春
棲
の
二
子
党
を
立
退
く

+
＝
-
、
奉
行
梵
奄
に
贈
物

六
四
、
左
塾
東
を
蔀
閥
月
に
貸
す

六
三
、
春
棲
住
宅
の
慮
分

十
一
、
新
奉
行
に
到
す
る
挨
拶

六
二
、
改
め
て
休
日
を
定
む

六
一
、
例
の
如
く
詩
會
を
開
く

九
、
同

寒
中
伺

六
十
、
同
志
會
を
再
典
す

八
、
同

八
朔
證

五
九
、
竹
山
校
風
を
振
典
し
課
目
を
定
む

七
、
同

暑
中
伺

五
八
、
新
刻
の
白
鹿
洞
掲
示

六
、
同

年
頭
禍

六



目

吹

三
四
、
奥
津
西
奉
行
退
役

1

1

―
-
、
竹
山
、
東
奉
行
の
子
に
命
名

七

11+、
梵
奄
卒
去

t
御
番
所

1
 

l

―
-
、
竹
山
相
績
の
贈
物

ニ
四
、
年
寄
へ
預
人
名
義
菱
更
屈

三
十
、

一
度
土
用
伺
を
止
む

三
一
、
足
立
榮
安
限
問
所
居
住
届

三
二
、
足
立
榮
安
轄
居

三
入
、
西
奉
行
進
物
を
僻
す

三
九
、
西
御
番
所
マ
J

八
朔
證

四
一
、
右
熟
晋
請
成
る

四
三
、
西
御
番
所
へ
の
進
物
解
禁

四
四
、
素
讀
出
放
授
を
僻
す

四
五
、
東
奉
行
の
参
府
を
送
る

四
九
、
西
奉
立
の
参
府
を
送
る

四
八
、
尾
州
家
よ
b
竹
山
兄
弟
に
贈
物

四
七
、
竹
山
城
内
に
登
講

四
六
、
室
賀
新
東
奉
行
に
挨
拶

二
九
、
竹
川
新
奉
行
に
挨
拶
の
経
緯

ニ
八
、
岡
部
東
奉
行
卒
す

二
七
、
将
軍
家
重
蕗
去
マ
J

八
朔
證

四
二
、
憬
古
林
正
民
右
塾
に
居
住

二
六
、
帯
刀
の
寄
宿
生
を
届
出
づ

二
五
、
學
問
所
マ
J

惜
屋
別

四
十
、
右
塾
普
請
届
出
に
就
て

二
三
、
竹
山
雨
奉
行
に
相
績
挨
拶

二
七
、
曲
淵
新
西
奉
行
に
挨
拶

二
一
、
春
棲
學
主
、
竹
山
預
人
さ
な
る
事
由
届
出

二
六
、
學
間
所
創
立
の
入
割
を
差
出
す

二
五
、
川
口
奉
行
の
子
に
出
敢
授



六
四
、
西
奉
行
竹
山
に
麻
上
下
贈
る

六
三
、
西
奉
行
よ
り
の
謝
儀

六
二
、
竹
山
｀
西
奉
行
の
二
子
等
に
出
放
授

六
一
、
京
極
新
西
奉
行
に
挨
拶

六
十
、
紳
谷
西
奉
行
参
府

五
九
、
死
亡
せ
る
捨
子
の
虞
分
に
就
て

五
八
、
捨
子
死
亡
届

七
三
、
竹
山
旅
行
に
就
て
の
届
出

五
七
、
學
間
所
門
前
の
捨
子
に
就
て

七
―
-
、
諒
間
中
出
講
セ
僻
す

五
六
、
竹
川
上
京

七
一
、
士
屋
新
東
奉
行
に
挨
拶

七
十
、
安
永
八
年
の
年
頭
穂

五
三
、
復
尾
州
家
よ
り
贈
物

五
四
、
竹
山
江
戸
下
向

五
五
、
石
奄
遺
稿
を
盗
ま
る

六
九
、
東
奉
行
轄
役
に
つ
き
て

六
八
、
竹
山
、
奉
行
の
酒
席
に
招
か
る

五
二
、
竹
山
入
洛
講
書

六
七
、
竹
山
、
奉
行
等
に
請
談

六
六
、
學
問
所
軒
口
修
覆
に
就
て

五
十
、
堀
田
大
番
頭
を
送
る

五
一
、
牌
谷
新
西
奉
行
へ
挨
拶

六
五
、
西
奉
行
ま
た
帷
子
を
贈
る

八

（終）



:Jr. 

（

一

）

（

梵

奄

）

大
阪
尼
ヶ
崎
町
一
丁
目
學
問
所
顔
受
候
発
端
は
、
三
宅
石
奄
先
生
、
尼
崎
町
二
丁
目
御
霊
筋
御
住
居
之
時
、
亡
父
忠
歳

（

一

）

三

宅

石

惹

（

中

村

一

艮

齋

）

（

富

永

芳

春

）

さ
を
松
堂
始
而
致
入
門
候
由
、
其
節
同
門
之
内
有
志
衆
巾
多
有
之
、
就
中
一
二
屋
屋
武
右
衛
門
殿
、
這
明
寺
屋
吉
左
衛
門
殿
、
舟
橋

（
長
崎
克
之
)

屋
四
郎
右
衛
門
殿
、
讃
州
金
比
羅
木
村
平
十
郎
殿
、
同
平
蔵
殿
、
杯
引
懸
被
致
枇
話
、
同
志
中
講
會
之
場
所
取
立
度
被

存
候
に
付
、
正
徳
三
年
癸
巳
八
月
、
安
士
町
二
丁
目
北
側
之
家
、
表
日
四
間
裏
行
二
十
間
之
所
、
諸
同
志
掛
銀
を
以
買

取
、
講
含
多
松
棠
建
立
有
之
、
従
遊
之
徒
H
々
多
、
六
七
年
も
打
過
候
所
、
右
同
志
掛
銀
之
人
敷
典
風
、
老
先
生
御
聞

被
成
、
其
内
に
は
強
ち
徳
業
之
利
盆
も
無
之
人
彼
是
相
見
へ
甚
御
本
意
に
不
叶
依
之
御
宅
替
可
有
之
旨
逹
而
被
仰
、
不
得

己
、
享
保
四
年
己
亥
八
月
右
講
含
之
塩
所
賣
彿
ひ
、
老
先
生
は
高
麗
橋
筋
三
丁
目
苧
屋
三
郎
右
衛
門
隠
居
屋
敷
御
自
分

（

吉

田

盈

枝

）

（

山

中

宗

古

）

に
御
借
り
受
、
御
住
居
被
成
候
、
其
節
備
前
届
吉
兵
衛
殿
、
鴻
池
又
四
郎
殿
、
入
門
有
之
、
其
外
生
徒
も
盆
集
り
、
講

會
不
絶
候
所
、
同
九
年
甲
辰
三
月
、
常
大
阪
大
火
右
之
屋
敷
書
籍
等
迄
不
残
燒
失
致
し
、
老
先
生
は
平
野
郷
へ
御
立
退

（二）

被
成
候
、
平
野
郷
之
同
志
中
打
寄
、
御
住
所
諸
色
等
被
取
繕
、
同
所
御
居
住
之
内
、
武
右
衛
門
殿
、
吉
左
衛
門
殿
、
四

郎
右
衛
門
殿
、
吉
兵
衛
殿
、
又
四
郎
殿
五
人
を
は
じ
め
諸
同
志
被
申
合
、
同
五
月
よ
り
尼
崎
町
壼
丁
目
北
側
吉
左
衛
門

殿
隠
居
屋
敷
、
表
口
六
間
半
、
裏
行
二
十
間
之
燒
跡
に
、
講
含
懐
徳
堂
廷
立
有
之
、
同
十
一
月
老
先
生
平
野
よ
り
御
移

（
二
）
中
井
鋭
惹

五
同
志
ミ
共

に

懐

徳

堂

な

（

三

）

（

執

齋

）

建
つ

b
被
成
候
、
然
所
老
先
生
學
友
三
輪
善
蔵
殿
江
戸
表
に
寓
居
に
て
、
大
島
古
心
様
へ
心
易
御
座
候
、
其
比
は
有
徳
院
様

學
問
所
建
立
記
録

學

問

所

建

立

記

録



品
紐
虹
船
御
時
代
に
て
、
右
文
之
治
行
は
れ
、
菅
彦
兵
衛
於
江
戸
學
問
所
被
相
願
、
御
免
許
被
為
遊
、
何
而
右
疹
兵
衛
事
御
噂
被

遊
京
大
阪
杯
之
地
も
學
間
所
様
之
所
椿
骰
、
忠
孝
之
筋
設
聞
せ
候
様
に
有
之
度
も
の
、
左
様
之
事
願
出
候
者
は
有
間
敷

哉
之
旨
、
古
心
様
ね
其
子
息
近
江
守
様
を
以
、
上
意
被
為
遊
、
古
心
様
よ
り
善
廠
殿
へ
、
右
御
内
意
被
仰
聞
、
其
元
心

嘗
り
之
者
は
無
之
哉
之
旨
、
御
尋
有
之
候
に
付
、
善
蔵
殿
答
に
、
大
阪
に
三
宅
石
亜
ご
申
者
、
徳
義
衆
人
之
服
し
候
人

柄
に
御
座
候
得
共
、
左
様
之
義
相
願
可
申
哉
無
心
元
候
得
は
、
先
其
門
人
共
迄
申
遣
し
、
承
合
可
巾
由
に
て
、
自
善
臓

（四）

殿
、
右
之
趣
忠
臓
方
へ
委
細
被
申
越
、
願
出
候
は
ヽ
無
相
追
可
被
仰
付
趣
に
相
聞
へ
、
則
武
右
衛
門
殿
四
郎
右
衛
門
杯

殿
マ
J

忠
巌
内
に
致
相
談
、
右
懐
徳
党
講
會
之
場
所
、
上
よ
り
學
間
所
に
被
仰
付
候
は
ヽ
、
槌
に
無
退
轄
相
級
仕
り
、
上

（
四
）
學
問
所
設

立
の
内
議

之
息
召
に
も
相
背
申
間
敷
且
は
老
師
之
遺
跡
も
久
辿
に
偵
は
り
可
申
、
労
以
本
望
之
義
'),J

内
談
一
決
致
し
候
得
共
、
老

先
生
へ
申
上
、
若
御
差
留
被
成
候
は
>
｀
一
向
難
相
成
義
'
y
J

態
'
y
J

沙
汰
不
仕
、
同
年
冬
忠
蔵
楷
に
江
戸
表
へ
罷
下
り
、
善

蔵
殿
へ
直
談
に
及
ひ
罷
蹄
り
、
其
節
老
先
生
へ
も
巾
上
候
虞
、
左
程
之
勢
に
相
成
候
上
は
ご
て
、
共
々
内
証
御
世
話
も

有
之
候
、
同
十
年
乙
巳
五
月
、
吉
左
衛
門
殿
、
吉
兵
衛
殿
、
忠
廠
同
逍
に
両
、
叉
江
戸
下
向
、
忠
蔵
は
同
十
月
迄
逗
留

致
し
、
大
島
翁
に
も
寛
々
封
談
を
得
、
委
細
之
趣
申
上
、
愈
可
被
仰
付
勢
に
内
々
承
繕
ひ
蹄
阪
、
同
十
一
年
丙
午
春
、

忠
蔵
重
而
罷
下
り
年
寄
セ
以
御
願
申
上
候
虞
、
御
側
有
馬
兵
庫
頭
様
、
加
納
遠
江
守
様
に
も
御
逢
被
下
、
逹
御
馳
奇
特
之

義
に
は
被
為
息
召
候
へ
北
＾
、
上
よ
り
御
威
光
を
以
被
仰
付
候
事
；
多
く
は
末
々
に
て
相
背
き
候
へ
ば
、
表
立
大
阪
に
て
可

願
出
候
、
於
大
阪
御
除
味
之
上
、
愈
相
績
可
仕
筋
に
候
は
A
‘

其
節
可
被
仰
付
y
J

の
儀
偲
承
仕
り
、
忠
廠
江
戸
敬
足
致

1
0
 



し
、
い
ま
た
蹄
阪
不
致
内
、
江
戸
表
よ
り
御
嘗
地
へ
御
奉
書
到
来
、
石
奄
門
人
に
忠
蔵
、
武
右
衛
門
、
吉
左
衛
門
、

四
郎
右
衛
門
、
吉
兵
衛
、
又
四
郎
こ
申
者
は
、
大
阪
に
て
槌
成
者
か
盲
此
度
學
問
所
之
事
相
願
候
間
、
内
々
に
て
吟
味

(Cli) 

可
致
旨
被
仰
出
候
由
、
同
四
月
忠
蔵
罷
蹄
り
、
早
速
賞
御
番
所
に
願
出
候
趣
は
、
尼
崎
町
一
丁
目
逍
明
寺
屋
吉
左
衛
門

屋
敷
地
、
是
迄
講
含
建
骰
候
場
所
に
、
西
隣
助
松
屋
借
昼
欺
、
東
隣
尼
崎
屋
燒
地
欺
、
之
内
一
方
差
加
へ
學
問
所
に
取

含
1

)

學
問
所
設

立
の
出
願

（
両
國
町
）

立
度
旨
に
而
其
節
吉
兵
衛
殿
は
、
忠
蔵
、
伏
見
堀
居
宅
之
家
主
に
て
、
町
年
寄
被
相
務
候
事
故
、
忠
蔵
召
連
被
罷
出
候
、

其
時
東
御
奉
行
は
鈴
木
飛
弾
守
様
、
西
御
奉
行
は
松
平
H
向
守
様
に
而
、
日
向
守
様
は
御
召
に
付
御
堡
府
有
之
、
俯
而

飛
弾
守
様
へ
願
書
差
出
し
候
廊
、
忠
蔵
御
縁
側
へ
被
召
出
、
此
願
は
其
方
師
匠
石
奄
可
能
出
所
、
其
方
罷
出
候
は
如
何

ご
の
御
尋
に
付
、
忠
載
苔
に
、
石
竜
義
は
隠
遜
自
修
、
中
々
箇
様
之
様
願
出
候
者
に
は
無
御
座
候
、
同
門
共
打
寄
存
立

其
中
よ
り
私
罷
出
候
由
申
上
、
右
願
害
御
取
上
有
之
、
北
組
惣
年
寄
川
崎
屋
五
兵
衛
、
南
糾
野
里
屋
四
郎
左
衛
門
、
天

滴
糾
中
村
左
近
右
衛
門
宅
に
於
て
、
武
右
衛
殿
以
下
五
人
之
衆
中
、
内
證
御
吟
味
有
之
右
願
書
江
戸
表
へ
被
逍
候
趣
に

て
、
同
六
月
七

H
、
飛
弾
守
様
、
日
向
守
様
御
前
わ
忠
蔵
被
召
出
、
願
之
通
於
江
戸
被
為
聞
召
候
に
付
、
右
之
場
所
賭

役
御
免
除
地
に
被
仰
付
候
間
、
學
問
所
に
取
立
末
々
無
退
轄
様
に
可
相
勤
且
又
右
二
軒
之
届
敷
重
而
御
代
地
被
下
骰
候

迄
は
、
屋
敷
主
わ
相
到
可
仕
旨
．
並
に
雨
隣
之
内
何
れ
の
屋
敷
な
り
共
、
忠
蔵
相
封
致
し
申
出
候
上
に
て
、
吊
敷
主
へ

（六）

（
六
）
設
立
許
可
可
被
仰
渡
旨
．
御
書
付
を
以
被
仰
出
候
、
則
東
隣
尼
崎
屋
持
地
、
表
日
五
間
裏
行
二
十
間
之
屋
敷
地
相
到
仕
申
出
候
に

付
、
右
之
趣
雨
屋
敷
主
わ
被
仰
渡
．
重
而
雨
御
奉
行
御
連
名
之
書
付
被
下
置
、
願
之
通
無
滞
相
滸
、
難
打
奉
存
候
に
付

學
問
所
建
立
記
録



―
二
（七）

忠
蔵
早
速
江
戸
表
へ
罷
下

b
、
右
校
合
之
義
御
引
懸
被
下
候
御
労
様
へ
、
御
覗
申
上
、
懐
徳
党
普
請
も
同
時
取
懸
り
、

（

七

）

懐

徳

堂

落

（

八

）

成
、
梵
惹
預
同
八
月
落
成
致
し
、
忠
蔵
學
問
所
預
b
に
相
成
門
内
へ
引
移

b
、
老
先
生
初
講
、
諸
儒
H
講
等
相
始
り
、
學
風
大
に
致

人
さ
な
ろ

（
八
）
石
惹
開
講
典
隆
候
、
併
其
後
御
代
地
無
之
、
右
借
地
代
差
出
候
事
難
澁
に
相
成
、
御
代
地
之
俵
、
忠
蔵
奉
願
候
得
共
、
其
場
所
無

之
旨
に
て
不
被
仰
付
、
依
之
雨
度
迄
拝
借
金
奉
願
候
得
共
、
是
又
難
相
叶
御
様
子
に
て
、
彼
是
マ
J

見
合
候
内
右
差
障
愈

相
績
難
仕
体
に
相
成
、
不
得
己
同
十
五
年
庚
戌
一
一
一
月
、
忠
蔵
又
々
江
戸
へ
罷
下

9
年
寄
を
以
御
歎
巾
上
、
野
呂
元
丈
殿

杯
、
御
取
持
に
て
逹
御
聴
候
慮
其
代
い
ま
た
相
渡
ら
す
候
哉
、
左
候
へ
は
可
致
難
儀
候
、
急
に
被
仰
遣
候
様
に
ご
、
有

（九）

（
九
）
石
整
歿
す
馬
兵
庫
頭
様
、
加
納
遠
江
守
様
御
雨
人
へ
上
意
被
為
遊
候
趣
に
て
、
同
四
月
忠
蔵
罷
蹄
候
、
同
七
月
老
先
生
御
卒
去
、

(+) 
同
八
月
十
入

H
雨
御
奉
行
松
平
H
向
守
様
、
租
垣
淡
路
守
様
御
前
へ
忠
蔵
被
召
出
、
代
地
之
俵
相
應
之
所
無
之
間
、
道

(
+
b店
隅
綱
所
敷
頓
堀
御
預
ヶ
地
之
内
可
被
下
骰
候
、
併
所
柄
媒
敷
候
へ
は
、
睛
取
候
て
も
可
為
難
儀
間
、
右
預
b
之
者
共
よ
b
銀
子
差

出
候
様
に
被
仰
付
候
由
に
て
、
大
勢
之
町
人
共
御
白
洲
へ
被
召
出
、
銘
々
銀
子
差
出
候
、
線
高
式
拾
貰
目
、
忠
載
頂
戴

仕
罷
蹄
り
、
道
明
寺
屋
、
尼
崎
屋
一
一
軒
へ
相
渡
し
、
右
之
場
所
永
々
拝
領
之
地
に
相
成
、
右
為
御
證
、
同
年
冬
忠
巌
又

々
江
戸
表
へ
下
向
致
し
、
校
合
之
義
無
歿
庭
相
清
候
、
最
初
願
受
候
享
保
十
一
年
丙
午
よ
り
、
営
賓
肝
八
年
戊
寅
迄
三

+
―
―
一
年
也
、

但
し
、
西
御
奉
行
松
平
H
向
守
様
は
、
川
日
御
奉
行
之
節
よ
り
、
忠
蔵
御
立
入
申
、
學
問
所
被
仰
付
候
以
後
は
、
別

（
へ
か
）

而
御
心
易
罷
出
候
、
其
節
川
口
御
奉
行
横
山
左
門
様
よ

b
も
、
忠
賊
御
懇
衣
に
相
成
候
に
付
、
享
保
戌
年
左
門
様
わ



忠
蔵
罷
出
候
糊
、
先
逹
墨
間
所
御
免
許
之
節
被
下
置
僻
雨
御
奉
行
連
名
之
御
書
付
、
連
之
義
に
日
州
様
御
直
筆
に
御

認
直
し
被
下
間
敷
哉
、
左
候
は
ヽ
御
害
加
へ
被
下
度
文
言
も
有
之
候
旨
申
上
、
た
門
様
よ
h
日
州
様
へ
右
御
噂
に
被

及
被
下
候
所
、
安
間
之
事
、
随
分
望
之
通

b
認
め
直
し
可
遣
間
、
其
書
付
差
越
候
様
に
マ
J

被
仰
候
旨
左
門
様
よ

b
被

仰
下
、
則
右
之
御
書
付
、

H
州
様
へ
忠
蔵
持
奉
仕
候
虞
、

い
ま
た
御
認
直
し
出
来
不
致
内
、

H
州
様
御
参
府
に
て
、

於
江
戸
御
轄
役
被
蒙
仰
、
御
居
留
り
に
相
成
候
に
付
、
右
御
連
名
之
御
害
付
、
終
に
此
方
へ
返
り
不
申
、
最
初
被
下

置
候
御
害
付
而
已
愛
許
に
相
残
り
有
之
候
、
己
上
、

（
十
一
）

右
之
趣
は
、
懐
徳
堂
雑
記
、
亡
父
忠
痰
文
集
、
其
外
害
認
置
候
物
、
並
に
私
幼
少
よ
り
、
亡
父
物
語
に
承
博
候
俵
共
、

（
十
録
1

入
紐
嗜
逐
一
考
合
、
尚
冬
五
人
之
内
、
唯
今
御
歿
h

有
之
候
四
郎
右
衛
門
殿
、
前
之
吉
兵
衛
可
久
殿
、
雨
人
へ
も
相
正
し
、
委

細
吟
味
之
上
致
記
録
候
、
最
初
學
問
所
致
落
着
候
間
も
無
之
、
万
年
先
生
御
卒
去
、
武
右
衛
門
殿
、
吉
左
衛
門
殿
も
相

績
い
て
彫
落
に
而
、
定
約
た
に
僅
に
卿
稿
之
儘
に
て
残
候
程
之
義
、
且
又
右
之
来
歴
は
、
其
節
人
人
能
存
細
之
事
故
取

し
め
を
記
録
マ
」
申
も
出
末
不
申
、
因
循
1

一
十
餘
年
に
及
ひ
、
ま
た
又
四
郎
殿
も
物
故
、
古
老
次
第
に
歿
少
に
相
成
候
に

付
、
右
記
録
之
俵
近
来
よ
り
／
＼
心
懸
候
内
、
嘗
六
月
忠
臓
相
果
候
、
此
儘
に
棄
置
候
は
A
末
々
に
到

b
最
初
之
義
一

向
不
相
知
様
に
成
行
可
申
事
歎
敷
、
此
度
詣
同
志
申
合
、
此
一
怨
記
し
置
候
、
御
内
意
之
筋
は
、

も
仕
事
に
候
得
共
、
こ
の
一
義
は
國
家
徳
政
之
一
に
も
相
立
瞭
世
之
美
事
に
候
へ
は
、
無
所
憚
、
書
顕
は
し
不
朽
に
博

候
、
尤
元
来
御
内
意
よ
り
事
起
り
、
依
之
、
願
受
候
義
、
甚
重
き
事
に
御
座
候
得
は
、
永
々
公
恩
を
欽
仰
し
、
大
切
に

準
問
所
建
立
記
録

一
通
り
に
て
は
遠
慮



賓
暦
八
年
戊
寅
八
月

右
之
通
相
逹
無
之
候
、
以
上
、

中 備

村
前

屋

舟

橋

屋

四

郎

中

宅

オ 井

相
守
り
萬
ご
公
儀
よ

b
御
吟
味
も
有
之
節
は
、
此
表
を
以
返
答
可
申
上
候
、
為
證
案
俯
如
件
、

一四

東
可 右

^ ＾ ̂ ：：： 有盈衛克歪
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(
-
1
1
)

學
主
の
招

聘
（
二
）
講
談
の
課

目
（
一
冨
學
問
所
創

立
免
許

儀
一
切
無
用
に
候
事
、

揖
州
大
阪
尼
崎
町
學
問
所
定
約

1

五

一
、
営
地
學
問
所
は
、
享
保
十
一
年
丙
午
四
月
、
中
井
忠
臓
御
願
巾
上
、
同
六
月
御
免
許
之
旨
被
仰
渡
候
御
事
、
君
恩

不
淡
、
逍
之
幸
不
可
過
之
候
、
後
々
學
主
た
る
人
は
不
及
申
、
請
師
讀
師
並
詣
同
門
之
者
迄
御
恩
を
忘
れ
す
、
諸
事

相
敬
、
公
俄
へ
到
し
無
失
濃
、
年
頭
八
朔
御
奉
行
代
り
御
麓
不
怠
、
差
上
物
先
規
之
通
相
勤
可
申
事
、

一
、
學
間
所
講
談
無
悌
怠
相
勤
可
申
候
、
講
し
可
申
事
は
、
四
書
五
親
其
外
逍
義
之
壽
講
談
致
し
、
他
之
雑
事
講
し
候

附
り
、
講
秤
聴
衆
減
少
に
成
候
時
節
は
、
學
主
之
心
得
に
て
、
人
寄
之
為
め
詩
文
等
之
講
繹
は
く
る
し
か
ら
さ
る

事
之
了
簡
に
も
な
り
可
申
候
、
左
様
之
義
は
學
問
所
御
願
申
上
候
主
意
相
違
致
候
間
、
學
主
講
師
た
る
人
守
り
可

在
候
事
に
候
、

一
、
後
来
學
主
た
る
人
退
出
、
其
後
學
主
こ
頼
可
申
人
有
之
候
は
ゞ
、
最
初
諸
同
門
打
寄
相
談
致
し
、
學
間
行
跡
承
合

一
決
之
上
、
藤
を
厚
く
し
招
請
可
仕
候
、
尤
諸
同
門
崇
敬
致
、
萬
事
指
闘
を
受
候
様
可
仕
候
事
、

附
り
、
其
任
に
不
嘗
人
を
學
主
に
招
請
致
間
敷
候
は
不
及
申
候
へ
共
、
惣
て
助
講
た
る
人
迄
も
、
衆
人
の
視
指
す

る
所
に
候
へ
は
、
心
術
行
跡
相
嗜
、
口
説
を
事
マ
J

せ
す
、
身
を
以
敢
候
様
に
有
度
候
、
た
マ
J

へ
心
に
は
其
任
に
不

懐

穂

堂

定

約

懐

徳

堂

定

約



（
四
石
字
玉
世
襄

な
禁
す

の
學
主
よ
り
又
譲
り
候
様
に
可
仕
候
事
、

敷
義
も
出
来
、
公
恩
師
恩
も
空
敷
成
候
へ
は
、
背
本
意
候
義
さ
存
候
、

一
向

一
先
粛
生

恥
様
に
覺
候
共
、
講
繹
聰
衆
も
無
敷
、
志
學
之
人
も
次
第
に
疎
遠
に
成
侯
は
ヽ
‘
其
任
に
不
常
さ
申
者
に
候
間
、

他
之
評
議
を
不
待
、
僻
退
可
有
事
に
候
、
其
節
に
至
て
も
猶
豫
之
照
に
有
之
候
は
>
‘
諸
同
門
相
談
之
上
、
無
遠

慮
晰
を
遂
、
退
出
之
様
に
可
致
候
、
叉
學
主
之
オ
徳
は
不
足
な
ら
さ
れ
マ
J

も
、
時
有
て
世
問
之
學
問
す
さ
み
、
講

繹
罷
衆
無
敷
成
候
は
A
‘
其
人
之
罪
に
あ
ら
す
候
間
、
其
時
は
諸
同
門
志
を
失
は
す
、
公
恩
を
不
忘
、
願
主
之
志

を
さ
つ
し
、
精
力
を
は
け
ま
し
、
禰
講
繹
學
談
無
悌
怠
會
合
致
、
右
有
無
に
随
ひ
、
力
之
及
候
程
助
成
を
加
へ
、

賄
方
勘
耕
致
、
學
問
所
相
績
成
候
様
に
可
致
義
に
候
、
然
ご
も
未
御
替
地
を
も
不
被
下
償
、
此
後
御
沙
汰
延
引
に

罷
成
、
其
上
時
菱
詣
同
門
泄
話
も
無
敷
相
成
候
は
A
、
如
何
様
に
存
候
共
、
賄
方
勤
ま
り
申
間
敷
候
、
夫
は
時
節

到
来
不
及
是
非
候
、

（
儀
-

公
義
へ
御
願
申
上
、
此
地
を
地
主
へ
戻
し
可
申
候
さ
存
候
、
難
成
者
を
無
理
に
相
績
仕
候
様
に
て
は
、
中
々
見
苦

右
地
代
銀
、
御
公
儀
よ
り
享
保
十
五
年
庚
戌
八
月
十
八

H
被
為
下
償
、
無
相
違
相
涜
申
候
事
、

一
、
學
主
た
る
人
、
其
子
へ
直
に
博
候
事
堅
（
無
用
に
候
、
た
こ
へ
其
子
オ
學
之
き
り
や
ぅ
相
見
え
候
共
、

に
致
骰
候
歎
、
他
所
へ
遊
學
仕
ら
せ
候
欺
に
致
骰
、
別
人
之
宜
敷
に
譲
り
、
其
後
先
學
主
之
子
愈
宜
敷
候
は
A
、
後

附
り
、
寺
方
の
相
績
は
一
代
切
に
て
弟
子
譲
り
に
て
候
、
祉
家
方
は
子
譲
り
故
、
或
は
衰
徴
も
見
わ
申
候
、

一
六



（五
W

同
志
の
會

合

懐

鑢

堂

定

約

は
一
切
致
間
敷
義
さ
存
候
、
諸
同
門
相
心
得
、
急
度
相
守
可
申
候
事
、

一
、
同
志
之
輩
、
講
日
之
外
、

あ
な
た
よ
り
望
候
人
は
、
こ
な
た
に
て
望
不
申
候
、

I

七

宗
に
も
看
坊
住
持
ご
申
は
末
長
く
偲
は
り
、
大
寺
の
子
譲
り
な
る
は
或
は
断
絶
も
仕
候
，
こ
れ
よ
き
見
合
マ
J

存
候
、

然
マ
J

も
彼
看
坊
ご
申
候
は
、
門
徒
よ
り
甚
あ
な
マ
J

り
無
膿
な
る
故
、
よ
き
僧
は
不
参
候
、
大
方
凡
愚
之
僧
而
己
入

来
候
、
左
様
に
て
は
甚
以
氣
の
蒋
に
候
間
、
吾
學
主
に
成
候
人
を
は
、
諸
同
門
よ
り
随
分
崇
敬
い
た
し
、
何
事
も

學
主
任
せ
マ
J

申
様
に
仕
、
學
主
に
は
何
事
も
同
門
次
第
マ
J

申
様
に
仕
度
候
、
左
様
之
交
は
い
つ
に
て
も
風
俗
マ
J

存

候
、
右
之
通
に
候
得
は
、
學
主
一
代
切
ご
申
事
に
面
候
、
然
は
誰
か
其
主
に
成
候
事
を
望
可
申
候
哉
、
人
皆
子
孫

之
た
め
に
こ
そ
世
話
も
仕
候
ヘ
マ
J

申
部
劣
之
倫
も
可
有
之
候
へ
北
＾
、
元
来
子
孫
の
た
め
<
J

て
取
か
>
り
候
人
は
、

此
學
問
所
の
為
に
は
相
成
不
申
候
、
唯
萬
事
を
捨
て
、
此
學
の
た
め
逍
の
た
め
マ
J

存
候
人
こ
そ
望
に
て
候
へ
は
、

一
月
雨
度
は
か
り
講
堂
に
て
會
合
可
致
事
、

（
會
力
）

但
、
一
會
に
は
書
物
講
習
致
、
一
切
者
何
ご
無
く
寄
合
、
俗
談
を
相
止
め
、
翁
間
答
、
孝
子
博
、
集
義
和
書
等
椴
名

（

脱

字

ア

ル

カ

）

（

術

力

）

書
を
、
且
世
間
之
美
事
物
語
を
致
し
、
書
物
不
案
内
の
人
も
い
さ
な
．
い
、
心
相
互
に
心
あ
り
さ
ま
を
も
語
り
、
先
覺

之
放
を
請
て
、
あ
し
き
を
改
め
よ
き
に
う
つ
り
候
様
に
致
候
こ
そ
、
美
宜
な
る
工
夫
マ
J

存
候
、
若
立
志
之
人
有
て
、

一
歩
も
不
退
不
休
、

い
そ
か
す
勤
ゆ
か
は
、
迦
速
こ
そ
あ
ら
め
、
願
ふ
虞
に
至
候
は
す
や
あ
る
べ
き
、
さ
も
あ
ら
は

何
よ
り
目
出
度
事
に
候
儘
、
同
志
之
輩
無
中
絶
會
合
可
有
事
に
候
、
講
堂
に
て
舞
雑
に
限
ら
す
、
遊
典
か
ま
し
き
事



（
六
）
少
年
の
数

導

但
、
初
會
或
は
年
賀
婚
證
之
祝
儀
等
之
節
は
格
別
た
る
べ
し
、
併
長
座
大
酒
無
證
無
之
様
に
可
相
心
得
候
事
、

一
、
讀
井
手
腎
其
外
子
供
堺
ひ
候
事
を
、
親
た
る
人
頼
候
へ
は
、
其
時
之
學
屯
へ
相
尋
、
許
容
之
上
放
導
可
致
候
、
學

間
所
へ
寄
宿
致
さ
せ
度
旨
候
得
は
、
飯
料
之
定
、
是
叉
賄
方
帳
面
に
記
置
候
事
、

附
り
、
士
農
工
商
瞥
家
そ
れ
！
＼
の
家
業
を
考
へ
、
数
か
た
可
有
欺
、
學
者
檬
者
之
子
な
ら
は
讀
害
を
第
一
こ
致

農
工
商
之
子
弟
た
る
者
は
、
手
習
算
術
家
業
入
用
先
務
ご
存
候
、
．
萬
一
少
年
時
よ
り
資
質
す
ぐ
れ
、
オ
智
た
く
ま

し
く
修
業
之
後
、
人
之
師
範
マ
J

も
可
成
器
量
相
見
え
候
は
A
‘

其
父
肋
へ
相
談
い
た
し
、
得
心
之
上
な
ら
は
、
學

徳
成
就
致
し
候
様
に
仕
立
可
巾
事
尤
に
存
候
、
左
様
に
も
無
之
商
賣
家
督
相
績
可
致
者
な
ら
は
、
讀
粛
は
四
害
小

學
ま
て
に
て
止
さ
せ
候
て
可
然
候
欺
、
子
供
の
時
の
な
ら
は
し
に
て
、
何
心
な
く
害
物
好
さ
申
者
に
成
、
分
際
に

あ
ら
さ
る
事
を
聞
覺
、
成
長
致
し
家
職
を
不
務
、
博
覧
に
誇
り
、
不
學
之
人
を
あ
な
マ
J

り
、
親
族
之
諫
を
不
容
、

好
き
生
れ
付
を
も
失
ひ
、
い
つ
ご
な
く
不
行
跡
に
相
成
、
親
た
る
物
後
悔
い
た
し
候
風
俗
今
時
不
少
候
、
加
様
之

事
見
申
候
て
は
、
冊
俗
學
間
を
き
ら
ひ
候
も
尤
さ
存
候
、
民
間
學
に
依
ら
さ
る
基
に
て
も
可
有
之
欺
、
能
々
息
最

候
て
数
蹂
可
致
事
ぐ
J

存
候
、

布
之
通
學
主
讀
師
並
諸
同
志
一
等
に
相
心
得
可
申
候
、
此
逍
は
身
よ
り
家
國
天
下
迄
の
治
か
た
を
修
行
仕
候
事
9
J

學
者
之
常
言
に
て
候
、
此
學
間
所
は
少
分
の
義
な
が
ら
、
公
俵
よ
り
免
許
被
下
候
事
に
て
候
、
先
學
間
所
セ
は
君

ご
心
得
、
時
之
老
先
生
を
は
國
師
國
老
な
ご
>
心
得
、
其
外
請
師
讀
師
諸
同
門
は
そ
れ
ー
＼
の
役
人
y
J

心
得
、
上

一
八



下
尊
卑
持
合
て
用
を
調
ひ
候
所
、
公
な
る
味
を
合
点
仕
巾
度
候
、
か
様
之
心
得
は
學
牛
之
よ
ぎ
修
行
か
ゞ
存
候
、

（
マ
ン
）

（
北
研
咆
益
右
之
一
倦
は
、
先
師
之
高
弟
中
村
良
齋
之
尋
る
所
也
、
先
師
御
存
生
之
時
未
定
、
餘

b
不
定
候
に
付
、
先
師
に
も
御
了

簡
有
之
、
門
弟
四
五
輩
へ
も
各
試
翡
致
出
し
候
様
被
命
候
所
、
未
定
之
内
先
師
卒
去
、
次
而
又
良
齊
も
逝
去
に
候
、
幸

に
右
之
草
稿
有
之
候
故
、
今
度
三
輪
執
齋
先
生
へ
入
高
覧
候
鹿
、
親
切
篤
宵
無
歿
所
戚
心
之
至
に
候
問
、
愈
此
通
に
相

定
可
然
由
被
仰
候
に
付
、
此
度
同
志
連
判
致
慨
候
間
、
毎
年
初
會
之
節
、
若
年
之
衆
中
に
も
讀
聞
せ
、
永
々
相
守
可
申

候
、
以
上
、

享
保
廿
年
乙
卯
七
月

懐

穏

堂

定

約

一
九
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（
こ
學
主
世
襲

の
禁
な
解
く

懐

徳

堂

定

約

附

記

一
概
に
は
難

中
村
良
齋
被
書
残
候
懐
徳
堂
定
約
、
も
こ
よ
り
賢
徳
之
養
有
之
人
之
作
に
候
へ
は
'
-
公
正
親
切
の
至
、
衆
人
戚
服
す

る
所
に
候
へ
共
、
草
稿
之
事
故
猶
相
残
候
事
も
相
見
へ
、
且
時
宜
之
相
述
も
候
へ
は
、
此
度
古
加
へ
骰
候
、

一
、
學
問
所
者
数
導
を
主
マ
J

す
る
場
所
に
候
へ
は
、
泄
上
通
用
之
父
子
相
績
之
例
に
て
は
。
若
不
オ
不
徳
之
子
孫
有
之

時
、
大
に
背
本
望
候
事
故
、
學
主
た
る
人
其
子
へ
直
に
博
候
事
、
堅
無
用
'
Y
J

被
定
候
義
、
尤
之
公
論
に
候
へ
こ
も
、

萬
一
學
主
相
果
｀
相
脚
之
學
主
た
る
べ
き
人
も
無
之
時
｀
俄
に
艇
々
方
々
尋
求
候
事
も
難
成
、
縦
ひ
有
之
候
ご
も
、

吾
黛
に
て
無
之
候
へ
は
、
學
掘
兼
備
之
人
容
品
に
招
に
應
し
申
間
敷
候
＂
或
は
聞
及
招
請
い
た
し
候
共
、
聞
見
之
相

違
有
之
、
不
都
合
成
儀
も
難
計
．
且
彼
是
致
延
引
候
は
A
‘

差
常
り
公
邊
町
内
も
相
演
申
間
敷
候
條
．

定
候
欺
、
俯
而
箇
様
之
襲
有
之
候
は
A

曹
先
學
主
之
子
弟
若
年
に
有
之
候
'
y
J

も
、
先
其
名
前
に
致
し
置
。
同
志
中
よ

り
徐
に
學
主
相
撰
み
可
申
候
、
其
節
助
講
之
人
も
無
之
候
は
＞
、
讀
書
指
南
等
は
い
た
し
候
マ
J

も
、
講
談
は
暫
相
休

可
申
候
＂
又
右
之
髪
に
臨
候
節
。
先
學
主
之
子
弟
．
年
齢
も
學
籐
も
有
腿
に
候
は
＞
、
其
儘
同
志
中
よ
り
推
立
候
義

も
可
有
之
事
に
候
＂
或
は
後
之
學
主
た
る
人
有
之
候
共
、
品
に
よ
り
先
學
主
之
チ
弟
こ
雨
人
に
て
相
務
候
も
可
然
候
、

併
先
學
主
之
子
弟
不
宵
に
候
は
A

相
績
不
為
致
、
同
志
中
よ
り
別
人
を
取
立
候
事
は
勿
論
之
義
不
及
申
候
。
口
＾
時
菱

に
よ
り
種
々
之
相
述
は
可
有
之
事
に
候
ヘ
マ
J

も
畜
大
抵
別
人
之
相
績
を
常
こ
し
、
子
弟
之
相
績
セ
褪
マ
J

相
心
得
｀
公

懐
惚
堂
定
約
附
記



（
四
）
異
學
者
な

招
か
す

(
1
1
1
)
學
、
王
預
人

の
候
補
見
立

（
二
）
學
・
王
さ
預

ヽノ
鷹

尤
請
師
助
講
讀
師
等
幾
人
も
有
之
候
事
、
苦
し
か
る
ま
し
く
候
、

ょ、
.
9
 

一
人
に
て
相
務
候
て
も
不
頼
敷
候
冨

疋
之
虞
置
に
て
諸
人
心
腹
い
た
し
奮
學
問
所
興
立
之
本
意
に
不
背
候
事
、
可
為
第
一
候
、

一
。
良
齋
定
約
被
認
候
節
は
、
萬
年
も
存
命
ゆ
へ
、
お
の
つ
か
ら
の
學
主
に
て
、
別
に
町
儀
等
之
冊
話
致
し
候
は
＂
支

（
逍
明
寺
屋
）

配
人
新
助
有
之
、
願
主
鵞
庵
は
預
り
人
ご
申
に
て
、
公
邊
相
務
被
申
候
、
其
節
後
々
は
學
、
王
ご
支
配
人
雨
人
に
い
た

し
、
預
り
人
は
相
止
め
、
公
邊
も
支
配
人
よ
り
相
務
可
然
マ
J

の
評
議
も
有
之
候
、
然
虞
萬
年
も
新
助
も
死
去
之
後
、

外
に
相
應
之
人
も
無
之
、
梵
庵
一
人
に
て
相
兼
被
申
候
、
公
邊
其
儘
學
間
所
預
り
ざ
申
名
目
に
て
年
末
惰
末
候
、
今

H
之
勢
に
て
は
、
支
記
人
は
却
而
無
用
に
い
た
し
、
學
主
ご
預
り
人
雨
人
有
之
候
て
、
學
主
は
放
導
を
主
こ
し
、
預

b
人
は
公
務
を
引
請
候
様
に
有
之
度
候
、
左
候
へ
は
生
死
之
親
又
は
無
槌
僻
退
之
事
有
之
候
て
も
、
取
計
相
成
や
す

＜
候
、
併
是
又
時
節
之
菱
に
よ
り
、
學
、
王
よ
り
預
り
人
を
兼
‘
預
り
人
よ
り
學
、
主
を
兼
候
事
も
可
有
之
候
へ
共
≫
何

分
遅
速
に
よ
ら
す
‘
預
人
を
被
立
樅
可
申
事
に
候
、
依
之
此
度
右
之
趣
雨
御
番
所
へ
申
逹
し
置
候
、
勿
論
右
之
通
に

候
へ
は
、
預
り
人
は
少
々
若
年
に
て
も
苦
間
敷
候
、
其
内
に
は
學
行
も
進
み
、
年
輩
も
致
相
廊
候
様
に
相
成
可
申
候
、

但
し
雨
人
に
て
相
務
候
て
は
、
後
々
争
の
端
に
も
可
相
成
様
に
申
人
も
可
有
之
候
ヘ
マ
J

も
、
左
様
之
事
仕
出
し
候
人

一
、
人
々
卒
病
も
難
計
候
條
．
相
績
い
た
し
兼
間
敷
人
を
見
立
、

H
頃
に
幾
人
も
心
営
い
た
し
償
候
事
可
為
肝
心
．
候
、

一
、
講
師
助
講
有
之
候
て
も
、
外

r
學
徳
宜
敷
人
候
は
A

招
請
い
た
し
、
講
談
等
相
頼
候
事
尤
可
然
候
、
先
年
三
輪
先



（
五
）
瞥
書
詩
文

集
な
諧
す
る

な
許
す

賓
唇
入
年
戊
寅
八
月

定
約
附
記
＂
右
之
通
此
度
相
定
候
、
俯
而
連
名
如
左
、

懐
態
堂
定
約
附
記

此
附
記
之
表
に
依
て
掲
酌
可
有
之
候
、
以
上
，

同 中 五

生
並
河
先
生
杯
其
例
に
て
候
、
但
し
、
學
問
に
流
義
は
有
問
敷
事
に
候
へ
共
、
近
年
子
息
孟
子
を
磯
b
。
-1
一
敢
一
致

ご
由
＇
杯
、
別
に
一
流
を
立
候
異
説
時
行
申
候
、
介
様
之
學
間
は
、
縦
ひ
オ
偽
高
名
之
人
に
て
も
、
主
意
相
違
い
た
し

一
、
四
害
五
純
逍
義
之
害
而
己
講
談
致
し
、
他
之
維
翡
講
候
事
一
切
無
用
マ
J

申
義
に
候
へ
共
、
餘
力
に
詩
賦
文
章
或
は

瞥
術
を
も
、
心
懸
候
人
へ
内
證
に
て
講
し
聞
せ
。
或
は
會
讀
に
い
た
し
、
或
は
詩
會
文
會
等
致
候
事
は
、
格
別
之
義

ご
存
候
、
萬
年
も
内
證
に
て
瞥
害
詩
集
等
講
し
聞
せ
候
事
も
有
之
候
、
但
表
向
之
講
談
に
致
問
敷
事
は
、
定
約
之
通

可
為
勿
論
候
、

候
へ
は
層
相
頼
候
事
可
為
無
用
候
、
勿
論
決
而
學
主
に
致
し
申
間
敷
候
＂

井

宅

オ

徳 善

井

藤

九

二＾太＾郎＾
積積純

懇圃き＠芭
（
正
誼
）

郎

謹

古

＠

右
之
趣
、
此
度
衆
議
評
之
上
に
て
附
記
認
骰
候
間
、
以
来
申
合
｀
瀾
急
度
相
守
｀
其
抒
格
遺
漏
之
義
は
、
定
約
並
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懐
穏
堂
定
約
附
記

同

二
五
禰

太
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淡
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右
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⑲

中

村

長

次

郎
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⑲
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門

⑲
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七

＠
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天

王

寺

屋

九

郎

右

衛

門

圃
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相
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民
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⑱
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繋
幅
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蔵

⑲

本

古

林

正

深

江

屋

新

同

宗

右

衛

同

市

右

衛

尼
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屋
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右

衛

同

吉

太

鍮

屋

吉口

右

衛

門



ね
か
ふ
そ
'
t
J

民
の
こ
ご
は
の
露
は
か
り
こ
の
く
に
ふ
り
に
た
す
け
あ
る

H
を

右
國
詩
二
章
、
何
人
ノ
豚
ス
炉
所
ヲ
知
ラ
ス
、

一
本
右
定
約
後
二
附
記
ス
炉
所
、

道
の
あ
る
跡
ふ
み
見
よ
マ
J

石
の
上
ふ
る
き
に
か
へ
す
恵
を
そ
息
ふ

な
に
は
の
里
に
學
問
所
を
た
ま
は
り
け
る

H
よ
み
侍
る
、

二
六



（
二
）
壁
署
定

箇
條

（
一
）
懐
徳
堂
學

問
所
建
立
次

第

定

一
、
十
一
年
丙
午
十
月
＂
玄
闘
に
懸
り
候
壁
署
の
控
へ
、

懐

徳

堂

内

事

記

二
七

1

、
享
保
九
年
甲
辰
大
阪
大
火
之
五
月
、
石
奄
三
宅
先
生
之
門
人
中
村
武
右
衛
門
殿
、
富
永
吉
左
衛
門
殿
、
長
崎
四
郎
右

衛
門
殿
、
吉
田
吉
兵
衛
殿
、
山
中
又
四
郎
殿
五
人
を
始
め
｀
諸
同
志
被
申
合
＂
尼
崎
町
一
丁
目
北
側
吉
左
衛
門
殿
隈

居
屋
敷
燒
地
に
、
先
生
之
御
住
居
並
に
精
合
懐
徳
堂
廷
立
有
之
｀
同
十
一
年
丙
午
四
月
、
右
之
場
所
に
東
隣
尼
崎
屋

燒
地
を
差
加
へ
、
學
間
所
に
取
立
度
旨
．
亡
父
忠
蔵
願
出
:
凹
六
月
七

H
御
免
許
、
諸
役
御
免
除
地
學
間
所
に
被

付
、
早
々
講
堂
修
覆
有
之
．
先
生
の
御
住
居
の
所
を
右
塾
に
宛
｀
東
隣
燒
地
に
門
並
に
左
塾
長
屋
等
建
添
、
同
九
年

普
請
落
成
、
先
人
學
問
所
預
り
人
に
相
成
、
京
町
堀
住
所
よ
り
左
塾
へ
引
移
り
｀
公
邊
御
燈
等
外
様
の
義
相
務
め
、

尤
左
塾
狭
陰
に
付
。
講
堂
之
北
に
小
齋
建
添
．
先
人
兒
輩
放
授
之
暇
、
讀
謳
口
の
所
ご
相
成
~
吉
左
衛
門
殿
別
家
手
代

逍
明
寺
屋
新
助
支
配
人
ご
相
成
、
東
長
屋
に
居
住
、
町
内
の
判
形
致
し
＂
御
躙
流
し
承
り
、
講
筵
謝
儀
等
受
取
候
役

人
に
定
ま
り
、
學
問
所
内
外
諸
事
は
右
五
人
の
衆
中
被
取
計
、
賄
方
勘
定
は
五
人
の
内
年
行
司
に
て
相
改
ら
る
、
阿

年
冬
讃
州
木
村
氏
存
立
に
て
、
東
北
隅
に
咸
間
に
六
間
の
長
屋
建
立
有
之
．
木
村
氏
上
阪
の
節
逗
留
の
場
所
、
並
に

遠
方
諸
生
寄
宿
之
學
寮
ご
相
定
ま
る
、

懐

穂

堂

内

事

記

仰



右
の
害
付
、
最
初
は
上
よ
り
被
仰
付
候
學
問
所
の
事
故
、
末
の
一
ヶ
條
、
講
席
へ
は
無
緑
の
人
も
勝
手
に
罷
出
候
様
に

ご
致
し
可
然
欺
の
評
議
有
之
候
所
、
老
先
生
の
息
召
に
、
江
戸
菅
彦
兵
衛
學
間
所
被
願
受
候
節
、
講
席
へ
無
縁
の
人
被

差
免
候
所
、
最
初
は
珍
敷
存
じ
大
勢
集
b‘

五
七
度
の
後
急
に
寂
塞
に
相
成
候
由
、
左
様
に
て
は
甚
見
苦
敷
事
、
且
又

無
縁
に
て
は
如
何
様
の
者
入
込
候
も
難
計
、
臨
時
の
菱
無
心
許
、
第
一
此
度
願
受
候
主
意
。
吾
蕉
の
學
問
所
に
候
へ
は

年
寄
を
以
入
来
候
面
々
、
紳
妙
に
講
習
有
之
候
事
可
為
専
要
旨
被
仰
、
何
て
右
の
通
り
害
付
相
定
ま
る
、

(
1
1
1
)

開
講
さ
講

師

一
、
同
年
十
月
五

B
、
老
先
生
論
語
開
講
．
是
よ
り
日
講
相
始
ま
り
、
講
師
は
並
河
五
一
郎
殿
、
井
上
左
平
殿
、
薗
洲

午
十
月

學

間

所

行

司

以
上 但
し
、
忠
蔵
他
行
の
節
は
、
支
配
人
新
助
迄
案
内
可
有
之
候
、

一
、
始
て
出
席
の
方
は
、
中
井
忠
臓
迄
其
斯
可
有
之
候
事
、

但
し
、
請
繹
始
b
候
後
出
席
候
は
A

、
其
差
別
有
之
ま
じ
く
候
、

一
、
武
家
方
は
可
為
上
座
候
事
｀

但
し
、
不
叶
用
事
出
来
候
は
ば
、
講
秤
半
に
も
退
出
可
有
之
候
、

候
へ
は
、
害
物
不
持
人
も
聴
聞
く
る
し
か
る
ま
し
く
候
事
、

一
、
學
問
者
忠
孝
を
盛
し
職
業
を
勤
む
る
等
の
上
に
有
之
事
に
て
候
、
講
秤
も
唯
右
の
趣
を
説
す
A

む
る
義
第
一
に

ニ
八



（
六
）
謝
儀
の
定

書
1

1

一條

（
四
）
日
講
の
書

籍
（
五
ご
毎
月
の
會

合
さ
休
日

入
被
成
候
に
は
不
及
候
事
｀

定
候
虞
左
の
通
り
に
御
座
候
、

一
、
休
日
は
、
朔
H
、
八
日
、
十
五
H
‘
廿
五
日
、

有
之
＂
後
有
故
て
毎
月
の
會
は
、
十
六
H
に
改
る
。

に
も
下
向
に
て
、
講
談
も
有
之
候
、

二
九

五
井
先
生
三
人
に
て
、
翌
十
二
年
丁
未
四
月
、
五
一
郎
殿
東
饉
、
同
年
暮
迄
は
老
先
生
も
日
講
御
手
博
ひ
有
之
＂
翌

十
三
年
戊
申
春
よ
b
御
止
被
成
、
其
後
臨
時
故
障
の
節
は
、
先
人
も
助
講
相
務
被
申
候
、
十
四
年
己
酉
五
月
、
五
井

先
生
東
行
、
請
師
減
し
左
平
殿
一
人
故
、
此
前
後
よ
り
隔
日
の
講
に
相
成
、
先
人
も
専
ら
相
務
被
申
候
、
京
都
よ
り

執
齋
三
翰
先
生
下
向
の
節
は
、
日
講
御
手
博
ひ
、
又
は
臨
時
の
講
毎
々
有
之
。
老
先
生
御
歿
後
に
は
東
涯
伊
藤
先
生

-
、
H
請
の
書
は
、
四
害
、
害
親
、
詩
純
、
春
秋
胡
博
，
小
學
、
近
恩
鎌
等
也
。

一
、
毎
月
望
畜
同
志
會
合
、
老
先
生
象
山
集
要
の
請
有
之
、
毎
年
正
月
十
五
H
初
會
に
て
同
志
中
燕
集
、
老
先
生
初
講

―
‘
謝
義
の
定
書
控
へ
、

膿
式
は
各
分
限
相
應
に
相
務
候
事
勿
論
に
候
へ
共
、
人
々
心
任
せ
に
仕
候
へ
は
、
自
然
ご
事
多
か
さ
高
に
も
成

行
候
て
、
以
来
貧
學
者
等
は
出
席
も
難
仕
様
に
可
相
成
候
は
ん
欺
、
左
候
て
は
背
本
意
候
事
故
、
今
度
申
合
相

一
、
五
節
句
に
は
、
學
問
所
空
闊
迄
御
出
、
證
帳
に
名
を
記
御
蹄
可
被
成
候
、
老
師
並
に
學
問
所
預
り
等
へ
各
々
御
申

懐

饂

堂

内

事

記



（
七
）
更
に
謝
儀

の
定
書
七
條

よ
り
中
井
氏
へ
其
断
申
候
間
、
以
来
左
様
可
被
相
心
得
事
、

可
被
致
候
事
、

一
、
釘
同
志
よ
り
中
井
忠
巌
方
へ
是
迄
祝
俵
務
来
候
分
，
向
後
相
止
め
。
只
人
別
の
學
問
所
證
計
に
可
被
致
候
、
無

左
候
て
は
、

H
講
馳
聞
の
新
輩
も
，
自
然
に
被
務
候
様
に
な
り
ゆ
き
、
事
や
か
ま
し
く
候
に
付
、
右
の
段
行
司

學
問
所
預
り
へ
其
段
申
談
し
、
惣
中
相
談
の
上
に
て
相
定
可
申
候
間
、

一
分
こ
し
て
此
方
よ
り
勘
候
義
無
用
に

一、

H
講
謝
儀
相
定
候
節
、
藉
約
巾
へ
申
合
候
別
紙
控
へ
、

學

問

所

行

司

一
、
日
講
の
謝
儀
は
、
五
節
供
前
勝
手
次
第
、
銀
壼
匁
か
又
は
咸
匁
つ

A

，
支
配

A
新
助
方
迄
御
指
出
し
可
被
成
候
事
．

右
被
指
出
候
祝
儀
、
年
行
司
支
配
人
ご
立
合
ひ
層
其
惣
敷
を
以
、
老
師
並
に
學
間
所
預
り
及
助
講
の
衆
中
等
へ

分
配
可
遂
披
露
候
畜
尤
此
姦
封
の
外
｀
面
々
へ
祝
儀
に
は
不
及
候
畜
只
一
應
拝
謝
の
印
た
に
有
之
候
へ
は
、
證

マJ

A
の
ひ
情
逹
し
出
席
仕
よ
く
候
義
第
一
に
候
へ
は
、
貧
學
の
人
は
其
時
の
事
体
を
以
、
右
定
候
品
を
も
相
減

し
｀
紙
壼
折
又
は
箪
一
封
等
を
證
式
ご
相
敢
可
然
候
、
又
力
有
之
人
た
り
共
、
右
定
の
品
よ
り
相
増
候
義
は
不

可
然
候
、
此
外

H
講
賂
聞
に
付
一
切
費
用
無
之
候
間
、
此
段
取
次
の
衆
よ
り
近
来
出
座
の
方
わ
御
申
通
し
可
被

成
候
、
以
上
、

午
十
一
月
二
日

一
、
新
来
の
内
、
租
約
同
事
に
學
間
所
内
外
の
義
セ
も
申
合
へ
き
人
体
有
之
候
は
>
‘
左
様
に
存
寄
候
同
志
よ
り
先

1
0
 



(
+
ヱ
江
右
塾
入

替
（
八
）
三
宅
石
惹

歿
-
'

（
九
ご
中
井
禁
恭

数
授

相
成
る
、

官
遊
に
付
、
請
談
も
是
よ
り
先
人
一
人
に
て
相
務
被
申
候
、

事、

學

問

所

行

司

一
、
奮
同
志
の
義
は
、
日
講
賂
聞
新
輩
の
例
ご
は
別
義
に
候
間
、
老
師
へ
の
拝
禍
は
、
是
迄
の
通
り
に
可
被
相
務
事

一
、
中
井
氏
へ
讀
害
手
腎
等
相
願
候
子
弟
の
分
は
、
約
外
に
候
間
、
此
分
は
中
井
氏
へ
相
應
の
謝
儀
可
有
之
事
｀

一
、
藉
同
志
の
中
も
勝
手
不
如
意
の
方
は
、
是
迄
の
掛
銀
を
や
め
ら
れ
候
欺
、
又
は

H
講
の
證
物
を
紙
筆
の
類
に
減

し
ら
れ
候
欺
に
可
被
致
事
＂

一
、
人
別
拾
匁
の
年
掛
被
致
候
分
は
、
以
来
毎
正
月
廿

H
迄
に
支
配
人
新
助
方
へ
可
被
相
渡
事
、

一
、
學
問
所
歳
費
の
元
方
は
、
い
ま
た
侮
年
の
用
に
あ
た
ら
す
候
へ
は
｀
此
後
も
也
約
の
分
は
人
々
の
力
次
第
不
時

に
寄
附
可
然
候
、
左
候
は
ヽ
寄
附
帳
面
に
留
償
．
其
生
息
の
分
は
賄
方
に
用
ひ
、
本
銀
は
多
少
に
よ
ら
す
相
績

料
ご
し
て
永
久
に
可
博
候
、
尤
此
義
は
恢
同
志
虞
分
之
事
に
候
へ
は
、
新
来
の
衆
へ
は
一
切
口
外
有
之
ま
し
き

午
十
一
月
二

H

一
、
同
十
五
年
庚
戌
七
月
十
六
日
、
老
先
生
急
病
に
て
御
卒
去
、
壽
六
十
六
、

一
、
老
先
生
御
歿
後
。
學
主
の
任
相
應
の
人
も
別
に
無
之
畜
先
人
預
り
人
に
て
放
授
の
方
も
引
受
、
其
後
左
平
殿
京
都

一
、
老
先
生
嗣
春
棲
先
生
方
少
人
敷
に
て
手
廣
、
先
人
方
多
人
敷
に
て
間
狭
な
る
に
付
、
同
年
十
月
左
右
塾
入
替
り
に

懐

徳

堂

内

事

記



（
十
四
）
懐
徳
堂

定
約
成
る

(+1--）
年
行
司

な
懸
す

か
た
き
ヶ
條
も
有
之
、

一
、
十
六
H
同
志
會
、
象
山
集
要
の
講
會
讀
に
相
成
、
正
月
十
五

H
初
會
、
右
會
讀
相
涜
候
以
后
は
、
係
僻
博
の
内
一

一
、
同
十
七
年
壬
子
六
月
、
講
堂
の
北
に
勝
手
の
間
建
添
＂
先
人
引
移
り
、
右
塾
は
逍
明
寺
屋
吉
左
衛
門
殿
栂
氏
隈
居

一
、
老
先
生
御
卒
去
之
年
、
先
人
並
に
吉
左
衛
門
殿
ご
四
郎
右
衛
門
殿
ご
確
執
に
及
び
、
四
郎
右
衛
門
殿
學
問
所
の
批

右
衛
門
殿
も
死
去
に
て
、
冊
話
人
減
し
、
其
後
残
り
し
三
人
の
衆
巾
へ
先
人
断
被
申
、
學
間
所
内
外
諧
事
賄
方
等
迄

一
、
同
廿
年
乙
卯
七
月
、
懐
徳
党
定
約
初
而
出
来
、
此
義
是
迄
延
引
の
仔
細
は
畜
右
定
約
奥
内
に
相
見
巾
候
通
り
に
て

武
右
衛
門
殿
草
稿
の
本
を
以
て
、
吉
左
衛
門
殿
執
筆
被
古
述
。
始
而
相
定
り
候
事
に
候
、
併
右
奥
書
に
同
志
連
判
の

趣
相
見
申
候
へ
共
、
口
＾
今
残
り
有
之
候
吉
左
衛
門
殿
自
筆
の
一
怨
、
連
名
計
り
に
て
判
は
無
之
候
、
此
義
は
何
れ
も

連
判
の
筈
に
候
所
、
間
も
無
之
吉
左
衛
門
殿
死
去
、
同
志
の
中
彼
是
故
障
も
有
之
、
終
に
事
延
引
に
及
候
義
に
て
‘
"
＾

今
歿
候
本
其
節
の
浮
書
に
相
違
は
無
之
候
、
右
の
外
に
武
右
衛
門
殿
自
箪
の
本
の
窮
し
ご
て
層
別
に
一
冊
有
之
候
、

奥
に
先
人
遺
朕
マ
」
申
物
壽
載
有
之
、
右
定
約
の
文
言
遺
朕
の
内
に
散
出
致
し
、
殊
に
重
複
も
相
見
へ
、
其
外
行
は
れ

一
向
未
定
の
本
に
御
座
候
、
唯
今
に
て
考
候
所
、
吉
左
衛
門
殿
右
之
定
約
被
認
候
節
は
，
別

暫
一
分
に
引
請
務
め
可
申
由
に
て
、
是
よ
り
年
行
司
相
止
、

話
引
被
申
、
其
年
の
行
司
四
郎
右
衛
門
殿
故
、

一
向
勘
定
等
相
清
不
申
ー
敷
年
を
純
て
漸
く
埓
明
申
候
、
此
内
に
武

（
十
二
）
梵
施
踏

堂
の
北
に
移

所
に
被
借
受
、

ろ

章
或
は
半
章
、
先
人
講
し
申
さ
る
、

(
+
―
)
繁
症
繋

僻
悼
な
霜
す



（
二
十
）
火
後
懐

徳
堂
の
新
造

九
）
三
宅
春

棲
宅
普
請

(+ 
（
十
八
）
梵
施
の

栂
死
し
梵
恭

病
む
．

（
十
六
）
土
級
な

建
つ

（
十
七
）
五
井
閾

洲
来
仕

（
十
五
H

壁
署
の

末
節
な
改
む

に
武
右
衛
門
殿
草
稿
ご
申
物
有
之
候
歎
、
但
し
右
の
草
稿
の
表
を
以
、
吉
左
衛
門
殿
掛
酌
に
て
校
正
被
致
候
も
の
ご

被
察
候
、
尤
二
本
共
に
全
体
の
主
立
品
に
於
は
少
し
も
相
違
無
之
候
、

一
、
元
文
二
年

T
己
八
月
、
道
明
寺
屋
新
助
物
故
、
此
代
相
應
の
人
も
無
之
、
町
内
帳
面
は
先
人
直
判
に
成
り
支
配
人

相
止
候
、
俯
て
壁
署
末
の
一
ヶ
條
は
、
始
而
出
廊
の
方
は
年
寄
を
以
て
其
断
可
有
之
ご
相
改
る
、

一
、
寛
保
元
年
辛
酉
、
學
寮
を
少
し
南
へ
引
、
武
間
半
に
三
間
の
士
蔵
建
立
有
之
、

一
、
五
井
先
生
東
行
の
後
、
津
軽
侯
へ
応
巫
仕
、
元
文
中
致
仕
に
て
営
地
へ
蹄
老
、
上
町
に
御
住
居
｀
寛
保
三
年
癸
亥
九

一
、
元
文
中
よ
り
先
人
批
氏
の
老
病
に
付
｀
度
々
播
州
わ
蹄
省
故
生
徒
を
謝
し
、
延
享
元
年
甲
子
九
月
、
砒
氏
病
痰
に

よ
り
先
人
家
内
を
携
へ
龍
野
へ
引
越
、
圃
十
一
月
先
人
病
悛
、
同
十
二
月
乍
病
中
上
阪
、
翌
二
年
乙
丑
正
月
、
御
番

所
年
頭
膿
並
に
十
五
日
初
會
等
相
務
．
又
播
州
下
向
、
同
二
月
憂
に
丁

9
,
-―
一
月
家
内
召
連
師
阪
、
是
よ
り
病
身
に

相
成
候
故
、
學
規
暫
く
麿
し
、
唯
二
七
朝
講
＂
正
月
初
會
而
己
執
行
は
る
、

一
、
春
棲
先
生
方
人
敷
相
壻
し
間
狭
成
に
付
、
寛
延
三
年
庚
午
六
月
、
道
明
寺
届
新
助
跡
市
太
郎
宅
替
致
さ
せ
、
二
軒

を
合
せ
普
請
有
之
、

一
、
寛
延
中
先
人
病
氣
次
第
に
平
復
に
付
、
生
徒
も
又
取
禿
候
所
。
懐
徳
堂
大
火
後
早
々
之
普
請
故
、
殊
の
外
頬
破
に
及

ひ
、
何
而
先
人
存
立
、
賓
暦
元
年
辛
末
正
月
よ
り
新
造
の
普
請
取
掛
9
被
申
｀
同
六
月
落
成
、

懐

穂

堂

内

事

記

月
、
右
塾
へ
御
引
移
り
有
之
、



（
二
ニ
）
梵
惹
歿

す
（二
1

1

一
）
梵
や
遺

朕
の
其
一

（
ニ
ー
）
梵
症
暫

＜
學
寮
に
移

る

九
月
十

H

中

井

忠

戴

一
、
學
寮
は
元
文
中
先
人
生
徒
を
謝
候
以
後
は
、
中
村
東
庵
借
り
受
居
住
、
寛
保
中
古
林
正
民
借
b
受
居
住
畜
懐
徳
堂

普
請
の
節
に
至
り
、
先
人
家
内
を
移
し
暫
居
住
、
普
語
落
成
の
後
以
前
の
通
り
學
寮
に
相
成
、

一
、
賓
肝
七
年
丁
丑
十
一
月
、
先
人
病
痰
、
同
八
年
戊
寅
六
月
十
七

H
下
世
、
壽
六
十
六
、

一
、
先
人
賓
暦
四
年
甲
戌
九
月
被
認
籠
候
逍
書
の
略
、

學
間
所
被
仰
付
候
以
来
、
三
十
年
に
及
ひ
巾
候
故
、
段
々
及
頒
破
、
近
年
新
造
作
什
候
、
私
儀
薄
稔
淡
學
の
生
質
、

師
僻
の
場
所
不
都
合
に
存
候
故
、
他
人
へ
附
島
の
筋
年
末
心
懸
申
候
得
共
、
望
の
人
も
見
常
b
不
申
見
合
候
内
、
修
．

覆
も
最
早
難
届
様
子
、
不
得
止
新
に
建
立
仕
候
、
然
所
私
老
病
常
年
甚
布
、
不
慮
養
生
不
相
叶
候
は
A

、
相
績
の
義

可
然
御
願
受
、
永
代
相
績
の
様
に
奉
願
候
、
五
井
兄
乍
御
苦
勢
御
引
受
被
下
度
願
存
候
得
共
、
御
年
来
も
拙
夫
マ
J

多

く
は
隔
り
不
申
、
且
又
表
向
ヶ
様
の
勤
筋
被
相
厭
、
御
退
蟄
の
索
念
熟
知
仕
候
事
故
、
御
噂
も
不
申
出
候
、
次
は
オ

二
郎
殿
、
先
師
の
由
緒
無
遁
存
候
、
御
病
身
の
上
近
年
の
不
幸
労
以
憚
り
存
候
得
共
、
世
上
に
申
こ
ご
は
さ
し
つ
め

に
て
御
座
候
間
、
相
談
の
上
御
引
受
被
下
度
候
、
オ
ニ
殿
御
引
受
被
下
候
様
に
相
成
候
は
>
‘
私
の
家
内
は
學
寮
ヘ

片
付
被
移
既
＂
私
跡
へ
御
移
可
然
候
、
新
造
の
所
も
十
年
以
後
は
修
撹
も
相
應
に
入
川
可
有
之
、
萬
一
火
災
の
節
は
、

鴻
池
又
四
郎
方
に
學
間
所
銀
預
償
候
間
、
仮
屋
に
て
も
用
意
布
之
度
候
、
善
太
を
は
學
間
所
世
話
人
の
内
へ
被
加
、

修
覆
並
に
公
邊
勤
筋
詞
人
へ
被
仰
付
候
方
可
然
欺
ご
も
存
候
、
兎
も
角
も
御
相
談
次
第
の
事
ご
存
候
。
以
上
、

四



（
二
四
）
梵
奄
遣

朕
の
其
二

一五

學
問
所
惟
話
人
の
内
、
武
右
衛
門
殿
、
吉
左
衛
門
殿
、
四
郎
右
衛
門
殿
、
吉
兵
衛
殿
、
叉
四
郎
殿
、
就
中
厚
御
座
候

内
四
郎
右
衛
門
殿
、
先
逹
断
被
申
、
武
吉
雨
人
被
相
果
、
吉
兵
衛
殿
は
際
居
、
又
四
郎
殿
は
隠
居
の
後
被
相
果
候
、

武
右
衛
門
殿
跡
東
庵
老
、
営
吉
左
衛
門
殿
、
常
吉
兵
衛
殿
、
不
相
更
心
易
得
御
意
候
、
御
存
じ
の
通

b
、
拙
夫
獨
身

流
浪
の
者
に
御
座
候
庭
、
師
友
の
養
育
に
て
老
批
長
壽
を
も
快
見
送
候
事
、
厚
恩
忘
却
不
仕
候
故
、
何
ご
そ
師
友
の

志
も
空
し
か
ら
す
ヽ
拙
夫
寸
志
も
相
立
候
様
に
ご
願
候
得
ご
も
、
不
學
庸
劣
の
私
致
方
も
無
之
、
資
而
は
修
覆
無
油

晰
仕
り
、
其
跡
を
か
た
は
か
b
残
し
置
候
外
も
有
間
布
ご
、
年
末
種
々
修
理
を
加
へ
候
へ
共
、
下
地
能
末
一
年
か
た

も
ち
か
ね
、
依
之
新
造
に
仕
候
、
然
所
去
年
病
俊
、
霜
年
迄
も
全
快
不
仕
、
自
然
の
菱
も
は
か
り
か
た
く
、
依
之
存

念
申
置
候
、
萬
一
の
菱
も
候
は
A

、
先
逹
而
認
置
候
各
様
ゎ
の
害
面
を
以
、
こ
の
跡
オ
ニ
郎
殿
へ
譲
候
間
、
乍
御
面

倒
被
仰
立
、
公
邊
の
義
無
間
違
様
に
被
成
可
被
下
候
、
私
相
果
候
以
後
、
四
郎
右
衛
門
殿
へ
御
仲
間
よ
り
御
懸
合
被

恢

穏

堂

内

事

記

一
、
同
五
年
乙
亥
二
月
被
認
置
候
逍
費
の
界
、

吉
田
吉
兵
衛
様

冨
永
吉
左
衛
門
様

中

村

東

庵

様

二
宅
オ
ニ
郎
様

五
井
藤
九
郎
様



（

1

-

五
）
春
槻
學

主
、
竹
山
預

人
マ
J

な
ろ

吉

田

吉

兵

衛

様

富
永
吉
左
衛
門
様

中

村

東

庵

様

仲
春
六
月

候
事
に
御
座
候
、
以
上
。

中

井

忠

蔵

成
、
今
般
オ
ニ
郎
へ
被
相
譲
候
、
此
以
後
は
又
昔
の
こ
ご
く
御
世
話
も
可
被
遣
ゃ
ご
御
尋
、
御
同
意
に
候
は
A

共
々

被
仰
合
可
被
下
候
、
オ
ニ
郎
殿
被
相
務
候
は
>
‘
五
十

H
も
過
候
て
、
私
跡
へ
御
入
替
り
被
申
然
へ
く
候
、
善
太
家

内
は
オ
ニ
郎
殿
最
初
居
被
申
候
所
か
，
學
寮
か
の
内
へ
御
入
れ
可
被
下
候
、
四
郎
右
衛
門
殿
相
加
り
被
申
候
へ
は
昔

の
こ
マ
J
V
相
椿
候
、
四
五
人
の
精
誠
に
て
相
立
候
學
問
所
、
又
四
五
人
へ
返
し
相
果
候
ご
存
候
へ
は
、
合
笑
瞑
目
仕

一
、
遺
状
雨
通
の
大
意
、
定
約
の
通
り
に
御
座
候
故
、
賓
暦
八
年
戊
寅
七
月
。
三
宅
先
生
無
逢
背
相
績
有
之
候
｀
併
先

生
年
来
の
病
身
．
労
を
以
善
太
ご
雨
人
に
て
御
務
可
有
之
由
、
五
井
先
生
始
詣
同
志
同
意
に
て
、
善
太
學
問
所
預
り

に
相
成
、
公
邊
外
様
の
務
引
請
候
様
に
ご
相
究
ま
り
候
．
且
又
三
宅
先
生
よ
り
住
所
入
替
り
の
事
、
遺
旨
に
於
て
は

尤
に
候
へ
共
、
己
前
は
宅
の
廣
狭
人
の
多
少
格
別
の
相
逢
故
、
其
義
に
も
及
候
事
品
此
度
は
左
様
に
も
無
之
候
へ
は
、

時
宜
に
従
っ
て
の
廊
醤
可
然
義
、
銘
々
住
馴
候
勝
手
に
任
せ
居
成
に
致
し
、

H
々
講
堂
へ
罷
出
可
致
放
授
ご
の
事
｀

是
又
第
一
御
心
入
の
筋
、
労
以
何
れ
も
同
意
に
付
~
講
堂
o
J方
を
私
用
に
用
ひ
不
申
，
善
太
義
は
請
堂
の
肪
手
の
間

..... ノ



（
二
八
）
壁
署
の

一
部
な
改
も

（
二
七
）
學
主
預

人
新
任
の
掲

示

（
1

1

六
）
長
崎
克

之
同
志
な
諾

す

一
、
四
郎
右
衛
門
殿
へ
先
人
逍
欣
之
趣
を
以
、
三
宅
先
生
よ

b
御
懸
合
有
之
候
所
同
意
に
て
、
相
績
の
義
も
共
々
相
談

一
、
同
年
八
月
、
善
太
俗
忌
相
清
候
後
、
暫
の
間
講
党
中
の
間
に
張
置
候
書
付
の
控
へ
、

（
に
力
）

営
學
校
相
績
の
義
は
、
其
子
へ
勝
手
へ
偵
間
舗
ご
の
定
約
も
有
之
、
此
度
忠
臓
遣
状
の
表
を
以
、
オ
ニ
郎
引
睛

致
相
績
候
奮
併
オ
ニ
郎
年
末
病
身
に
つ
き
、
外
様
の
務
は
善
太
へ
島
し
，
奮
例
に
依
て
オ
ニ
郎
は
學
主
、
善
太

は
預
り
人
ご
相
定
候
、
新
来
の
衆
中
普
く
御
承
知
の
た
め
如
此
候
、
以
上
、

一
、
同
月
壁
署
末
の
一
ヶ
條
、
初
而
出
席
の
方
は
一
應
其
斯
有
之
候
ご
相
改
む
．
尤
此
度
年
寄
川
井
空
牧
よ

b
、
無
縁

の
人
も
講
談
出
席
差
許
候
事
、
公
成
事
故
、
昔
通
り
に
致
し
申
間
敷
哉
旨
被
申
越
候
へ
共
、

候
通
り
の
事
故
無
其
義
、
別
に
五
井
先
生
掛
酌
を
以
、
町
内
之
人
は
無
縁
に
て
も
出
席
不
苦
旨
相
定
め
。

よ
b
町
内
へ
被
申
渡
候
、

懐

鑢

堂

内

事

記

寅
八
月

に
被
及
．
懐
徳
堂
へ
も
以
前
の
通
b
往
来
有
之
、

に
住
居
ご
申
に
相
究
る
、

七

己
前
萬
年
先
生
被
仰
骰

此
旨
女
牧

學
問
所
預

b

中

井

善

太

懐
徳
堂
學
主

三

宅

オ

郎



（
三
二
盃
學
寮
褐

示
の
定
書

(
1
1
1
+

）
一
五
の

日
な
休

H
マj

定
む

(
1
1
1
1
)
講
堂
掲

示
の
定
書

一
、
學
寮
に
張
付
候
定
書
控
へ
、

貨
八
月

以
上

候
事
、

不
及
候
、
尤
謝
儀
も
右
の
趣
に
可
有
候
事
、

定

一
、
講
堂
中
の
間
に
張
付
候
定
害
控
へ
、

一
，
休

H
は
其
節
一
二
宅
先
生
方
の

H
限
を
用
ひ
。

（
二
九
）
春
棲
大

學
、
闊
洲
易

悼
な
講
す

一
、
岡
月
十
九
H

、
三
宅
先
生
大
學
初
講
、
是
よ
り
四
九
の
夜
講
~
五
井
先
生
へ
助
講
相
頼
み
、
同
月
廿
―-
H易
偲
開

講
、
是
よ
り
二
七
の
朝
講
、

一
五
の

13
ご
相
定
ま
る
、

一
、
講
談
聴
衆
五
節
供
の
證
被
務
候
方
は
｀
於
空
閣
帳
面
に
記
し
被
置
、
學
主
助
講
預
り
へ
銘
々
被
仰
通
候
に
は

但
し
、
藉
識
別
懇
の
方
、

又
は
讀
書
手
跡
等
稽
古
の
方
は
可
為
格
別
候
、
惣
し
て
謝
俄
は
膿
調
ひ
情
逹
し

出
席
致
し
よ
き
為
第
一
に
候
へ
は
、
貧
學
の
方
は
紙
一
折
筆
一
到
等
を
以
て
證
式
ご
せ
ら
れ
候
も
不
苦
候
、

一
、
讀
粛
手
跡
等
稽
古
の
た
め
被
通
候
方
は
、
學
主
に
て
も
預
り
に
て
も
、
被
相
頼
候
方
而
已
の
謝
儀
可
被
差
出

但
し
＂
故
障
の
節
は
誰
に
て
も
可
致
世
話
候
得
共
、
別
段
に
謝
儀
等
の
心
遣
． 八~

一
切
可
為
無
用
候
、



(

-

1

1

五
）
毎
月
七
＇

三
H
集
義
利

書
な
讀
む

（
三
四
）
建
立
記

録
成
る

（―-三丞約附

記
成
る

一
、
同
年
九
月
十
一
―

-
H
同
志
會
合
、
誦
讀
の
害
は
集
義
和
害
。
右
の
會
は
定
約
有
之
所
書
籍
借
習
の
外
に
一
會
。
是
よ

懐

億

堂

内

事

氾

承
b
乱
し
、
善
太
執
筆
に
て
相
認
む
、

但
し
、
無
披
要
用
。
或
は
其
宿
先
よ
り
晰
有
之
節
は
、
可
銹
格
別
候
、

一
、
詞
月
定
約
附
記
出
来
、
尤
已
前
の
定
約
は
武
右
衛
門
殿
草
稿
の
儘
に
て
浮
害
有
之
候
事
故
、
後
よ
b
見
候
へ
は
尚

洩
候
義
も
有
之
、
且
又
時
勢
の
相
違
も
相
見
へ
候
、
何
而
此
度
三
宅
先
生
御
許
加
へ
有
之
。
賭
同
志
連
判
に
て
歿
し

一
、
同
月
懐
徳
堂
建
立
記
録
出
来
、
右
建
立
の
始
末
、
是
迄
正
記
録
ご
巾
も
無
之
．
何
而
委
細
吟
味
の
上
、
故
老
へ
も

骰
候
、

寅
八
月

以
上 但
し
、
小
兒
迄
も
講
筵
列
府
は
勿
論
の
義
に
候
。

一
、
寮
宿
之
害
生
講
筵
謝
儀
は
、
十
五
歳
よ
b
可
被
差
出
候
事
、

一
、
寄
宿
の
害
生
、
私
の
他
出
一
切
可
為
無
用
事
｀

但
し
。
大
人
小
子
の
琲
は
可
打
之
候
、
座
席
等
は
新
歯
長
幼
學
術
の
淡
深
を
以
、
面
々
可
被
致
推
譲
候
、

一
、
書
生
の
交
は
、
貴
賤
貧
富
を
論
せ
す
、
可
為
同
輩
事
、

定

九



（
一

1

1

九
）
東
境
の

溝
争
に
就
て

（
三
七
）
小
詳
中

初
會
な
休
む

（

1
1
-

バ
(
）
匹
洲
病

み
春
棲
代
購

（
三
六
）
大
弗
講

了
孟
子
な
諮

す

り
十
三
日
毎
月
定

H
ご
相
究
る
、

一
、
同
年
十
一
月
大
學
講
相
清
孟
子
績
講
．

右
は
悛
徳
堂
建
立
以
来
の
事
故
、
歴
年
の
消
革
相
知
れ
候
分
。
後
H
證
案
之
た
め
書
記
し
毅
候
、
此
後
門
内
の

賓
府
八
年
戊
賓
十
二
月

一
、
賓
暦
九
年
己
卯
正
月
十
五

H
初
會
は
、
善
太
小
詳
の
内
故
、
何
れ
も
遠
胞
に
而
相
止
、

一
奮
同
年
五
月
廿
八
日
｀
五
井
先
生
中
症
病
教
に
依
而
、
易
偲
闊
講
＂
長
病
の
義
故
＂
圃
年
八
月
よ
り
春
棲
先
生
易
博

享
保
九
辰
年
、
大
阪
大
火
に
付
．
先
考
萬
年
暫
平
野
村
に
居
住
＂
詞
年
十
月
門
弟
中
被
巾
合
、
尼
綺
町
壼
丁
目

道
明
寺
屋
隠
居
栓
敷
燒
跡
に
萬
年
住
所
を
被
螢
移
居
被
巾
候
、
同
十
一
午
年
學
間
所
の
願
、
中
井
梵
庵
名
前
に
而

被
差
出
候
所
．
右
逍
明
寺
屋
屋
敷
地
ご
｀
東
隣
尼
崎
屋
市
右
衛
刑
燒
屋
敷
跡
マJ
•

以
上
表
口
拾
壼
間
四
尺
五
寸

願
の
通
被
下
慨
、
並
に
除
地
被
為
仰
付
候
．
其
前
年
己
年
の
冬
。
其
東
隣
天
王
寺
屋
惣
左
衛
門
燒
屋
敷
も
被
立

候
へ
共
、
本
人
は
大
火
後
新
田
村
へ
引
越
居
被
申
候
故
、
笈
許
は
表
通
り
計

b
皆
借
家
に
致
し
、
裏
は
明
地
に

而
有
之
候
に
付
、
學
間
所
屋
敷
普
請
之
節
．
間
の
塀
此
方
よ
り
掛
可
申
旨
申
候
所
，
惣
左
衛
門
も
門
弟
の
内

Jゞ

一
、
圃
年
東
境
目
溝
の
義
に
付
．
春
棲
先
生
自
筆
覺
曹
の
控
、

績
請
、

事
故
は
、
此
次
に
追
々
績
記
可
然
候
、
以
上
、

中

井

四
0

善

太



候
へ
共
．
公
儀
よ
り
被
下
置
候
免
許
地
の
義
に
候
へ
は
、

四

一
寸
一
尺
に
て
も
明
白
に
致
償
不
申
候
面
は
相
涜
不

一
札
に
て
も
取
骰
可
然

申
、
且
壼
雨
年
巾
に
常
地
へ
引
移
b
可
申
所
存
も
有
之
ご
被
申
、
塀
は
彼
方
よ
り
被
掛
候
筈
に
て
、
先
嘗
分
椴

b
塀
掛
閥
被
申
候
、
其
後
未
申
の
年
之
比
、
惣
左
衛
門
居
宅
普
請
出
来
引
越
被
申
候
節
｀
境
目
に
有
之
候
學
間

所
の
溝
を
、
彼
方
下
水
落
し
に
借
b
申
度
由
＇
逍
明
寺
屋
吉
左
衛
門
迄
被
申
通
候
虞
、
隣
家
の
頼
み
ご
巾
、
師

弟
懇
意
の
間
柄
ご
申
、
労
不
及
異
議
か
し
被
下
候
、
其
後
萬
年
、
惣
左
衛
門
、
吉
左
衛
門
追
々
物
故
被
致
、
賓

府
改
元
の
比
、
梵
庵
憶
徳
堂
改
普
請
被
致
候
節
、
右
の
溝
の
事
申
出
、
唯
今
は
已
前
ご
違
ひ
、
隣
家
の
好
み
も
遠

々
敷
成
り
候
事
故
，
此
節
相
改
、
境
目
の
溝
は
、
右
の
子
細
に
而
彼
方
借
用
ご
申
事
、

欺
、
左
も
無
之
候
而
は
、
後
々
胡
侃
に
相
成
被
申
旨
に
而
、
天
王
寺
屋
へ
懸
合
候
所
、
同
家
家
頼
勘
兵
衛
申
候

は
，
大
阪
辰
年
大
火
以
前
、
勿
論
學
問
所
の
沙
汰
も
無
之
候
節
、
尼
崎
屋
屋
舗
は
維
喉
屋
仁
兵
衛
屋
敷
に
て
。

其
節
よ
り
右
の
溝
有
之
｀
此
方
よ

b
つ
か
ひ
末
候
得
は
、
溝
は
此
方
の
物
ご
存
居
候
、
左
候
へ
は
先
ン
惣
左
衛

門
溝
借
り
受
候
ご
庫
申
、
何
共
合
点
不
参
候
由
申
度
々
及
到
談
候
へ
共
、
彼
是
事
六
ヶ
敷
申
立
、
内
分
に
て
相

清
か
た
＜
候
に
付
、
其
節
の
町
年
寄
今
宮
届
新
五
郎
取
扱
被
申
、
町
内
の
預

b
マJ

申
に
て
、
営
分
相
涜
｀
去
る

寅
年
梵
庵
も
死
去
被
致
、
愈
其
儘
に
相
成
候
慮
、
情
テ
存
候
に
、
畢
詑
少
々
の
義
逹
而
及
貪
着
間
敷
事
に
て
は

巾
義
ご
存
、
此
度
西
糾
御
典
力
古
屋
甚
兵
衛
へ
到
談
、
右
の
義
急
度
及
公
論
可
申
哉
ご
相
尋
申
候
鹿
．
其
溝
の
―

場
所
賞
分
入
用
に
も
無
之
候
は
A
、
其
儘
に
可
被
指
骰
候
、
若
入
用
の
時
節
も
候
は
>
‘
表
日
に
何
間
何
尺
y
J

懐

徳

堂

内

事

記



（
四
ご
九
代
府

軍
甍
去
に
つ

き
休
講

（
四
十
ヱ
＇
五
日

初
會
な
二
十

日
に
吹
む

四
H
迄
七

H
の
内
、
自
分
遠
慮
に
而
敢
授
相
休
｀

（
徳
川
家
重
）

一
、
十
一
年
辛
巳
六
月
十
二
日
、
大
御
所
様
甍
去
、
同
十
七

H
夜
常
地
稔
便
の
躙
流
し
有
之
候
に
付
。
十
八
日
よ
り
廿

但
し
。
数
授
は
格
別
の
事
故
、
其
儘
に
て
も
不
苦
候
へ
共
、
暫
は
常
を
菱
候
義
可
然
由
に
て
、
先
逹
有
徳
院
様
御

定
む
、

右
先
人
勘
兵
衛
ご
到
談
の
節
の
義
は
＂
拙
者
も
能
覺
后
候
、
勘
兵
衛
彼
方
の
溝
ゞ

J

巾
立
候
も
｀
溝
の

111程
よ
り

北
裏
日
迄
の
事
に
て
、
半
分
は
此
方
、
半
分
は
彼
方
の
溝
マ
j

申
候
，
其
節
迄
は
中
程
よ
b
南
の
溝
の
中
へ
も
彼

方
の
ご
ゆ
筒
お
ろ
し
有
之
候
を
、
右
の
論
に
及
ひ
云
諄
無
之
、
其
節
よ
り
右
の
ご
ゆ
引
取
申
候
．
右
は
本
害
に

洩
候
故
害
加
へ
置
候
，

一
、
同
十
年
庚
辰
正
月
廿
H
初
會
執
行
、
是
迄
十
五

H
定

H
の
所
．
閲
志
の
内
故
悴
有
之
に
付
、
営
年
よ
り
廿
日
に
相

賓
肝
九
己
卯
年
十
二
月

候
人
有
之
間
敷
被
＃
、
此
屋
為
後
H
荒
増
認
骰
候
、
以
上
．

四
年
の
間
，
同
志
間
弟
等
不
残
死
去
被
致
、

中

井

申
を
以
．
裏
日
の
寸
尺
を
合
せ
途
吟
味
候
、
公
法
の
事
に
候
へ
は
、
何
時
に
て
も
埓
明
可
申
候
．
且
免
許
の
地

の
義
及
公
邊
侯
は
A
、
少
も
相
違
有
之
間
敷
ご
被
申
候
故
、
其
儘
に
差
置
申
候
、
學
間
所
後
端
よ
り
常
年
迄
川

一
向
以
前
の
義
覺
候
人
も
無
之
候
に
付
、
此
後
拙
者
又
相
呆
候
は

ヽ
萬
年
存
命
の
節
。
惣
左
術
門
よ
り
逍
明
寺
屋
吉
左
衛
門
を
以
｀
境
目
の
溝
か

b
請
被
申
候
事
｀
直
に
致
見
聞

四

宅

オ

善

太 郎



（
四
六
）
関
洲
の

藷
宅
右
塾
な

貸
す

（
四
五
ェ
東
境
の

溝
問
題
解
決

（四
111)
五
井
蘭

洲
歿
す

（
四
四
玉
桃
園
天

皇
崩
御
に
つ

き
休
諧

（
四
二
）
易
側
講

了
、
竹
山
近

思
録
な
講
す

他
界
の
節
も
、
七

H
致
遠
慮
候
故
、
此
度
も
其
例
に
依
候
、

一
、
同
八
月
易
偉
の
講
相
済
、
是
迄
春
棲
先
生
故
障
の
節
は
、
臨
時
の
助
講
善
太
毎
々
相
務
候
所
、
九
月
よ

b
二
七
の

朝
講
は
、
善
太
引
受
致
助
講
候
へ
ご
の
事
に
而
、
同
月
十
二
日
よ
り
近
恩
録
開
請
｀

一
、
十
二
年
壬
午
三
月
十
七

H
盲
五
井
先
生
易
簑
｀
壽
六
十
六
、
圃

H
よ
b
晦
H
迄
放
授
相
休
む
、

今
上
崩
御
、
廿
二
日
稔
便
の
御
躙
有
之
、
同

H
よ
り
十
日
の
間
教
授
相
休
む
、

四

一
、
十
三
年
冬
、
東
隣
天
王
寺
星
屋
敷
賣
彿
候
に
付
。
撹
目
溝
の
義
又
々
懸
合
候
所
、
最
阜
彼
方
異
議
も
無
之
、
買
主

に
彼
方
よ
り
其
断
有
之
。
溝
は
是
迄
學
校
よ
り
か
り
受
遣
来
り
候
間
、
下
水
抜
相
止
被
申
候
欺
、
若
不
相
悲
＂
被
用
候

は
>
‘
改
而
其
旨
相
断
り
可
被
致
借
用
旨
通
逹
に
て
、
其
後
買
主
加
島
屋
よ
り
笈
元
に
断
有
之
，
下
水
抜
相
止
候
間
、

是
迄
借
用
の
溝
致
追
進
候
こ
の
義
に
て
、
先
年
．
よ
り
の
間
逹
y
J

も
無
残
慮
相
滸
申
候
｀

一
、
五
井
先
生
租
宅
｀
相
應
の
住
居
の
人
も
無
之
．
容
易
の
輩
は
難
差
謹
候
故
、
學
寮
に
致
し
骸
候
慮
．
明
和
元
年
申

の
冬
、
足
立
榮
安
致
借
住
度
由
、
見
姐
申
候
人
故
致
許
容
候
、
尤
五
井
先
生
の
時
マ
J

は
品
も
替
り
候
事
故
、
學
間
所
預

b
中
井
善
太
借
屋
ご
致
し
，
寺
請
も
善
太
名
賞
に
致
し
、
此
方
よ
り
町
へ
差
出
し
申
候
筈
に
相
極
巾
候
、
但
し
住
居

の
間
町
並
の
義
は
一
切
構
無
之
。
懸
り
物
等
も
一
切
差
出
し
不
巾
候
事
勿
論
也
．
引
移
り
候
節
は
、
町
年
寄
町
代
下

役
等
ヘ
一
應
の
附
屈
け
は
有
之
へ
き
筈
な
か
ら
｀
町
の
定
め
は
用
不
申
．
最
初
唯
一
庶
の
事
故
、
並
よ
り
は
丁
寧
に

懐

穂

欽

内

事

記

一
、
同
六
月
廿
―

H
、



（
五
十
）
借
屋
問

題
に
つ
き
町

年
寄
さ
の
交

涜
顧
末
三
條

（
四
九
）
借
屋
名

目
に
就
て

（
四
七
ヱ
右
塾
ま

た
空
宅

（
四
八
）
右
塾
普

請
古
林
正
民

に
貸
す

b
引
移
b
住
居
為
致
候
，

被
致
候
榛
に
ご
致
差
闘
候
、
引
移
b
は
酉
ノ
正
月
に
相
成
、
尤
榮
安
是
迄
大
矢
尚
齊
方
同
居
の
事
故
、
尚
齋
よ
b
引

取
證
文
一
通
取
骰
"

（
安
ヵ
）

一
。
同
一
一
年
酉
ノ
九
月
、
榮
庵
老
病
に
面
、
宅
替
、
煎
而
尚
齋
方
へ
引
取
、
暫
く
寮
宅
に
致
し
骰
、

一
、
右
熟
榮
安
宅
替
の
後
｀
年
来
の
頬
破
じ
付
建
直
し
。
同
一
二
戌
年
八
月
よ
b
普
請
取
掛
り
、

九
月
末
外
普
請
出
来
、
夫
よ

b
ナ
ニ
月
十
六
H‘

至
h
内
普
請
相
清
、
古
林
正
民
、
新
靱
町
古
座
屋
伊
兵
衛
借
家
よ

一
、
最
初
榮
安
住
居
の
節
、
惜
屋
ご
名
目
立
候
事
、
年
寄
空
牧
よ
b
の
所
望
に
て
、
元
来
如
何
敷
存
し
、

意
の
趣
申
述
候
ヘ
マ
J

も
、
名
目
は
か
り
右
之
様
に
致
し
、
外
に
何
の
替
b
候
事
も
無
之
候
へ
は
，
是
非
左
様
致
し
候

へ
と
の
事
、
下
地
馴
染
ご
申
。
且
又
外
に
無
餘
儀
子
細
も
有
之
、
不
得
止
事
、
其
意
に
任
せ
申
候
、
左
候
へ
は
此
度

正
民
引
移
b
申
候
も
同
様
の
事
故
盲
奮
宅
町
内
並
に
嘗
町
内
よ
り
も
、
笈
元
借
屋
住
居
の
旨
＂
公
邊
届
有
之
候
、
尤

愛
元
よ
り
の
屈
は
、
榮
安
時
も
此
度
も
借
屋
ご
は
屈
不
申
候
、
其
後
果
し
て
借
屋
の
名
目
よ
り
町
内
大
間
違
の
事
有

之
、
彼
是
町
内
わ
懸
合
に
及
候
趣
、
別
紙
一
冊
に
相
見
へ
申
候
、
右
の
一
冊
町
へ
差
遣
し
、
年
内
何
の
返
答
も
無
之
候
｀

一
、
四
年
亥
正
月
廿
二

H
。
年
寄
立
齋
よ
り
只
今
會
所
わ
罷
越
候
様
に
ご
申
越
候
所
。
左
様
の
例
曾
て
無
之
事
。
能
忽

千
萬
に
存
候
故
、
病
氣
マ
J

申
遣
候
所
、
左
候
へ
は
名
代
唯
今
差
越
候
様
に
ご
の
義
，
け
は
し
く
申
越
候
、
彼
是
マ
J

申

も
氣
毒
に
存
し
、
不
承
知
な
か
ら
一
度
は
柾
面
遣
し
可
申
ご
、
書
生
の
内
一
人
遣
候
所
、
年
寄
よ
り
、
奮
年
一
冊
の

四
四

一
應
は
不
同



懐

徳

堂

内

事

記

四
五

表
、
不
歿
致
承
知
候
、
其
通
り
相
心
得
申
候
、
但
し
已
来
は
門
内
一

1-A
ご
も
印
行
し
節
會
所
へ
罷
出
候
様
に
ご
の
事

に
て
候
、
此
義
尤
先
例
無
之
＂
甚
如
何
敷
義
、
必
覚
奮
年
の
事
町
内
不
調
法
に
て
、
云
繹
難
立
、
此
方
申
通
り
に
相

成
候
故
、
其
嘗
り
に
右
様
の
事
構
へ
出
し
申
立
候
マ
」
相
見
へ
、
心
庭
不
宜
候
へ
ご
も
、
折
目
立
而
否
の
義
巾
候
へ
は

郷
里
の
和
睦
を
失
ひ
候
様
に
相
成
候
段
、
苦
々
敷
、
彼
方
納
得
に
て
事
故
な
く
相
清
侯
様
こ
ご
、
町
人
の
役
御
免
許

の
者
、
十
人
、
雨
替
廻
船
年
寄
杯
に
て
も
、
會
所
へ
印
行
に
は
罷
出
不
申
候
旨
承
ヽ
り
、
繕
ひ
匝
し
返
答
も
彼
方
氣
に

立
可
申
ご
、
町
内
鴻
池
伊
助
へ
＿
二
宅
先
生
よ
b
返
答
に
及
候
所
、
公
義
の
御
役
を
務
候
者
は
格
別
の
事
．
夫
マ
J

は
品

替
b
候
旨
又
申
越
候
故
、
公
役
を
不
務
し
て
役
御
免
の
者
も
會
所
へ
は
出
不
申
候
例
、
上
田
一
二
郎
左
衛
門
事
な
ご
承

b
冷
せ
、
又
公
邊
地
方
御
役
所
の
事
も
存
知
候
人
の
噂
に
承
及
候
へ
は
、
會
所
印
行
月
並
に
取
候
事
は
、
元
来
町
法

に
て
公
邊
御
定
め
に
は
曾
而
預
り
不
申
候
事
，
學
間
所
の
義
は
尚
又
格
別
の
諄
、
殊
に
建
立
以
来
其
例
も
無
之
事
に

て
、
今
更
出
候
筈
マ
J

申
事
は
決
面
有
之
間
敷
義
、
何
分
預
b
人
了
簡
次
第
た
る
へ
き
筋
の
義
か
ご
申
様
の
趣
に
偵
ヘ

承
り
候
事
も
有
之
．
右
雨
様
ご
も
又
伊
助
へ
噂
に
及
候
へ
は
。
其
後
一
向
有
無
の
沙
汰
も
町
よ
b
無
之
候
、
尤
右
の

繹
故
、
去
冬
已
来
門
内
一
二
人
ご
も
久
々
町
の
巻
落
印
に
相
な
り
有
之
候
、

一
、
同
年
九
月
公
儀
巻
納
め
の
時
分
に
相
成
、
何
分
落
印
に
て
相
清
不
申
、
右
の
一
埓
も
相
決
し
不
申
候
故
、
伊
助
よ

り
取
扱
に
て
、
先
同
人
よ
り
印
行
申
請
に
滲

b
．
怨
納
相
仕
廻
、
其
餘
は
又
煎
而
の
事
マ
J

申
来
候
故
、
其
義
は
兎
も

角
も
ご
返
答
に
及
ひ
、
則
同
月
伊
助
丁
代
周
助
召
連
来
り
、
三
人
立
合
印
行
致
し
遣
候
、
尤
此
夏
已
末
伊
助
よ
b
、



に
引
受
、

右
挨
拶
の
心
に
て
、
内
分
を
以
判
始
に
一
度
つ
>
會
所
へ
出
候
は
A
‘

其
餘
は
町
よ
り
印
行
申
請
に
参
り
候
様
に
取

計
可
申
の
旨
｀
叉
其
後
會
所
へ
出
る
事
如
何
敷
候
は
A
、
年
寄
宅
ヘ
一
年
に
一
度
つ

A
参
間
布
哉
の
旨
、
雨
度
に
申

来
b
候
へ
ご
も
、
是
は
俗
に
云
折
合
ご
申
者
に
て
、
夫
y
J

て
筋
の
違
ひ
候
事
、
可
参
筋
あ
ら
は
百
度
に
て
も
参
り
、

参
間
布
筋
な
ら
は
一
度
も
差
間
敷
事
故
、
其
儀
は
兎
角
致
承
知
か
た
き
旨
畜
返
答
に
及
ひ
骰
候
、

但
し
畜
此
夏
比
町
内
評
議
に
、
正
民
學
問
所
の
内
住
居
y
J

申
に
て
、
町
内
懸
措
無
之
ご
の
事
に
候
ヘ
マ
J

も
、
公
邊

事
出
来
杯
の
節
は
、
町
の
世
話
に
相
成
可
申
候
へ
は
、
平
生
無
事
の
節
の
み
町
外
oJ
心
に
て
、
事
あ
れ
は
町
を
披

頼
候
様
に
可
被
致
事
、
不
得
其
意
，
左
候
へ
は
如
何
様
の
事
有
之
ご
も
．
町
の
世
話
に
相
成
申
間
布
ご
の
一
札
學

間
所
よ
り
取
慣
可
申
歎
盲
其
一
札
致
し
可
申
や
ご
の
趣
、
難
題
の
様
に
伊
助
よ

b
噂
有
之
候
故
、
夫
に
て
諸
事
相

涜
候
事
に
候
は
A
°

望
所
の
幸
マ
J

て
、
案
文
相
認
｀
正
民
事
に
付
如
何
様
の
事
致
出
来
候
こ
も
、
公
邊
萬
端
手
前

一
切
町
内
へ
御
世
話
懸
申
間
敷
ご
の
趣
に
相
認
差
逍
候
所
、
有
無
之
返
答
も
無
之
、
期
過
候
て
此
一
札

の
御
返
進
申
マ
J

て
、
案
文
戻
り
申
候
．
何
事
も
町
の
支
配
に
取
込
度
彼
方
本
意
に
て
、
公
邊
懸
り
合
等
の
節
の
事

に
て
、
手
を
突
可
申
や
マ
J

の
心
な
る
べ
き
所
、
右
の
通
に
て
は
愈
町
の
手
を
不
純
相
清
候
事
、
明
白
に
相
成
候
故

よ
し
な
ぎ
事
申
出
し
た
る
マ
J

存
し
，
何
の
繹
も
不
申
、
右
案
文
差
戻
じ
申
候
者
ご
被
察
候
、

一
、
同
子
ノ
九
月
、
巻
納
の
時
分
に
相
成
畜
此
度
は
周
助
は
か
り
魯
り
，
三
人
立
合
印
行
致
し
遣
候
、
其
後
は
揉
め
合

の
義
は
兎
角
其
儘
に
て
相
滸
申
候
，
此
方
よ
り
は
曾
面
措
無
之
事
故
、
愈
打
棄
骰
．
其
内
彼
是
取
扱
候
様
の
人
有

四
六



（
五
二
）
ま
た
借

屋
問
題
に
就

て
交
渉
の
件

四
條

（
五
一
）
納
屋
及

居
宅
な
建
つ

之
候
ヘ
マ
J

も
、
申
方
不
宜
候
故
取
扱
不
申
候
。

四
七

一
、
同
丑
年
四
月
末
、
何
の
繹
ご
も
無
之
｀
丁
代
周
助
印
行
取
に
参
申
候
故
、
此
方
も
態
ご
様
子
も
尋
不
申
、
三
人
立

合
致
印
行
候
、
兼
而
の
揉
合
の
義
も
、
所
詮
埓
の
付
不
申
候
事
故
、
是
成
に
以
前
の
通
り
に
致
可
申
ご
の
町
内
存
念

に
や
ご
被
察
候

一
、
卯
年
裏
尻
に
有
之
候
逍
明
寺
屋
醤
油
臓
壼
ヶ
所
引
彿
に
相
成
、
其
跡
へ
三
間
四
面
の
納
屋
建
、
東
之
方
間
ロ
一
問

に
仕
切
、
三
宅
に
被
用
候
様
に
ご
申
逹
し
、
西
の
方
間
口
咸
問
の
所
此
方
に
用
ひ
候
、
惣
入
用
皆
善
太
よ
b
相
辮
候

但
し
、
右
の
士
蔵
、
學
校
建
立
の
糊
よ
b
這
明
寺
屋
惜
地
に
て
建
被
申
、
其
節
は
空
地
故
措
無
之
候
へ
ご
も
、
追

々
學
堂
建
弘
ま
り
、
甚
妨
に
相
成
候
へ
ご
も
、
別
懇
の
間
故
斯
も
難
申
、
先
年
大
普
請
の
糊
も
其
儘
に
致
し
打
過

此
度
彼
方
勝
手
に
付
取
彿
被
申
候
故
、
雙
方
の
勝
手
に
相
成
候
、
尤
少
々
出
来
候
空
地
は
、
菜
園
に
致
し
慨

一
、
安
永
二
年
巳
の
八
月
、
年
寄
川
井
立
齋
不
埒
成
事
を
申
募
b
存
も
不
寄
、
笈
許
不
通
義
絶
致
し
、
然
る
上
は
是
迄

の
通
丁
代
印
形
取
に
も
逍
し
間
布
ご
の
事
申
出
し
候
、
委
細
は
別
紙
一
怨
に
記
し
置
候
、

一
、
同
九
月
、
町
内
怨
納
め
の
節
に
至
り
、
最
初
の
斯
に
も
不
似
、
例
の
通
り
丁
代
印
形
取
に
奎
b
候
故
、
此
方
よ

b

も
態
ご
何
事
も
不
申
、
印
形
致
し
逍
候
、
併
其
節
三
宅
氏
寺
請
に
學
主
の
字
を
抜
、
正
民
方
借
家
の
名
目
を
立
、
善

懐

穂

堂

内

事

記

候、
候

事
故
、
地
面
入
用
の
節
、
何
時
も
勝
手
に
善
太
よ

b
取
彿
可
申
候
、



不
及
候
、

野
親
類
へ
の
引
取
致
し
可
申
申
遣
し
、
相
洲
候
、

太
常
の
寺
請
に
仕
直
し
可
申
上
旨
、
並
徳
二
義
近
年
他
町
に
罷
出
候
所
、
人
別
は
其
儘
常
丁
に
有
之
相
清
不
申
候
間
、

此
繹
を
立
申
候
様
に
マ
J

申
越
候
、
必
党
印
形
の
義
申
出
候
詮
も
立
不
申
、
色
々
承
り
合
サ
巾
候
へ
ざ
も
、
我
慈
に
任

せ
か
た
き
に
決
候
ご
相
見
へ
、
其
常
り
に
父
右
の
段
存
付
候
庸
ご
被
察
候
、
寺
請
義
左
椋
相
成
か
だ
ぎ
旨
申
切
置
候
、

折
節
年
寄
御
蓄
所
へ
罷
出
候
用
事
布
之
、
宗
旨
役
所
じ
而
其

H
常
番
の
内
山
藤
三
へ
向
ひ
、
笈
許
義
散
々
に
懃
へ
巾

候
所
、
其
心
得
違
成
諄
藤
一
一
一
為
申
聞
、
大
に
叱

b
付
候
義
打
之
候
由
、
依
之
寺
請
の
難
題
も
又
相
止
、
是
迄
笈
許
名

目
を
町
内
に
て
用
不
申
候
事
ご
も
、
此
度
よ
り
皆
此
元
の
通
り
に
改
申
候
、
徳
二
義
は
此
度
よ

b
町
の
名
前
セ
抜
、
龍

盆匹）

但
し
、
徳
二
義
先
年
長
堀
淡
路
屋
屋
敷
を
か
り
逗
留
の
節
、
公
邊
地
方
懸
り
の
義
承
り
繕
ひ
候
所
、
學
文
所
よ
り

罷
越
逗
留
ご
申
事
は
、
例
も
無
之
事
故
、
巾
立
候
て
も
隙
取
可
巾
候
、
下
地
由
緒
ご
巾
候
方
、
脇
坂
家
家
頼
罷
登

b
逗
留
ご
申
切
無
之
屈
に
て
相
清
可
申
ご
の
事
、
其
趣
に
て
年
末
滸
来
り
候
へ
こ
も
、
人
別
は
其
儘
笈
許
一
所
に

有
之
候
事
、
公
の
私
杯
巾
類
に
て
、
是
は
町
よ
り
乱
し
候
も
尤
に
て
候
、
只
今
の
年
寄
に
て
は
彼
是
申
候
筈
に
て

候
、
是
に
依
て
引
戻
し
候
事
も
致
し
可
巾
所
存
ご
相
聞
申
候
へ
ご
も
、
其
儘
に
て
人
別
を
抜
候
故
、
立
齋
も
力
に

一
、
同
十
二
月
、
三
宅
氏
取
扱
に
て
年
寄
和
談
に
及
び
、
三
宅
氏
宅
に
て
到
面
に
及
ひ
事
相
清
候
、

一
、
同
一
一
一
午
年
三
月
、
軒
下
に
捨
子
有
之
候
に
付
、
町
内
彼
是
引
合
候
義
有
之
候
、
其
委
細
は
外
事
記
の
内
に
一
所
に

四
八



（
五
も
同
志
竹

山
た
推
し
て

學
｀
王
さ
す

（
五
五
）
春
棲
歿

す
（
五
四
）
春
棲
七

十
壽
筵
を
設

9’

ヽ

（五
1

1

一
ご
後
桃
園

天
皇
崩
御
に

つ
き
休
諧

例
に
も
相
成
可
巾
候
、

し
る
し
置
申
候
、

一
、
同
八
年
十
一
月
九
H
、

四
九

今
上
崩
御
、
同
十
H
稔
便
の
御
獨
流
し
有
之
、
同
EI
よ
b
十
日
の
間
放
授
相
休
む
、

一
、
天
明
元
年
辛
丑
、
三
宅
老
人
七
十
滴
算
に
付
、
年
賀
可
有
之
所
、
雨
男
若
年
故
其
依
も
調
兼
候
、
努
氣
の
蒋
に
存

候
故
、
拙
夫
受
持
二
月
廿
H
壽
筵
相
設
、
御
祝
ひ
巾
進
候
、
諸
同
志
中
被
申
合
、
郷
囃
子
典
行
有
之
候
、
西
御
奉
行
京

極
伊
豫
守
殿
御
息
八
十
五
郎
殿
、
拙
夫
門
人
の
御
儀
、
胤
舞
も
御
好
み
労
を
以
、
常
日
御
入
来
に
で
、
則
一
曲
御
務

も
有
之
候
、
此
日
坐
客
混
維
も
如
何
敷
、
古
林
宅
を
八
十
五
郎
殿
休
息
所
マ
J

致
し
、
講
党
上
の
間
二
畳
敷
に
御
庵
に

設
骰
、
其
除
は
客
賓
群
座
に
及
候
、
此
度
は
臨
時
仮
初
の
事
に
て
候
へ
ご
も
、
町
奉
行
御
息
入
来
の
事
は
、
以
来
の

一
、
同
一
一
年
壬
貨
十
月
九
H
、
三
宅
老
人
卒
去
、
廿
六
H
迄
放
授
休
候
、
學
、
王
の
獄
目
故
、
講
談
は
五
旬
の
内
鋏
座
、

助
講
も
務
不
申
候
、

一
、
此
度
は
學
主
の
遺
朕
も
無
之
候
へ
は
、
同
志
巾
打
寄
、
拙
夫
へ
學
主
の
御
引
受
様
ご
の
事
に
て
候
、
無
心
元
候
へ

マJ
も
、
差
詰
候
義
、
其
意
に
任
せ
致
相
績
候
、
尤
年
末
學
校
之
規
矩
、
急
度
相
立
不
申
候
事
共
も
打
之
、
此
度
相
乱

し
申
度
、

又
は
學
主
跡
若
年
に
て
、
其
儘
名
跡
の
相
績
も
難
出
来
務
等
も
有
之
、
熟
談
に
及
巾
度
、
十
一
月
八
日
、

同
志
の
内
就
中
懇
志
の
面
々
敷
人
會
合
申
談
候
、
其
旨
拙
夫
愚
意
の
通

b
ヶ
條
書
を
以
懸
合
候
所
、
皆
々
同
意
の
由

懐

線

堂

内

事

記



（き
11)
春
棲
住

宅
の
虞
分

（
六
十
）
同
志
會

な
再
興
す

（
六
一
）
例
の
如

＜
詩
會
な
開

，ヽ
（
六
二
）
攻
め
て

休
日
な
定
む

申
候
、

一
、
十
二
月
二

H
、
新
學
主
開
講
ご
相
定
り
、
學
而
第
六
章
致
講
説
候
、
詣
同
志
門
下
別
懇
の
衆
中
不
歿
被
相
揃
、
嘗

日
は
拙
夫
饗
應
の
趣
に
何
れ
も
被
申
合
、
就
中
嘗
尼
崎
屋
、
橘
屋
、
播
磨
屋
、
古
林
諸
事
引
受
の
世
話
に
て
有
之
候

一
、
白
鹿
洞
學
規
巨
板
に
新
刻
申
付
、
同
日
よ
り
講
党
梢
上
に
掲
置
申
候
、

一
、
先
學
主
多
病
に
付
、
毎
月
六
座
講
談
の
外
は
、
講
習
等
一
切
無
之
、
年
来
學
風
大
に
弛
麿
に
及
候
故
、
以
後
は
講

習
専
一
に
有
之
度
、
二
七
朝
講
尚
者
、
同
夜
請
近
恩
録
は
、
口
密
迄
拙
夫
助
講
の
分
其
儘
相
務
、
同
三
日
よ

b
叢
時
瀾

源
鎌
會
讀
相
始
、
四
[
H
夜
よ
b
大
學
開
講
、
六
日
毀
よ
り
左
偵
會
讀
相
始
、

一
、
同
志
會
久
々
退
轄
に
付
、
同
月
十
三

H
よ
り
興
行
、
毎
月
相
務
申
候
筈
に
相
定
め
申
候
、

一
、
詩
會
H
は
、
是
迄
拙
夫
興
行
致
し
末
り
候
定

H
廿
日
、
以
来
も
其
通
り
相
務
可
申
申
定
候
、

一
、
休
日
是
迄
の
通
り
、

候、

一
五
に
て
は
、
講
習
の
日
限
に
相
隙
り
候
故
、
改
而
朔
日
五
十
ご
致
し
、
但
し
晦

H
は
休
不

（

名

如

幾

）

（

庶

子

一
、
一
二
宅
住
居
は
、
内
談
の
通
り
二
つ
に
仕
切
候
に
相
定
り
、
名
跡
幸
臓
西
手
の
方
に
老
女
壼
人
召
使
住
居
、
合
弟
永

名
如
式
）

戴
は
、
此
方
へ
引
取
申
候
て
學
寮
に
差
置
、
賞
分
左
容
に
致
し
置
候
、
同
所
台
所
の
内
、
是
又
二
つ
に
仕
切
、
半
は

宝
八
）
新
刻
の

白
鹿
洞
椙
1

ホ

（
五
九
）
竹
山
校

風
な
振
典
し

課
目
な
定
む

委
細
の
義
は
、
別
に
校
事
籍
の
帳
面
一
冊
出
来
、
記
録
有
之
候
、

（
五
七
）
竹
山
間

講

に
て
、
其
通
り
相
定
り
申
候
、
委
細
は
右
の
一
巻
に
相
見
へ
申
候
、

一
六
二
七
三
八
四
九
の

H
無
間
断
相
務

五
0



（
六
六
）
古
林
正

民
保
科
家
に

仕
ふ

（
六
四
）
左
塾
東

な
蔀
閏
月
に

貸
す

（
六
五
）
春
棲
の

二
子
堂
な
立

退
く

事
記
第
二
怨
公
務
記
録
に
し
る
し
有
之
候
、

ご
の
事
に
て
候
、
其
様
子
は
一
向
承
り
不
申
候
、

申
候
、
是
又
右
一
巻
に
見
へ
申
候
、

一
、
永
賎
此
方
へ
引
取
置
候
へ
さ
も
、
右
宅
替
の
節
彼
方
ヘ
一
所
に
引
取
申
候
、
是
も
子
細
有
之
、

一
、
同
一
二
月
、
永
蔵
讃
州
へ
下
向
の
由
、
何
の
相
談
も
承
り
不
申
、
暇
乞
に
参
り
、
即
H
被
乗
船
候
、
先
四
五
年
逗
留

一
、
営
春
古
林
正
民
、
保
科
家
へ
御
家
来
分
に
相
清
千
住
所
は
直
に
旅
宿
に
致
し
逗
留
、
公
邊
の
屈
等
の
義
、
委
細
外

懐

徳

堂

内

事

記

委
細
は
同
志
中
へ
懸
合
候
別
紙
一
巻
に
相
見
へ
申
候
、

五

一
、
同
一
一
一
年
正
月
、
左
塾
東
手
、
粛
エ
蔀
間
月
か
り
受
申
度
由
に
て
、
為
致
住
居
候
、

-
E
l
一
其
意
に
任
せ

東
手
の
台
所
に
用
ひ
、
此
分
借
屋
に
致
し
、
相
應
の
人
見
立
、
住
居
為
致
候
積
り
に
申
合
せ
候
、
幸
蔵
よ
り
も
住
居

の
修
覆
料
差
出
候
定
に
相
成
候
へ
ご
も
、
用
捨
を
以
東
手
よ
り
事
軽
く
相
清
候
様
に
談
し
遣
候
、
（
鯰
暉
込
咋
印
冠
認
遺

虹
闘
呼
翫
認
嘱
寝
緊
）

一
、
幸
蔵
永
蔵
入
門
の
節
以
後
心
得
の
義
同
風
儀
等
の
義
害
付
を
以
申
渡
候
別
紙
一
巻
に
有
之
候
、

一
、
同
二
月
、
幸
蔵
外
に
惟
話
人
打
之
由
に
て
、
俄
に
致
別
宅
候
、
諸
同
志
共
に
不
同
心
に
て
候
へ
ぐ
J

も
、
密
に
家
セ

も
か
り
置
、
引
移
り
候
計
に
相
成
、
沙
汰
に
及
彼
是
申
内
、
最
早
引
移
り
候
程
の
義
、
不
及
是
非
、
其
意
に
任
せ
候



五



（
ニ
ヱ
中
井
梵
恭

幣
JJす

（
一
）
町
奉
行
所

さ
榮
問
所
さ

の
関
係

五

一
、
常
大
阪
町
御
奉
行
鈴
木
飛
弧
守
殿
、
松
平
H
向
守
殿
時
代
、
亡
父
忠
蔵
學
間
所
願
申
出
御
免
許
、
願
の
通
り
被
仰

付
候
、

H
向
守
殿
は
川
口
御
奉
行
の
節
よ
り
先
人
御
懇
謡
に
相
成
、
學
問
所
御
免
許
の
後
間
も
無
之
、
飛
弾
守
殿
御

交
代
、
御
跡
役
租
垣
淡
路
守
殿
よ
り
も
先
人
御
別
懇
に
預
り
候
に
付
＂
雨
御
奉
行
所
に
先
人
毎
々
御
心
易
罷
出
、
諸

事
相
伺
候
義
共
、
直
に
御
聞
屈
に
て
御
差
闘
有
之
、
品
に
よ
り
家
老
中
迄
申
逹
候
事
も
有
之
候
、
尤
新
規
に
願
受
候

事
故
、
外
に
例
格
ご
申
義
も
無
之
、
御
代
り
目
に
は
右
の
通
り
の
趣
共
云
通
り
に
相
成
，
其
後
御
懇
意
の
没
深
は
有

之
候
得
ご
も
、
諸
事
町
の
手
を
翻
す
．
直
に
罷
出
相
伺
候
事
賞
所
の
格
に
相
定
り
候
、

一
、
先
人
は
龍
野
脇
阪
家
よ
り
出
候
者
に
候
へ
共
、
賞
學
間
所
被
仰
付
候
以
後
は
、
除
地
學
問
所
、
外
々
マ
J

は
格
別
の

義
な
か
ら
、
町
住
宅
之
事
故
、
暫
一
刀
に
て
相
務
被
申
候
、
其
節
松
平

H
向
守
殿
、
並
に
川
日
御
奉
行
横
山
左
門
殿

御
懇
意
に
預
り
。
毎
々
罷
出
候
へ
共
、
貴
人
の
席
は
誰
'tJ

て
も
一
刀
或
は
無
刀
の
事
故
、
帯
JJ
不
仕
罷
有
候
段
は
御

存
知
無
之
、
其
後
左
門
殿
へ
帯
刀
仕
候
も
苦
か
る
問
敷
哉
の
旨
尋
被
下
候
慮
‘
儒
生
の
事
、
殊
に
學
校
も
被
仰
付
候

事
に
候
得
は
、
苦
か
る
間
敷
、
先
づ
一
通
り
於
奉
行
所
可
及
噂
マ
J

の
よ
し
に
て
、
左
門
殿
よ

9
H
向
守
殿
へ
右
御
噂

有
之
候
所
、
少
も
措
ひ
無
之
事
、
最
初
學
問
所
願
受
候
よ
り
帯
刀
こ
存
居
候
所
．
是
は
入
念
候
義
マ
J

の
旨
、

H
向
守

懐

徳

堂

外

事

記

懐

徳

堂

外

事

記



（
六
）
同
年
頭
證

（
五
）
奉
行
所
へ

の
年
中
定
務

（
四
石
學
問
所
は

帯
刀
御
免

（
三
）
御
番
所
さ

偶
刀

殿
被
仰
候
由
、
左
門
殿
よ
り
被
仰
聞
、
夫
よ
り
帯
刀
務
に
相
成
候
，

一
、
御
番
所
御
懇
意
出
入
の
分
は
、
中
の
口
よ
り
罷
出
候
、
先
人
も
中
の
日
よ
り
相
務
、

JJ
も
持
込
候
、
尤
最
初
は
中

の
口
に
て
刀
は
家
末
に
も
た
せ
差
置
候
所
、
租
垣
淡
路
守
殿
御
別
懇
に
預
り
、
切
々
罷
出
講
談
等
相
務
、
其
上
御
息

求
馬
殿
へ
句
讀
を
も
授
け
、
御
料
理
御
酒
等
被
下
、
隙
取
候
事
毎
々
有
之
候
に
付
、
刀
持
込
償
度
旨
先
人
相
伺
候
所
、

一
、
三
郷
の
内
帯
刀
の
者
勝
手
に
止
宿
の
事
、
御
制
禁
に
候
へ
共
、
営
學
問
所
は
。
平
生
武
家
よ
り
寄
宿
の
書
生
往
来

不
絶
候
故
、
淡
路
守
殿
へ
先
人
右
の
義
相
伺
候
所
、
學
間
所
の
義
に
候
へ
は
晰
に
不
及
、
勝
手
に
差
置
候
様
に
マ
J

被

仰
出
候
、
俯
而
其
後
毎
々
三
郷
へ
帯
刀
の
者
無
断
に
不
可
差
置
旨
、
御
躙
流
し
有
之
候
へ
共
、
賞
所
に
於
て
は
一
切

-
'
、
奉
行
所
年
中
定
務
は
、
年
頭
八
朔
暑
寒
、
以
上
四
度
御
先
役
の
方
よ
り
相
務
候
、
臨
時
の
務
は
、
御
参
府
の
見
立
、

交
代
の
歓
、
新
奉
行
御
着
の
歓
等
罷
出
候
、
其
外
吉
凶
の
慶
弔
も
、
御
懇
意
の
淡
深
に
よ
り
、
掛
酌
を
以
相
務
候
、

一
、
年
頭
證
は
、
正
月
二

H
明
六
時
｀
廠
屋
敷
留
守
居
、
並
出
入
瞥
師
等
の
膿
有
之
候
、
其
節
笈
許
よ
り
も
罷
出
畜
梃

斗
目
に
て
相
務
候
、
上
物
は
銀
一
雨
へ
ぎ
に
て
懐
中
致
し
。
留
守
居
の
溜
b
居
候
席
に
列
座
、
爬
の
次
第
は
、
留
守

居
の
次
腎
師
の
先
へ
出
、
取
次
上
物
請
取
、
家
老
披
露
有
之
候
、
縦
し
名
代
罷
出
候
節
は
、
披
露
は
本
人
の
名
計
り

に
て
相
清
候
、
御
奉
行
詞
懸
け
候
義
は
、
御
代
々
御
懇
意
の
浅
深
に
よ

b
不
一
様
候
間
、
見
合
相
應
の
請
申
述
候
、

其
構
無
之
候
、

可
為
勝
手
旨
被
仰
出
。
其
後
御
代
々
右
の
通
り
に
致
来
り
候
、

五
四



（
七
）
同
景
中
伺

月

H
 

右
可
申
上
如
斯
御
座
候
、
以
上
、

宛
、
尤
御
交
代
の
節
｀
町
會
所
へ
巾
逍
し
、
役
人
付
一
紙
取
置
申
候
、

以
手
紙
啓
上
仕
候
、
甚
暑
の
節
、

五
五
一
切
善
太
名
代
に
て
相
務
候
上
、
御

退
出
の
後
家
中
證
相
務
、
家
中
は
家
老
雨
人
、
用
A
雨
人
畜
取
次
雨
人
、
昔
物
は
家
老
用
人
筆
五
到
宛
、
取
次
一
＿
＿
到

一
、
暑
巾
伺
、
上
物
は
香
谷
茶
大
袋
壼
、
外
に
雨
家
老
へ
同
小
袋
姦
つ
ヽ
相
贈
候
＂
士
用
に
入
候
一
雨

H
の
内
、
家
老

雨
人
連
名
の
手
紙
差
添
為
持
遣
候
、
尤
大
袋
は
或
斤
入
、
小
袋
は
二
袋
に
て
壼
斤
半
程
の
積
り
、
右
書
面
は
、

何
守
様
御
機
嫌
能
可
被
遊
御
座
、
恐
悦
奉
存
候
ぶ
四
而
粗
茶
一
袋
進
吊
仕
償
候
、
一
雨
朝
の
内
罷
出
可
奉
伺
候
間
、

其
節
可
然
御
披
露
奉
願
候
、

尚
々
各
様
に
も
暑
中
禰
御
勇
健
可
被
成
御
務
珍
重
奉
存
候
、
聘
御
見
廻
の
印
迄
に
枡
茶
一
袋
宛
進
上
仕
候
御
笑

納
所
希
候
、
己
上
、

右
の
通
り
認
遣
し
、
使
の
者
中
の
日
に
て
案
内
乞
、
中
番
取
次
に
て
返
害
出
候
、
其
翌
朝
飯
後
緞
上
下
に
て
罷
出
、

中
番
を
以
家
老
へ
申
通
し
≫
到
面
の
上
差
闘
相
待
;
目
見
致
し
．
其
節
右
之
條
家
老
披
露
有
之
候
、
御
用
繁
候
節
は
、

彼
方
よ
り
其
旨
被
申
断
候
故
、
家
老
へ
申
置
蹄
候
、
近
年
は
先
人
老
病
に
付
、

懇
意
も
以
前
の
通
り
に
無
之
候
故
、
大
方
家
老
迄
申
憫
候
、
尤
退
出
の
後
、
家
中
見
廻
名
札
に
て
相
務
候
、

懐

鑢

堂

外
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(+H奉
行
交
代

の
送
迎

九
）
同
寒
中
伺

（
八
）
同
八
朔
證

一
、
八
朔
磯
＂
営

13
は
町
人
の
禍
に
て
混
雑
に
及
候
故
、
留
守
居
等
の
證
は
、

定
に
て
●
笈
許
よ
り
も
其
節
罷
出
｀
無
紋
白
帷
子
に
て
相
務
候
、
然
所
十
年
計
り
以
来
、
廿
八

H
の
證
次
第
に
弛
腹

致
し
、
諸
留
守
居
廿

H
過
よ
り
自
分
勝
手
に
務
候
様
に
成
来
り
、
先
人
廿
八

H
早
天
被
罷
出
候
得
共
、
御
門
未
開
椋

成
義
も
連
年
有
之
，
其
後
は
同
H
五
時
よ

b
罷
出
、
務
方
暑
寒
伺
の
通
り
の
格
に
て
相
清
申
候
、
尤
上
物
並
に
家
中

付
屈
等
、
年
頭
同
断
也
、

七
月
廿
八

H
早
朝
相
務
候
様
に
さ
の
御

一
、
寒
中
伺
、
裏
付
上
下
に
て
罷
出
、
詣
事
暑
中
圃
斯
也
｀
但
し
此
寒
暑
伺
の
義
は
、
序
校
開
創
の
時
の
定
め
に
て
は

無
之
候
得
共
、
其
節
御
奉
行
御
懇
意
に
預
り
候
事
故
、
寒
暑
中
に
は
机
品
差
上
度
旨
、
家
老
迄
先
人
相
尋
候
所
、
左

候
は
A

何
成
共
軽
き
品
被
相
賜
可
然
Y
J

の
義
に
て
．
播
州
症
の
茶
取
繕
ひ
淡
出
候
所
。
雨
方
家
老
も
入
魂
に
有
之
艇

に
付
、
先
人
へ
の
内
意
に
、
上
物
包
の
儘
に
て
可
被
差
越
候
．
豪
梃
斗
等
は
此
方
に
て
見
繕
可
差
出
由
に
て
、
其
通

b
致
し
末
b‘

其
後
は
手
紙
端
害
は
痰
梃
斗
御
心
添
奉
頼
旨
申
逍
し
、
御
交
代
の
節
も
諸
事
云
送
り
に
相
成
、
先
人

一
代
は
右
の
通
り
に
て
相
清
候
得
共
、
唯
今
に
て
は
時
勢
も
述
ひ
、
餘
り
簡
褻
成
椋
に
候
故
、
此
度
相
改
，
豪
梃
斗

等
此
方
に
て
用
意
致
し
候
様
に
て
相
定
候
｀

一
、
御
交
代
送
迎
は
、
御
螢
駕
前
御
到
着
後
、
町
々
へ
出
入
仕
来
候
者
、
幾

H
罷
出
候
様
に
ご
被
仰
渡
候
、
笈
許
よ

b

は
必
右
の
日
取
に
は
拘
り
不
申
，
見
合
せ
に
罷
出
、
時
服
麻
上
下
に
て
相
務
候
、
例
の
通
家
来
到
面
の
上
、
完
而
目

見
致
候
、
上
物
は
銀
一
雨
＂
家
中
付
屈
に
は
不
及
候
、
尤
御
参
府
は
左
降
の
筋
に
相
聞
へ
候
共
、
先
は
吉
事
の
憫
に

五
六



（
十
五
N

奉
行
に

講
談

（
十
四
）
御
番
所

近
火
見
舞

(+11一
）
奉
行
梵

庵
に
贈
物

(
+
1
1
)
~
~
~

如
ミ

奉
行
さ
の
交

際
（
十
ご
新
衣
行

こ
鉗
す
ろ
挨

捌

五
七

一
通

b
の
款
申
述
候
．
惣
し
て
目
見
は
皆
内
證
に
て
致
し
候
格
、
唯
年
頭
八
朔
計

b
表
へ
出
候
所
、
八

一
。
東
西
の
内
御
交
代
の
節
、
新
御
奉
行
御
着
の
糊
、
御
歿
有
之
候
御
奉
行
所
へ
罷
出
、
務
来
の
通
被
云
緞
被
呉
候
様

及
候
故
、
新
御
奉
行
岡
部
到
馬
守
殿
、
奥
津
能
登
守
殿
到
着
の
節
、
善
太
罷
出
、
雨
方
家
老
へ
到
面
の
上
、
務
来
の

趣
演
説
致
し
候
、

一
、
先
人
御
奉
行
御
懇
衣
に
預
り
候
時
代
は
、
播
州
往
来
の
節
｀
発
足
前
泄
出
相
届
、
蹄
阪
後
又
罷
出
、
或
は
士
宜
の

品
被
致
持
参
候
、
御
懇
意
に
も
無
之
時
代
は
、
届
に
も
不
及
致
往
来
候
、
此
後
も
御
懇
慈
の
淡
深
に
随
ひ
、
其
差
略

可
有
之
義
ご
存
候
、

一
、
御
懇
意
の
品
に
よ
り
、
寒
暑
中
先
人
へ
魚
雁
杯
被
下
候
事
布
之
候
、
其
節
は
翌
朝
罷
川
被
致
拝
謝
候
、
臨
時
罷
出

候
糊
、
時
服
上
下
等
致
拝
領
候
節
も
同
断
に
て
、
善
太
名
代
罷
出
致
拝
謝
候
事
も

if之
候
、

一
、
御
番
所
近
邊
火
災
の
節
は
、
暫
相
詰
被
申
候
、
西
御
奉
行
久
松
筑
後
守
殿
時
代
、
久
賓
寺
町
大
火
、
先
人
善
太
を

も
召
連
罷
出
、
家
老
黒
川
奥
右
衛
門
へ
到
面
、
暫
差
控
へ
居
候
羞
、
筑
後
守
殿
折
節
蹄
舘
の
時
に
て
、
早
速
披
露
相

滸
、
追
付
筑
後
守
殿
出
馬
有
之
、
先
人
も
退
出
被
致
候
、

一
、
東
御
奉
行
小
濱
周
防
守
殿
、
先
人
並
に
五
井
先
生
尊
信
に
て
、
講
談
等
御
頼
み
有
之
、
侮
月
三
の

H
詞
逍
に
て
罷

懐

徳

党

外

事

記

に
畜
家
老
へ
頼
罰
候
、
併
細
井
安
撚
守
殿
、
櫻
井
丹
波
守
殿
雨
御
奉
行
は
、

一
時
の
交
代
に
て
、
左
様
の
義
に
も
難

朔
も
近
年
什
八

H
の
膿
致
弛
磨
候
後
は
、
内
證
に
柑
成
餃
、

て
候
得
は
、



（
十
九
）
梵
恕
大

病
な
届
出

(
+
＄
竹
山
父

の
名
代
な
勤

む
（
十
七
）
奉
行
の

臨
時
用
件

（
＋
六
）
學
問
所

に
駒
寄
な
造

ろ

一
、
愛
許
門
前
駒
寄
椿
候
節
、
欠
様
の
義
町
家
に
て
は
公
像
の
届
有
之
由
に
て
、
先
人
周
防
守
殿
へ
罷
出
候
糊
、
直
に

御
晰
申
相
清
侯
、

一
、
御
奉
行
臨
時
御
用
有
之
節
は
、
直
書
か
或
は
家
老
よ
り
手
紙
に
て
申
末
候
、
周
防
守
殿
家
老
中
塚
忠
臓
よ
り
、
善

太
参
候
様
に
申
来
候
事
有
之
、
則
罷
出
候
所
、
自
分
長
屋
へ
差
候
様
に
ご
有
之
、
大
同
竹
記
御
頼
み
被
成
度
旨
承
り

蹄
候
、
御
番
所
御
定
書
に
、
他
所
よ
b
諸
役
人
長
屋
へ
参
り
、
到
談
不
可
致
旨
書
載
有
之
候
間
、
彼
方
よ
り
差
岡
無

一
、
善
太
御
番
所
務
候
最
初
は
、
松
浦
河
内
守
殿
時
代
、
先
人
寒
中
伺
罷
出
候
節
、
善
太
召
連
罷
出
家
老
へ
引
合
せ
、

折
を
以
目
見
致
さ
せ
骰
、
病
氣
の
節
名
代
差
出
し
申
度
由
相
頼
候
所
、
家
老
萩
原
萩
右
衛
門
早
速
被
及
噂
、
其
席
に

て
直
に
目
見
致
し
、
河
内
守
殿
御
代
り
周
防
守
殿
時
代
よ
り
、
折
々
名
代
相
務
書
其
以
末
は
御
交
代
後
、
先
人
初
而

罷
出
候
節
、
善
太
召
連
罷
出
、

其
断
申
、
善
太
罷
出
相
滸
候
、

一
、
常
六
月
士
用
に
入
候
瑚
、
先
人
病
氣
大
切
に
及
、
御
番
所
善
太
相
務
候
義
成
か
た
く
、
俯
面
例
の
通
家
老
へ
使
逍

候
節
、
善
太
よ

b
雨
方
家
老
へ
手
紙
に
て
其
断
申
遣
し
、
承
知
の
由
に
て
相
滸
申
候
、

右
は
先
人
三
十
年
来
よ
り
務
方
、
拙
者
幼
少
よ
b
見
聞
致
候
義
、
並
に
弱
冠
よ

b
名
代
に
て
相
務
候
已
後
の
義
共

一
所
に
目
見
致
し
、
近
来
は
先
人
老
病
に
付
、

一
切
名
代
に
て
相
演
、
初
而
の
節
も

之
内
は
．
遠
慮
可
有
之
義
ご
存
候
、

出
侯
、

五
八



（
二
十
）
梵
症
卒

去
さ
御
番
所

年

寄川

井

立

牧

殿

賓
暦
八
年
寅
六
月
十
八

H

弐
九

中

井

善

太

判

書
記
し
置
候
、
笈
許
開
創
よ
り
先
人
獨
格
に
て
相
務
被
申
候
所
、
営
六
月
下
枇
、
外
に
害
留
被
骰
候
物
も
無
之
、

拙
者
ご
て
も
歴
年
の
遺
忘
は
か
り
か
た
＜
候
間
、
後
々
證
案
の
た
め
右
の
通
b
相
認
候
、
以
来
此
表
に
搬
て
時
宜

の
掛
酌
可
有
之
候
、

一
、
営
六
月
十
七

H
家
父
相
果
候
に
付
、
公
邊
屈
の
義
同
志
巾
相
談
に
及
候
、
以
前
萬
年
先
生
卒
去
の
節
は
、
公
邊
ヘ

御
名
も
不
出
候
事
故
、
其
義
に
も
不
及
相
演
候
、
表
立
學
間
所
の
戦
目
等
申
は
、
此
度
初
而
の
義
、
先
格
無
之
、
彼

是
評
議
の
上
、
兼
而
西
糾
典
力
古
屋
甚
兵
衛
懇
意
に
付
、
此
差
闘
に
可
任
由
に
て
、
同
十
八

H
甚
兵
衛
へ
、
死
去
届

早
速
可
申
出
欺
、
延
引
も
不
苦
候
哉
の
旨
、
三
宅
先
生
よ
り
聞
合
せ
有
之
候
所
、
圃
役
相
談
の
上
可
及
返
答
由
に
て

同

H
-
―
一
宅
先
生
方
へ
、
學
問
所
初
り
候
年
月
害
付
可
指
越
旨
申
末
り
、
則
享
保
十
一
年
丙
午
四
月
願
出
、
同
六
月
御

免
許
の
趣
返
答
有
之
、
同
日
甚
兵
衛
よ
b
又
申
来
候
趣
は
、
忠
臓
殿
幾
日
死
去
の
趣
、
子
息
善
太
殿
よ
り
御
届
申
逹

臭
候
様
に
丁
内
へ
被
相
頼
、
年
寄
よ
り
口
上
書
相
認
御
番
所
へ
可
差
出
y
J

の
事
故
、
同
夜
年
寄
川
井
立
牧
へ
善
太
よ

b
指
出
候
書
付
、

父
忠
臓
義
、
昨
十
七
日
晩
致
病
死
候
に
付
、
御
屈
申
候
、
右
の
趣
御
番
所
へ
被
仰
逹
可
被
下
候
、
以
上
、

懐

穂

i
生

外

事

記



川

井

立

牧

殿

學

間

所

同

六，

0

右
の
通
b
認
遣
し
、
十
九
日
朝
、
年
寄
右
の
趣
口
上
害
に
相
認
、
御
番
所
へ
致
持
参
候
所
、
除
地
に
相
成
候
由
来
可

申
出
旨
被
仰
付
候
由
に
て
、
其
書
付
丁
内
へ
可
指
出
旨
年
寄
よ
り
巾
来
、
則
丁
内
へ
認
遣
候
害
付
、

志

中

笈
許
學
間
所
の
義
、
享
保
十
一
年
丙
午
四
月
中
井
忠
蔵
御
願
申
上
、
同
六
月
御
免
許
被
成
下
、
並
に
除
地
に
被
仰

付
候
、
其
節
の
御
奉
行
は
鈴
木
飛
弾
守
様
、
松
平

H
向
守
様
に
て
御
座
候
、
右
の
通
相
逹
無
之
候
、
以
上
、

賓
暦
八
年
寅
六
月
十
九

El

右
書
付
の
趣
、
同
廿

H
朝
、
年
寄
口
上
者
に
相
認
、
御
爵
所
わ
持
参
、
聞
屈
有
之
候
、

に
可
申
出
旨
被
仰
渡
候
由
に
て
、
批
目
の
義
も
追
々
町
内
よ
り
可
申
出
哉
の
趣
・
年
寄
催
促
有
之
候
、
併
相
績
の
義
同

（
三
）
春
棲
學
一
、
同
晦

H
御
番
所
よ

b
年
寄
被
召
出
、
先
逹
相
屈
候
忠
載
病
死
の
段
聞
屈
候
上
は
、
相
伺
度
車
共
於
有
之
は
、
勝
手

主
、
竹
山
預

人
さ
な
ろ
事

由
な
屈
出

志
内
談
未
相
極
、
且
又
死
去
屈
の
義
は
、
善
太
罷
出
候
事
不
相
成
候
に
付
、
甚
兵
衛
差
岡
を
以
、
不
得
止
町
へ
申
遣

し
、
年
寄
よ
り
相
届
候
得
共
、
是
迄
公
邊
の
義
は
一
切
町
の
手
を
不
純
、
笈
許
よ
り
御
番
所
へ
罷
出
、
匝
伺
に
て
相

清
来
候
格
故
、
此
後
も
其
通
り
に
可
有
之
義
、
何
分
善
太
俗
忌
の
間
は
表
向
の
沙
汰
に
不
及
の
趣
、
年
寄
へ
返
答
に

及
ひ
償
、
七
月
笈
許
の
義
、
定
約
並
に
先
人
逍
朕
の
表
を
以
、
三
宅
先
生
引
請
相
績
有
之
候
所
、
病
身
労
を
以
、
善

太
預
り
人
に
相
成
、
公
邊
の
務
引
請
候
様
に
ご
相
究
ま

b
候
に
付
、
善
太
忌
明
後
、
奮
格
の
通
御
番
所
へ
罷
出
、
此

旨
申
述
候
に
相
定
め
候
、
尤
右
相
績
の
義
、
少
々
入
糾
候
筋
故
、
御
番
所
に
て
聞
ま
か
ひ
も
可
有
之
候
へ
は
、
日
上



八

月

六
中

井

善

太

営
六
月
父
忠
蔵
死
去
仕
候
、
依
之
學
間
所
預
b
の
事
、
双
不
相
更
是
迄
の
通
相
務
候
様
に
什
度
泰
願
候
、
但
し
、

學
間
所
相
績
の
義
は
、
子
譲
り
に
は
仕
間
鋪
定
約
も
布
之
、
忠
蔵
逍
害
に
も
、
忠
蔵
師
匠
三
宅
石
庵
枠
オ
ニ
郎
ゎ
、

學
間
所
の
義
一
切
相
渡
し
置
候
故
、
オ
ニ
郎
不
及
逹
背
引
請
巾
候
、
然
所
右
オ
ニ
郎
病
身
者
故
、
内
外
の
務
難
相

成
候
に
付
、
請
師
學
主
内
證
の
事
は
引
請
相
禎
仕
り
、
御
公
儀
御
碍
等
外
様
の
義
は
、
忠
蔵
務
来
候
格
を
以
、
善

太
預
人
に
相
成
臭
候
様
に
仕
度
旨
、
オ
ニ
郎
巾
候
故
、
同
志
の
者
共
得
心
の
上
、
蒋
太
預
り
人
ご
相
定
b
申
候
、

元
来
學
問
所
興
立
の
節
、
三
宅
石
庵
は
學
主
に
て
、
萬
事
指
闘
仕
候
得
共
、
表
向
へ
は
名
も
出
不
申
、
忠
蔵
序
間

所
預
り
ご
申
に
て
、
御
公
儀
御
聘
等
務
来
候
所
、
石
庵
死
去
の
後
は
、
堺
主
相
應
の
人
も
無
之
、
忠
蔵
學
主
を
相

兼
罷
有
候
に
て
御
座
候
、
此
度
前
々
の
例
を
以
、
オ
ニ
郎
は
學
主
相
務
、
善
太
は
預
り
人
ご
相
立
申
候
、
此
後
ご

て
も
學
、
王
ご
預
り
ご
雨
人
有
之
筈
に
御
座
候
へ
共
、
時
節
の
菱
に
よ
り
、
或
は
學
主
よ
h
預
り
を
兼
、
預
b
よ
b

學
王
を
か
ね
候
義
も
可
有
御
座
候
、
立
入
候
義
に
御
座
候
得
共
、
外
々
自
分
居
宅
必
子
孫
相
績
仕
候
義
ご
は
様
子

相
違
仕
候
事
故
、
委
細
の
入
割
申
上
候
、
近
預
御
面
倒
の
義
に
奉
存
候
得
共
、
此
旨
御
聞
屈
被
下
、
逹
御
聴
候
上

可
然
御
執
成
奉
頼
候
、
以
上
、

右
の
通
に
て
、
愈
無
滞
可
相
済
哉
の
旨
、
八
月
四
H
甚
兵
衛
へ
五
井
先
生
よ
り
一
應
聞
合
せ
有
之
候
虞
、
甚
兵
衛
被

懐

億

堂

外

事

訊

覺
書
一
通
持
参
、
家
老
迄
差
出
し
可
然
由
に
て
、
相
認
候
趣
、



（
二
三
）
竹
山
雨

奉
行
に
相
績

挨
拶

二
二
）
竹
山
相

籟
の
贈
物

申
候
は
、
奉
行
所
役
人
共
一
向
不
案
内
の
事
故
、
彼
是
隙
取
可
申
候
間
、
．
此
義
は
我
等
へ
可
被
任
候
、
此
書
付
の
表

を
以
頭
へ
申
聞
せ
、
東
御
香
所
へ
も
参
り
、
委
細
直
に
通
逹
致
し
置
、
追
而
此
方
よ
b
左
右
可
致
由
に
て
、
同
七

H

甚
兵
衛
笈
許
へ
来
b
被
申
候
は
、
此
宵
付
の
表
を
以
申
逹
候
所
、
委
細
被
聞
屈
、
尤
役
人
共
へ
も
具
に
申
聞
置
候
間

善
太
忌
明
後
、
勝
手
に
先
格
の
通
り
を
以
出
勤
、
忌
明
の
覗
申
上
、
其
節
家
老
共
へ
緞
目
の
證
日
限
相
尋
候
様
に
ご

の
趣
に
候
、
且
又
東
御
奉
行
岡
部
到
馬
守
殿
右
聞
屈
の
節
、
預
り
人
我
等
前
へ
も
出
候
は
美
目
成
事
故
、
不
相
更
公

邊
の
務
相
願
義
か
ご
の
尋
に
付
、
甚
兵
衛
返
答
に
、
左
様
に
て
は
無
之
候
、
最
初

所
に
て
御
記
録
に
可
被
控
由
に
て
、
暫
差
留
ら
れ
、
敷
H
の
後
此
方
へ
戻
り
候
、

公
恩
を
以
被
仰
付
候
義
故
、
冥

加
の
為
、
御
爵
所
迄
年
頭
八
朔
等
の
御
膿
相
務
来
り
、
且
は
講
談
或
は
御
息
様
方
御
索
讀
指
南
等
、
臨
時
の
御
用
被

仰
付
候
義
も
毎
々
有
之
、
是
等
を
學
問
所
の
役
目
ご
存
罷
有
候
事
、
労
を
以
公
邊
相
務
候
儀
、
恨
間
の
名
聞
に
仕
候

意
に
て
は
無
御
座
y
J

の
趣
被
申
述
、
其
旨
承
知
有
之
候
由
｀
甚
兵
衛
物
語
り
に
て
は
、
右
の
口
上
覺
書
は
、
東
御
番

一
、
戦
目
の
證
上
物
、
並
に
家
中
へ
の
贈
物
等
、
甚
兵
衛
へ
承
合
候
崖
、
降
分
軽
き
品
に
可
致
由
に
て
、
雨
御
奉
行
へ

三
本
入
扇
子
箱
登
宛
、
家
中
は
手
札
に
て
巾
憐
可
然
ご
の
事
に
て
、
其
通
り
相
究
め
候
、

一
、
八
月
九

H
苦
太
面
御
番
所
へ
罷
出
、
忌
町
の
瞬
巾
述
、
東
月
番
に
付
奮
家
老
鈴
木
佐
左
衛
門
へ
、
戦
目
罷
出
候
H

限
並
に
八
朔
證
此
度
忌
中
に
て
延
引
に
付
、
幾
日
可
罷
出
哉
の
旨
相
尋
候
虞
、
十
五

H
罷
出
、
八
朔
證
も
一
所
に
相

務
候
様
に
ご
差
闘
有
之
、
同
十
五
日
六
半
時
、
善
太
雨
御
番
所
へ
罷
出
、
戦
目
並
に
八
朔
聘
一
所
に
披
露
有
之
候
、

六



（
二
四
）
年
寄
へ

預
人
名
義
愛

更
屈

一
、
中
井
忠
賊
儀
、
常
六
月
致
病
死
候
、
依
之
此
度
學
主
オ
ニ
郎
、
預
り
人
善
太
ご
相
定
候
間
、
―
―
一
次
三
ヶ
條
證

文
の
脇
書
、
並
に
水
帳
槍
闘
等
は
、
學
間
所
預
り
蒋
太
を
御
切
替
可
被
下
候
、
捻
其
連
判
の
口
上
害
を
以

申
述
候
、
巳
上
、

懐

徳

堂

外

事

記

日
賓
暦
八
年
寅
八
月

上

手
t
 

此
方
よ
り
望
候
て
、
相
改
候
害
付
の
趣
、

同

--ノ~ヽ 五
井

藤

九

郎

印

學

問

所

住

居一

一

宅

オ

學除

忠問地

中蔵
所 T

預役

枠 v)御

人免井

善

r"μ 

白

F
F

太

印

此
H
は
惣
年
寄
並
に
町
年
寄
等
の
證
も
有
之
、
西
御
奉
行
奥
津
能
登
守
殿
、
其
節
病
後
に
て
、
町
人
共
膿
も
内
證
に

て
御
請
有
之
候
故
、
町
家
相
涜
候
後
、
別
段
に
目
見
致
候
、

一
、
圃
十
七

H‘

善
太
名
前
改
、
通
例
を
以
町
へ
可
差
出
口
上
書
案
文
、
年
寄
よ
り
被
差
越
候
、
尤
町
並
常
式
の
文
言

並
に
一
類
の
加
判
等
、
年
寄
据
酌
に
て
致
省
略
、
證
人
の
心
に
て
門
内
雨
家
加
判
致
候
様
に
ご
申
来
り
、
尚
又
文
言



（
二
さ
帯
JJ
の

寄
宿
生
な
屈

出．つ

（
二
五
）
學
問
所

ミ
借
屋
別

中

井

善

太

一
、
今
般
笈
許
の
義
、
年
寄
立
牧
被
致
世
話
、
是
迄
町
の
怨
表
學
問
所
の
名
目
混
維
致
し
、
五
井
三
宅
雨
家
を
中
比
よ

b
借
屋
ご
立
候
義
も
不
埓
に
被
存
、
此
度
相
改
、
巻
の
奥
ゲ
に
、
學
間
所
別
段
に
害
顕
し
度
由
に
て
、
町
内
人
別
の

巻
、
家
持
巻
の
奥
預
り
人
の
所
は
、
是
迄
の
通
に
て
善
太
名
前
に
致
し
、
借
屋
怨
の
口
に
、
學
間
所
除
地
の
内
住
居

マJ

申
部
を
別
段
に
立
、
雨
家
の
人
敷
を
壽
載
、
其
次
よ
り
借
屋
店
か
り
の
者
ご
書
記
し
、
學
間
所
中
人
少
な
る
に
よ

り
、
暫
借
昼
巻
を
借
候
分
に
可
致
旨
被
相
定
、
同
十
八

H
年
寄
御
番
所
へ
罷
出
、
善
太
名
前
切
替
相
演
候
節
、
町
の

巻
書
改
め
の
義
も
伺
骰
、
同
廿
―

H
御
番
所
よ

b
年
寄
被
召
呼
、
怨
の
表
例
の
通
に
可
致
旨
被
仰
渡
、
町
内
窓
此
度

よ
b
右
の
通
り
相
改

b
候、

右
の
趣
は
、
笈
許
此
度
初
而
の
緞
目
故
、
後
の
證
案
の
た
め
委
細
害
認
候
、
尤
最
初
死
去
届
の
義
も
、
先
格
の
通

り
、
町
の
手
を
経
す
候
様
の
致
方
可
有
之
候
得
共
、
倉
辞
の
間
不
得
己
勢
も
有
之
、
其
通
り
に
相
成
候
、
是
等
は

後
々
に
至
り
、
臨
時
之
虞
償
可
有
之
義
ご
存
候
、
尚
又
以
後
笈
許
表
而
の
義
は
、
此
次
に
績
記
可
然
候
、
以
上
、

賓
肝
八
年
戊
寅
十
二
月

一
、
先
逹
面
松
平
遠
江
守
殿
家
来
田
中
洞
兵
衛
子
洞
七
、
常
校
中
致
寄
宿
候
節
、
其
御
蔵
屋
敷
留
守
居
中
島
甚
兵
衛
よ

b
、
家
中
の
者
他
所
に
て
致
逗
留
候
へ
は
、
公
邊
御
屈
候
例
故
、
右
消
七
屈
罷
出
可
申
候
、
左
候
へ
は
其
方
よ
り
も

年

寄
川

井

＇ △
 

牧

殿

六
四



（
1

1

九
）
竹
山
、
一
、
同
年
六
月
十
一

H
、
東
新
御
奉
行
鵜
殿
出
雲
守
殿
御
着
阪
、
同
十
六
H
例
の
通
御
初
入
御
歓
罷
出
候
慮
、
是
迄
の
一

新
奉
打
こ
挨

拶
oJ
輝
釦

（
二
八
）
岡
部
町

東
奉
行
卒
す

（
二
七
）
牌
軍
家

重
甍
去
さ
八

朔
證

懐

徳

堂

外

事

記

勝
手
不
存
事
故
、
先
罷
蹄
候
様
に
マ
J

役
人
中
被
申
、
持
泰
候
品
も
被
差
戻
候
に
付
、
先
格
に
任
せ
罷
出
候
義
、
尤
御

繁
用
の
節
に
候
へ
は
、
御
目
見
は
重
而
折
を
以
仕
候
義
も
可
有
之
事
、
上
物
は
被
留
償
、
御
序
に
御
披
露
被
下
度
存

申
置
、

届
呉
候
様
に
ご
申
来
候
、
右
返
答
に
、
是
迄
帯
刀
の
書
生
屈
に
不
及
差
償
候
例
格
故
、
今
更
相
屈
候
而
は
又
例
に
も

可
相
成
候
へ
は
、
罷
在
候
事
難
致
、
不
苦
候
は
A

、
其
元
よ
り
の
屈
も
無
用
に
被
致
度
旨
、
先
人
申
遣
し
、
其
儘
に

相
清
候
、
賓
暦
九
年
巳
卯
、
洞
兵
衛
退
役
、
消
七
家
督
相
級
に
て
、
不
相
替
笈
元
致
寄
宿
候
に
付
、
消
七
叔
父
東
組

典
力
桑
原
信
右
衛
門
よ
り
、
先
逹
而
は
洞
七
部
屋
住
の
事
故
、
其
儘
に
も
相
滸
候
得
共
、
最
早
遠
江
守
家
末
に
相
立

呉
候
様
に
ご
頼
来
り
、
無
餘
俵
口
上
害
相
認
、
四
月
七
日
御
月
香
東
御
番
所
へ
罷
出
、
家
老
鈴
木
佐
左
衛
門
へ
屈
申

骰
蹄
b
候、

敷
よ
り
屈
有
之
に
付
面
、

六
五

一
應
被
屑
ご
申
迄
に
候
へ
は
、
以
後
の
例
に
も
構
無
之
候
、
何
卒
學
校
よ
り
も
詞

H
罷
出

一
、
十
一
年
辛
巳
六
月
十
二

H
｀
大
御
所
様
党
去
、
常
年
八
朔
御
番
所
の
證
、
古
屋
甚
兵
衛
へ
承
b
合
候
所
、
重
陽
罷

出
可
然
由
に
て
、
祝
儀
物
例
の
通
相
認
、
重
腸
雨
方
家
老
迄
申
酋
、

一
、
十
二
年
壬
午
正
月
廿

H
、
東
御
奉
行
岡
部
到
馬
守
殿
卒
去
、
廿
一
日
善
太
東
御
蓄
所
へ
罷
出
、
廣
間
に
於
而
弔
意

て
は
、
他
所
逗
留
の
屈
無
之
面
は
不
相
済
候
、

一
方
よ
り
は
屈
、

一
方
よ
り
は
屈
無
之
ご
申
も
如
何
敷
候
、
尤
臓
屋



六
六

旨
申
候
所
、
初
入
の
義
は
ま
た
逢
不
被
申
候
内
、
持
参
の
品
受
納
ご
申
事
難
被
致
、
先
格
有
之
候
ご
も
、
此
度
は
左

様
の
義
相
改
被
申
候
間
、
持
参
の
品
致
返
却
候
、
重
而
El
限
等
も
沙
汰
可
有
之
候
へ
は
、
何
分
罷
蹄
候
様
に
こ
の
義

不
得
己
退
出
‘
勿
論
先
例
の
通
り
、
御
着
前
西
御
蓄
所
へ
罷
越
、
言
緞
の
事
頼
償
候
故
、
此
度
は
云
送
り
も
経
候
事

マJ
存
知
、
直
に
又
西
御
番
所
へ
罷
越
、
家
老
わ
右
間
違
の
義
演
説
可
然
被
云
臨
被
呉
候
様
に
巾
候
所
、
彼
方
よ
り
尋

有
之
候
は
A

委
細
可
申
通
候
へ
ご
も
、
左
も
無
之
候
に
、

此
方
よ
り
申
出
候
義
は
難
相
成
マ
J

の
事
、
左
候
へ
は
畢
覚

無
盆
の
義
故
、
古
屋
甚
兵
衛
わ
到
談
に
及
ひ
、
右
の
通
演
説
、
逹
而
立
入
相
願
候
杯
申
義
は
毛
頭
無
之
事
に
候
へ
共

最
初
よ
り
の
由
緒
を
以
、
不
得
己
年
来
務
来
候
義
故
、
今
涎
一
方
計
り
相
務
、

候
へ
は
、
可
然
被
云
樅
被
呉
度
段
相
頼
み
、
公
邊
に
求
有
之
者
に
て
は
無
之
、
最
初
公
恩
を
以
御
取
立
の
場
所
故
、

其
御
證
の
心
を
以
年
末
相
務
候
ご
巾
、
此
方
主
意
の
筋
明
白
に
被
仰
立
度
段
、
詳
に
巾
述
候
所
、
委
細
承
知
に
て
、

此
度
は
無
筋
立
入
の
向
相
改
被
下
候
所
存
に
相
聞
へ
申
候
、
夫
故
先
格
ご
申
て
も
、

候
、
申
込
候
意
味
致
承
知
候
、
併
手
前
は
組
違
ひ
故
、
初
津
元
右
衛
門
此
度
の
迎
興
力
に
て
、
諸
事
取
計
ひ
候
へ
は

是
よ
h

為
申
込
可
申
由
甚
兵
衛
へ
申
候
、
依
之
元
右
衛
門
よ
り
委
細
致
演
説
被
呉
候
、
其
後
出
雲
守
殿
よ
り
西
御
奉

行
奥
津
能
登
守
殿
ゎ
、
笈
許
の
義
直
に
御
尋
有
之
候
所
、
能
登
守
殿
、
左
様
の
者
不
存
ご
の
御
返
答
に
て
、
事
六
ヶ

敷
相
成
候
由
に
て
、
甚
兵
衛
よ
り
手
紙
に
て
西
役
所
へ
是
迄
立
入
無
之
由
に
相
聞
へ
候
へ
は
、
西
初
入
よ
b
以
来
寒

暑
等
務
来
の
旨
、
書
認
越
候
様
に
ご
申
来
、
則
荒
増
認
逍
候
、
其
返
害
を
以
元
右
衛
門
よ
り
重
而
通
逹
有
之
、
七
月

一
應
に
承
知
無
之
事
も
可
有
之

一
方
ね
は
不
罷
出
ご
申
て
は
不
相
滸



（
三
二
）
足
立
榮

安
韓
居

後
藤
佐
一
郎
弟
子
足
立
榮
安
、
此
度
學
問
所
地
内
住
居
為
仕
候
、
養
業
の
義
に
御
座
候
故
、
御
屈
申
上
候
、
以
上

十
二
月
十
七
日

一
、
同
一
一
年
酉
ノ
正
月
、
榮
安
引
移
り
相
涜
候
故
、
町
年
寄
へ
書
付
を
以
其
旨
申
遣
候
、
則
年
寄
御
番
所
へ
届
け
罷
出

懐

鶴

堂

外

事

記

口

屑
候
口
上
苦
左
の
通
、

上

出
候
節
は
何
の
子
細
も
無
之
相
惰
候
、

六
七

學

問

所

預

fJ

中

井

善

太

四
H
東
御
爵
所
わ
罷
出
候
様
に
ご
、
元
右
衛
門
差
闘
を
以
甚
兵
衛
よ

b
申
来
り
、
右
日
限
目
見
等
先
規
の
通
無
滞
相

清
候
、
尤
御
初
入
の
義
故
、
上
物
は
扇
子
豪
可
然
由
に
て
、
先
格
の
銀
子
此
疫
相
改
、
以
来
御
初
入
は
扇
子
豪
ご
相

定
申
候
、
尤
最
初
東
御
番
所
へ
罷
出
候
節
、
例
の
通
刀
持
込
候
義
を
、
次
の
間
に
て
役
人
ご
思
敷
人
見
咎
ら
れ
候
様

子
に
て
、
役
所
に
於
而
ヶ
様
の
義
有
之
問
敷
義
な
ご
ヽ
、
高
磐
に
相
聞
候
故
、
此
義
も
甚
兵
衛
へ
哨
に
及
び
、
先
規

の
趣
致
演
説
、
役
人
中
不
案
内
に
て
卒
爾
に
右
の
沙
汰
も
有
之
候
哉
ご
申
憐
候
、
是
又
通
逹
も
有
之
候
哉
、
後
日
罷

（
三
十
）
一
度
士
一
、
同
年
六
月
士
用
伺
は
、
東
御
爵
所
は
右
間
違
の
内
故
相
止
、
西
御
番
所
計
b
相
務
候
、

用
伺
な
止
む
，

(

1

1

1

1

)

足
立
榮

安
睾
問
所
居

住
届

一
、
明
和
元
年
巾
の
冬
よ
り
、
右
熟
に
安
逹
榮
安
為
致
住
居
候
、
爵
業
の
義
は
、
差
晋
候
町
の
年
寄
並
に
家
、
王
よ
り
公

邊
ヘ
一
應
の
屈
可
有
之
由
、
近
来
の
公
法
故
、
善
太
寒
氣
見
廻
に
罷
出
候
節
、
御
月
香
鵜
殿
出
雲
守
殿
へ
罷
出
、
相



(
1
1
1

五
）
川
口
奉

行
の
子
に
出

数
授

(
-
1
1

四
石
奥
津
西

奉
行
退
役

（
三
三
）
竹
山
、

東
奉
行
の
子

に
命
名

同
年
九
月
、
榮
安
宅
替
被
致
候
、
公
邊
届
け
は
彼
町
内
よ
り
有
之
、
常
町
よ

相
清
候
、
り
は
其
届
に
不
及
由
に
て
、
妥
元
よ
り
も
宅
替
の
屈
に
は
不
罷
出
相
演
候
、

一
、
申
ノ
十
二
月
十
七

H‘

寒
氣
見
廻
罷
出
候
節
．
東
御
奉
行
鵜
殿
出
雲
守
殿
御
次
男
典
三
郎
殿
名
乗
書
判
印
簗
等
、

家
老
中
を
以
御
頼
み
に
付
、
廿
一

H
苫
付
致
持
姿
候
所
、

T
寧
の
御
挨
拶
に
て
、
廿
二
日
家
老
中
よ
り
手
紙
に
て
、

諒
字
相
定
り
候
祝
ご
し
て
、
肴
一
籠
送
り
給
る
、
翌
廿
三

8
御
畷
の
為
罷
出
、

一
、
同
年
申
冬
、
西
御
奉
行
奥
津
能
登
守
殿
、
参
府
御
轄
役
の
沙
汰
も
有
之
候
故
、
例
の
通
を
以
御
暇
乞
罷
出
候
、

但
し
、
此
時
は
御
参
府
相
止
、
翌
酉
年
十
月
、
急
御
召
に
て
御
退
役
に
て
候
、

な
く
、
勿
論
妥
元
よ

b
は
先
逹
御
暇
乞
相
滸
申
候
故
、
最
早
出
不
申
候
、

此
時
は
御
暇
乞
に
出
候
人
も
甚
少

一
、
圃
戌
年
、
川
口
御
奉
行
永
井
監
物
殿
御
嫡
博
九
郎
殿
、
讀
青
指
南
御
頼
み
有
之
度
旨
、
東
御
奉
行
鵜
殿
出
雲
守
殿

ヘ
御
頼
み
に
付
、
正
月
廿
八

H
東
家
老
中
よ
り
奏
り
候
様
に
申
来
り
、
廿
九
日
罷
出
候
所
、
右
の
趣
出
雲
守
殿
よ
り

御
頼
み
の
旨
に
て
、
川
日
家
老
中
ゎ
の
手
紙
被
相
添
、
直
に
参
り
様
子
承
り
候
様
に
ご
の
事
に
付
、
晦

H
川
口
御
役

所
へ
罷
越
、
家
老
幸
田
消
兵
術
へ
到
面
書
追
而
彼
方
よ
り
一
左
右
可
有
之
由
に
て
、
罷
蹄
り
候
、
共
節
已
父
義
、
川

口
御
奉
行
横
山
左
門
殿
御
懇
意
に
預
り
、
御
子
息
内
記
殿
、
靱
負
殿
學
業
指
南
も
御
頼
み
に
付
、
度
々
罷
出
、
手
前

へ
も
、
御
兄
弟
毎
々
御
越
有
之
候
趣
、
並
に
度
々
一
分
計
り
は
罷
出
か
た
く
、
門
人
の
内
名
代
差
出
し
候
事
杯
演
説

致
し
申
候
、
其
得
浦
兵
衛
よ
り
二
月
十
一

H
罷
越
呉
候
様
に
巾
来
り
、
初
而
偵
九
郎
殿
讀
書
承
り
、
已
後
は
三
八
の

日
、
毎
月
六
日
内
三

H
は
直
に
参
り
、
残
り
三
日
は
名
代
差
出
し
候
様
に
マ
J

の
旨
、
被
相
頼
候
故
、
名
代
は
弟
徳
二

六
八



（一
1

一
八
）
西
奉
行

進
物
な
僻
す

(
1
1
1

七
）
曲
淵
新

西
奉
行
に
挨

拶

(
-
1

一
六
）
學
問
所

創
立
の
入
割

な
差
出
す

上
東
西
別
段
に
相
成
候
事
如
何
敷
、

（
仰
齋
)

並
に
門
人
の
内
早
野
英
輔
差
出
し
可
申
旨
に
相
定
候
、
十
二

H
入
學
束
脩
ご
し
て
使
者
到
来
、
千
鯛
一
折
、
樽
代
三

百
疋
相
贈
ら
れ
、
十
三

H
罷
出
候
節
、
監
物
殿
御
逢
有
之
候
、
刀
持
通
候
事
は
、
一
一
度

H
罷
出
候
節
、
家
老
迄
東
西

御
番
所
務
来
り
候
趣
相
斯
り
、
承
知
被
致
候
、

六
九

但
し
、
此
方
よ
り
参
り
候
て
の
指
南
は
、
如
何
敷
候
へ
ご
も
、
愛
許
は
公
恩
を
以
御
取
立
の
場
所
故
、
三
御
奉
行

所
杯
よ
り
、
右
様
の
御
頼
み
の
筋
に
て
罷
出
候
は
、
妥
元
の
役
目
の
様
に
相
成
居
候
故
、
僻
退
は
申
か
た
く
、
已

一
、
同
二
月
十
二
日
、
東
御
番
所
よ
り
學
間
所
興
立
の
節
の
入
割
、
町
内
よ
b
宵
付
差
出
し
候
様
に
被
仰
渡
候
旨
、
惣

年
寄
よ
り
営
町
年
寄
へ
申
来

b
、
町
内
よ
b
承
り
合
せ
に
参
り
候
故
、
荒
増
害
付
、
年
寄
宛
名
に
致
し
逍
候
、
其
表

を
以
町
内
よ
り
書
出
し
候
由
、
笈
元
よ
り
の
書
付
、
別
紙
に
控
へ
有
之
候
、

一
、
同
三
月
廿
八
日
、
西
新
御
奉
行
曲
淵
甲
斐
守
殿
御
到
着
、
何
而
是
迄
務
来
り
候
義
、
古
屋
甚
兵
衛
よ
り
通
逹
相
頼

み
、
勝
手
に
罷
出
候
様
に
マ
J

の
事
に
て
、
四
月
五

H
先
例
の
通
罷
出
相
滸
候
、
持
参
の
品
三
本
入
扇
子
嚢
、

一
、
同
六
月
士
用
伺
罷
出
候
節
、
例
の
通
進
物
の
茶
、
前
H
に
差
出
し
饒
候
所
、
西
御
番
所
に
て
、
此
度
は
諸
方
祝
俵

昔
物
等
一
切
御
断
有
之
由
に
て
、
家
老
中
よ
り
今

H
は
初
而
の
事
故
被
留
骰
、
家
老
雨
人
も
受
可
被
申
候
、
重
而
は

決
し
て
無
用
ご
の
事
故
、
先
格
の
義
申
述
候
へ
共
、
夫
マ
J

も
御
斯
御
受
無
之
由
被
申
候
、
尤
年
来
の
格
ご
違
ひ
、
其

懐

穂

堂

外

事

記

一
應
古
屋
甚
兵
衛
へ
相
尋
候
所
、
何
分
仰
に
任
せ
、
已
後
祝
儀
昔
物
等
相
止
可

前
よ
り
右
の
趣
に
務
来

b
候
事
に
て
候
、



（
四
十
）
右
塾
普

請
屈
出
に
就

て
（
三
九
）
西
御
番

所
マ
）
八
朔
藷

右
抱
な
り

一
、
同
年
門
よ
り
西
手
右
塾
の
長
屋
頒
破
に
及
ひ
建
直
し
申
候
、
普
請
の
間
板
園
の
義
は
、
町
方
家
主
よ
b
御
蓄
所
に

願
出
候
事
の
由
に
て
、
日
上
書
相
認
、
七
月
廿
八

El
八
朔
證
相
務
候
節
、
御
月
番
出
雲
守
殿
家
老
高
田
兵
馬
迄
差
出
し

申
候
所
、
其
儀
は
用
人
共
へ
申
通
候
様
に
ご
の
事
に
て
、
用
人
宮
内
藤
吾
わ
申
述
候
得
は
、

有
之
へ
き
ご
て
罷
蹄
候
、
其
後
一
向
御
沙
汰
無
之
、
八
月
十
八

H
に
至
り
、
地
方
役
所
よ
り
使
到
来
、
明
四
時
東
地

方
役
所
わ
可
参
旨
口
上
に
て
申
来

b
、
十
九
日
罷
出
候
所
、
地
方
典
力
牧
野
平
左
衛
門
、
控
居
候
所
迄
被
立
出
、
是

迄
の
例
格
等
相
調
ラ
ご
候
事
有
之
、

て
、
先
逹
而
の
口
上
害
、
少
々
文
言
の
好
み
有
之
被
差
戻
、
則
認
直
し
匝
に
罷
出
候
へ
は
、
早
速
可
申
聞
候
條
、
板

園
勝
手
に
取
掛
b
候
様
に
ご
の
事
、
且
又
取
彿
候
節
、
叉
其
届
可
有
之
、
尤
以
来
は
普
睛
等
の
義
、
地
方
掛
り
の
義

は
、
今

H
の
通
り
に
営
役
所
へ
届
候
様
に
こ
の
挨
拶
有
之
相
滸
候
。
右
認
め
直
し
候
日
上
書
の
覺
、
左
の
通
、

一
、
尼
ヶ
綺
壼
丁
目
學
問
所
長
屋
、
通

b
西
手
に
て
五
間
半
の
間
、
頬
破
に
及
候
に
付
、
此
節
修
覆
仕
度
奉
存
候
、

申
罹
候
、

ロ

上

然
候
、
東
西
別
段
に
相
成
候
も
苦
し
か
る
ま
し
く
候
、
追
而
は
叉
先
格
に
戻
b
可
申
候
へ
は
、
営
奉
行
の
内
は
、
先

一
、
同
七
月
廿
八
日
、
入
朔
御
濃
相
務
候
節
、
西
御
番
所
は
祝
儀
物
仰
に
任
せ
相
止
候
段
相
断
り
、
家
中
も
手
札
に
て

事
の
外
隙
取
、

其
通
b
に
致
候
様
に
ご
の
事
に
て
候
、

普
請
の
手
番
等
縣
か
る
べ
く
氣
蒋
に
候
杯
ご
の
丁
寧
成
挨
拶
に

七
0

一
附

H
中
日
平
よ
b
沙
汰



右
普
請
の
間
、
六
間
之
板
園
仕
度
奉
存
候
、
御
聞
屑
被
為
下
候
様
に
奉
願
候
、
己
上
、

戌
七
月
廿
八
日

但
し
、
右
の
通
板
園
の
屑
、
廿
日
計
隙
取
、
晋
請
の
手
蓄
も
不
宜
、
労
内
々
承
り
合
せ
候
所
、
普
請
等
の
事
、
三

郷
の
内
は
何
方
に
も
せ
よ
、
地
方
役
所
の
掛
り
に
候
所
、
内
證
よ
b
屈
候
例
は
無
之
由
、
又
笈
元
よ
り
は
何
事
に

よ
ら
す
、
中
ノ
日
よ
り
罷
出
相
届
候
、
先
例
是
迄
終
に
表
役
所
へ
出
候
事
無
之
故
、
此
度
の
義
も
同
様
に
相
屈
候

事
、
可
咎
筋
に
も
無
之
候
、
何
分
是
迄
學
問
所
よ
り
普
請
等
の
義
屈
に
及
申
候
先
例
は
無
之
哉
ご
、
御
番
所
御
帳

面
等
吟
味
有
之
候
様
の
義
に
て
、
大
に
隙
取
申
候
、
尤
笈
元
學
堂
等
最
初
建
立
以
末
は
、
普
請
の
義
無
之
、
十
六

年
已
前
の
大
普
請
も
、
表
通
り
に
構
無
之
候
故
屈
に
不
及
、
其
外
一
切
先
例
の
屈
無
之
に
相
究
b
申
候
、
門
前
駒

寄
致
候
節
の
屈
は
、
小
濱
周
防
守
殿
へ
、
亡
父
直
に
言
上
致
し
、
直
に
相
清
候
故
、
公
儀
御
控
へ
も
無
之
筈
、
口
〈

今
に
て
は
其
義
急
度
例
に
も
致
し
か
た
く
、
依
之
最
初
に
此
度
罷
出
候
義
は
、
其
儘
に
て
御
聞
屈
の
義
は
、
改
め

地
方
役
所
よ
り
申
渡
し
可
有
之
に
相
定
ま

b‘

其
調
に
て
連

H
隙
入
申
候
、
然
所
其
呼
出
し
の
義
、
町
へ
の
差
紙

に
て
申
遣
候
筋
に
は
無
之
、
役
所
よ

b
手
紙
に
て
可
申
遣
ゃ
ご
の
評
議
有
之
候
ヘ
マ
J

も
、
三
郷
の
内
へ
左
様
の
例

無
之
由
に
て
、
此
義
又
々
隙
取
、
終
に
使
を
以
の
日
上
に
相
定
ま
り
申
候
由
、
此
度
は
表
役
所
へ
罷
出
候
事
故
、

懐

鑢

堂

外

事

記

宛
な
し
彼
方
よ
り
好
み
の
文
言
右
の
通
り
な
り
．

七

浪

問

所

預

り

巾

井

善

太

印



（
四
二
）
醤
古
林

正
民
右
塾
居

住
（
四
一
）
右
塾
普

請
成
る

戌
十
二
月
十
六
H

一
、
新
右
塾
に
古
林
正
民
為
被
住
居
候
に
付
、
詞
日
寒
中
伺
の
序
、
御
月
番
出
雲
守
殿
家
老
高
川
兵
馬
へ
相
届
候
、
日

上
書
の
覺
、
左
の
通
、

一
、
瞥
者
家
偲
古
林
正
民
、
此
度
學
間
所
地
内
に
住
居
為
仕
候
故
、
御
屈
巾
上
候
、
以
上
、

日

戌
十
二
月
十
六

H
上

覆
相
演
、
今

H
板
園
取
彿
候
故
、
此
段
御
屈
申
上
候
、
以
上
、

學

問

所

預

り

中

井

善

太

印

學

問

所

預

lJ

中

井

一
、
尼
ヶ
崎
學
間
所
表
長
屋
修
覆
仕
候
に
付
。
先
逹
板
園
の
義
御
願
申
上
、
常
八
月
御
聞
届
被
成
下
候
所
、
右
修

ロ

上

力
牧
野
平
左
衛
門
請
取
可
申
聞
由
に
て
相
滸
候
、
日
上
者
の
覺
左
の
通
、

善

太

印

刀
は
家
末
に
持
た
せ
骰
候
、
装
束
は
戦
上
下
に
て
候
、
罷
出
候
節
は
、
役
所
の
横
手
よ
b
上
り
、
地
方
役
所
よ
り

の
御
使
に
て
今

H
罷
出
候
、
通
逹
相
頼
候
旨
、
営
番
の
同
心
へ
申
込
、
縁
側
を
通

b
溜
り
の
一
間
に
差
控
申
候
、

口
上
書
認
直
し
候
義
は
、
下
宿
等
の
事
、
平

H
一
向
案
内
不
存
候
事
故
近
邊
知
音
の
方
に
て
相
改
、
差
出
し
申
候
、

一
、
同
十
二
月
右
塾
普
語
相
演
候
故
、
十
六

H
寒
巾
伺
に
罷
出
候
節
、
板
園
取
彿
の
事
地
方
役
所
へ
相
屈
け
、
地
方
典

七



（
四
七
）
竹
山
城

内
登
講

（
四
芭
東
奉
行

の
参
府
送
る

（
四
ら
室
賀
新

東
奉
行
に
挨

拶
（
四
四
玉
素
讀
出

数
授
な
僻
す

（
四
弓
四
御
番

所
へ
の
進
物

解
禁

々
に
て
御
聞
屈
に
て
候
、

右
の
義
は
此
度
初
而
の
例
に
て
候
、

通
相
心
得
可
申
旨
返
答
申
末

b
、
先
格
に
戻
b
申
候
、

七

一
、
同
日
西
御
番
所
に
て
、
先
逹
昔
物
無
用
ご
の
仰
に
よ
り
、
嘗
寒
巾
迄
は
差
控
申
候
へ
ご
も
、
外
々
よ
b
は
先
規
の

通
り
持
参
の
面
々
見
及
候
、
殊
更
年
頭
に
は
祝
依
物
持
奏
不
仕
候
考
如
何
敷
御
座
候
、
如
何
可
致
旨
家
老
中
迄
相
伺

候
所
、
追
而
相
尋
骰
可
申
候
問
、
近

H
以
手
紙
承
候
様
に
さ
の
事
に
て
、
同
廿
二

H
手
紙
遣
候
所
、
何
事
も
先
規
の

一
、
同
四
年
亥
正
月
五

H
、
川
日
御
番
所
へ
罷
越
、
素
讀
指
南
の
晰
申
立
、
脚
疾
故
御
用
捨
に
可
預
旨
申
述
、
御
聞
屈

有
之
相
涜
候
、
少
々
本
慈
に
背
候
事
も
有
之
、
外
に
も
様
子
有
之
、
右
の
通
晰
に
及
候
、

一
、
同
年
冬
、
出
雲
守
殿
参
府
、
見
立
例
之
通
相
務
、

一
、
五
年
子
ノ
七
月
、
東
御
奉
行
室
賀
山
城
守
殿
到
着
、
古
屋
幸
五
郎
へ
通
逹
相
頼
み
↓
同
月
廿

H
扇
子
嚢
持
参
、
例

の
通
相
務
、

一
、
五
年
子
ノ
八
月
よ
り
大
御
番
頭
堀
田
出
材
守
様
常
御
城
御
在
番
、
兼
而
二
條
御
在
番
の
節
よ
り
格
別
御
懇
意
な
る

に
付
、
御
瑕
舘
ヘ

El
々
罷
出
、
其
後
御
請
待
を
以
、
御
城
内
へ
も
内
々
を
以
、
毎
月
一
二
次
宛
罷
出
、
講
書
等
被
仰
付
候
、

但
し
、
御
城
内
出
入
は
、
出
雲
守
様
よ
り
若
窯
壼
人
仲
間
森
人
送
り
迎
被
仰
付
、
御
家
来
町
出
人
の
札
を
以
致
出

入
候
、
雨
天
の
節
は
、
御
乗
物
を
以
送
迎
被
仰
付
候
、
尤
右
出
入
の
義
は
、
御
城
代
松
平
和
泉
守
様
に
も
、
御
内

懐

穂

堂

外

事

記



（
四
九
）
西
奉
行

の
参
府
な
送

る
（
四
八
）
尾
州
家

よ
り
竹
山
兄

弟
に
贈
物

一
、
同
六
年
丑
の
四
月
廿
五

H
、
従
尾
張
様
善
太
兄
弟
わ
御
使
者
を
以
、
材
二
重
壼
疋
宛
被
下
置
候
、
右
は
尾
張
様
好

學
の
良
君
に
被
遊
御
座
、
愛
許
の
義
も
御
國
へ
は
兼
而
聞
へ
有
之
候
上
、
御
家
来
常
地
御
屋
敷
奉
行
中
西
典
一
右
衛

門
師
弟
の
因
み
有
之
、
手
前
雨
人
事
推
奨
の
衣
も
有
之
、
自
分
公
務
の
筋
等
も
諸
事
内
談
に
被
及
候
様
の
義
に
て
、

右
の
賜
に
も
及
ひ
、
僻
令
は
霜
地
御
屋
舗
奉
行
内
外
心
安
相
談
し
申
候
に
付
、
御
用
の
御
助
け
に
も
相
成
候
故
、
右

の
通

b
マJ
の
義
に
て
候
、
則
翌
日
麻
上
下
に
て
、
御
屋
敷
迄
手
札
を
以
御
膿
罷
出
、
其
後
中
西
よ
り
内
意
に
て
一
紙

ロ
上
書
差
出
し
申
候
様
ご
の
義
、
案
文
被
差
越
、
左
の
通
認
差
出
し
申
候
、

今
般
不
存
寄
、
籾
二
重
壼
疋
御
内
々
被
下
置
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
右
為
御
證
参
上
仕
候
、

此
旨
御
役
人
中
迄
宜

被
仰
逹
可
被
下
候
、

四

月

年

仰

輝

但
し
、
御
使
者
口
上
に
も
御
内
々
被
下
置
候
こ
の
義
、
是
は
御
家
法
の
日
上
の
由
に
て
、
御
磨
下
方
へ
被
逍
候

品
に
て
も
、
何
事
に
不
寄
一
切
御
内
々
マ
J

被
稲
候
由
、
御
家
来
の
外
へ
は
、
皆
如
此
御
内
密
に
別
段
に
御
下
骰

候
ご
申
義
に
て
は
無
之
、
や
は
り
表
立
急
度
拝
領
仕
候
に
相
逹
無
之
候
旨
｀
典
右
衛
門
よ

b
内
意
の
書
中
に
委

細
被
申
越
候
、
右
口
上
書
は
料
紙
裏
付
に
認
、
差
出
巾
候
様
に
ご
の
事
に
て
候
、

一
、
同
八
月
甲
斐
守
殿
御
禁
府
、
例
の
通
見
立
相
務
、

ロ

上

姓

七
四

名



（
五
五
）
石
巷
遺

稿
な
盗
ま
る

（五一
11)
ま
た
尾

”
家
よ
り
贈

（
五
四
）
竹
山
江

戸
下
向

（
五
二
）
竹
山
入

洛
講
書

（
五
十
ご
堀
田
大

御
番
頭
を
送

ろ
（
五
一
）
神
谷
新

西
奉
行
へ
挨

拶

一
、
同
月
七
日
出
材
守
殿
御
交
代
御
俊
駕
、
片
町
迄
徳
二
同
逍
罷
出
、
御
暇
乞
申
上
、

一
、
同
年
十
二
月
九
日
、
西
御
奉
行
紳
谷
大
和
守
殿
御
到
着
、
古
屋
甚
兵
衛
を
以
務
方
通
逹
、
同
月
十
五
日
例
の
通
相

一
、
同
八
年
卯
の
四
月
よ
り
、
堀
田
出
莉
守
様
二
條
御
城
御
在
番
に
付
、
御
請
待
に
て
毎
月
芯
年
度
宛
上
京
致
し
、
講
習

等
相
務
候
、

一
、
同
年
十
二
月
、
尾
州
様
よ
り
丹
後
島
壼
反
、
金
子
五
百
疋
被
下
骰
、
前
規
の
通
御
濃
相
務
候
、

一
、
安
永
元
年
四
月
、
出
初
守
様
御
交
代
に
付
、
御
供
致
し
江
戸
下
向
、
七
月
迄
逗
留
論
同
八
月
二
條
御
番
衆
佐
々
木

新
左
衛
門
殿
、
長
谷
川
主
税
殿
同
道
に
て
罷
登
り
申
候
、
前
後
ご
も
雨
御
番
所
へ
屈
罷
出
候
、
日
上
壽
は
唯
江
戸
下

向
蹄
阪
ご
の
み
認
出
候
、

一
、
同
年
極
月
廿
二

H
、
三
宅
オ
ニ
郎
方
へ
夜
四
時
盗
賊
忍
入
、
先
代
の
遺
稿
雑
記
の
入
候
骨
脚
紛
失
に
付
、
オ
ニ
郎

甚
営
惑
に
及
ひ
、
翌

H
善
太
、
御
月
番
紳
谷
大
和
守
殿
へ
御
屈
申
、
並
に
御
吟
味
相
願
候
、
例
の
通
中
ノ
ロ
よ
り
罷

出
、
家
老
上
田
惣
左
衛
門
取
次
に
て
相
清
、
尤
別
段
に
急
吟
味
等
被
仰
付
、
営
H
早
々
盗
賊
方
典
力
よ
り
、
下
役
を

以
何
角
の
様
子
尋
ね
来
り
候
、
右
日
上
害
左
の
通
、

除
地
學
問
所
の
内
住
居
仕
候
學
主
三
宅
オ
ニ
郎
宅
へ
、
昨
夜
四
時
分
表
日
よ

b
忍
入
候
者
有
之
候
ご
相
見
へ
、

務、

懐

徳

堂

外

事

記
口

上

七
土



（
五
六
）
竹
山
上

京
（
五
七
）
學
問
所

門
前
の
拾
子

に
就
て

西
奉
行
所
、

息
子
問
所
預

iJ

中

井

善

太

印

一
向
無

間
に
差
罹
候
澁
紙
包
の
柳
こ

9
1
1
つ
、
蒲
圃
二
つ
、
行
燈
壼
つ
紛
失
仕
候
に
付
、
御
屈
申
上
候
、
右
こ
り
の
内
も

反
古
入
骰
候
計
り
に
御
座
候
へ
は
、
何
れ
も
御
吟
味
御
願
申
上
候
様
の
品
に
は
無
御
座
候
へ
ご
も
、
右
反
古
は
オ

二
郎
亡
父
石
庵
書
歿
し
候
物
に
て
、
學
流
偲
来
の
書
も
の
に
て
御
座
候
故
、
他
所
ね
取
散
し
申
候
て
は
、

盆
の
品
に
御
座
候
へ
ご
も
、
オ
ニ
郎
身
分
に
は
殊
の
外
大
切
に
仕
り
、
平
生
出
火
等
の
節
は
．
其
儘
取
退
申
候
様

に、

H
比
手
常
仕
候
程
の
義
に
御
座
候
へ
は
、
何
卒
御
慈
悲
の
上
、
御
吟
味
被
成
下
候
様
に
奉
願
上
候
、
以
上
、

辰
十
二
月
廿
＿
―
-
日

右
の
通
認
持
参
、
外
に
紛
失
物
の
品
書
、
委
細
に
別
紙
に
認
差
出
し
巾
候
、

一
、
同
一
一
年
正
月
、
私
用
に
付
上
京
、
右
願
出
候
、
仰
故
往
末
ご
も
日
上
害
を
以
御
番
所
へ
相
届
候
、

i

、
同
一
一
一
午
年
三
月
廿
四

H
の
夜
五
時
、
門
外
軒
下
に
捨
子
有
之
、
恒
例
即
刻
町
内
よ
b
公
邊
に
相
屈
申
候
由
に
て
、

此
方
は
善
太
病
氣
名
代
ご
し
て
、
家
来
左
兵
衛
遣
し
、
害
付
は
町
よ
り
差
出
候
、
壼
通
に
て
相
滸
申
候
、
御
月
番
は

但
し
、
先
人
時
代
病
中
に
捨
子
相
之
候
、
其
節
は
町
年
寄
新
五
郎
別
懇
に
付
、
早
速
會
所
へ
引
取
養
育
致
し
、
貰

手
も
吟
味
有
之
、

一
切
町
よ
り
世
話
に
て
相
惰
候
、
併
平
生
町
役
を
も
務
不
申
候
此
方
故
、
此
義
用
脚
は
皆
此
方

よ
り
癬
可
申
旨
申
骰
、
惣
費
用
相
渡
候
所
、
其
後
町
内
よ
り
時
宜
合
に
て
年
寄
差
略
を
以
、
費
用
の
半
は
町
よ
り

七
六



（
五
八
）
捨
子
死

亡
届

七
七

辮
可
申
こ
の
事
、
僻
退
致
侯
ヘ
マ
:
も
‘
逹
而
其
通

b
ご
申
事
に
て
相
清
巾
候
曹
只
今
の
年
寄
立
齋
、
右
時
宜
合
の

義
を
心
得
違
ひ
、
別
事
に
町
ご
揉
合
候
事
有
之
節
、
立
壺
よ
り
以
来
學
間
所
に
於
て
捨
子
有
之
節
は
、
町
よ
り
構

巾
間
敷
ご
の
義
申
出
候
、
此
方
は
元
よ

b
其
了
管
故
、
是
は
以
前
の
義
を
不
被
存
、
料
忽
の
事
ご
存
し
、
随
分
承

畑
の
旨
申
僻
候
故
、
此
度
最
初
よ
り
手
前
に
引
上
致
養
育
候
、
届
の
義
は
即
夜
丁
代
よ
b
先
例
の
通
b
名
代
可
然

由
申
候
、
此
度
は
自
分
に
可
罷
出
事
か
こ
も
存
候
へ
こ
も
、
夜
中
ご
巾
、
是
式
の
義
に
態
々
出
候
も
い
か
め
し
く

存
候
上
、
何
分
先
例

l
¥
マJ
丁
代
頻
り
に
申
候
故
、
其
意
に
任
せ
申
候
、
跡
に
て
先
年
の
義
相
調
へ
申
候
へ
は
、

先
年
は
即
夜
町
よ
り
出
候
の
み
に
て
、
此
方
よ
b
代
は
出
し
不
申
、
其
後
外
わ
養
は
せ
巾
候
節
、
養
親
召
連
、
此

方
よ
b
名
代
さ
し
て
家
末
徳
兵
衛
差
出
し
申
候
、
町
内
に
て
心
得
違
ひ
候
哉
、
但
し
杜
而
右
の
通
申
候
哉
、
必
党

如
何
様
に
て
も
不
苦
候
事
故
、
其
意
に
在
せ
候
、
其
後
近
在
に
て
養
親
聞
立
相
定
候
節
、
町
内
よ
b
先
方
見
屈
に

可
参
由
申
候
、
此
方
よ
b
得
こ
相
改
候
事
故
、
其
儀
に
不
及
ご
申
候
へ
ご
も
、
是
は
常
式
故
是
非
可
奉
一
ご
の
事
故
、

是
又
其
意
に
任
せ
候
、
然
所
右
拾
子
は
最
初
よ
b
病
身
に
て
、
常
分
養
育
の
方
に
て
病
氣
差
重
b
巾
候
故
、
暫
く

見
合
致
、
介
抱
為
申
候
、
尤
宗
旨
方
典
方
内
山
藤
三
に
て
諸
事
承
b
合
せ
候
所
、
以
後
公
邊
屈
右
の
義
は
、
何
事

に
よ
ら
す
自
分
に
罷
出
可
然
ご
の
事
に
て
候
、
勿
論
此
方
も
其
心
得
に
居
申
候
故
、
養
親
へ
遣
候
伺
害
案
文
、
町

よ
り
差
越
候
得
ご
も
、
此
方
に
て
は
川
不
申
、
別
に
案
文
致
用
意
候
、

一
、
同
五
月
八

H
捨
子
致
病
死
候
故
、
御
月
番
西
奉
行
所
へ
善
太
罷
出
相
届
申
候
、
町
内
よ
り
も
年
寄
代
月
行
司
加
島

懐

穏

堂

外

事

記



（
五
九
）
死
亡
せ

ろ
拾
子
の
虚

分
に
就
て

五
月
八

H

蹄
り
候
、
右
日
上
書
寓
控
へ
、

ロ
上
書
を
以
申
上
候

學

間

所

預

り

中

井

善

太

屋
九
蔵
、
丁
代
召
連
白
洲
へ
罷
出
候
、
笈
元
よ
り
は
例
の
通
り
に
罷
出
、
営
番
所
へ
日
上
壽
差
出
し
可
巾
所
、
溜
り

の
間
に
直
に
通
り
可
申
由
、
溜
に
て
日
上
壽
相
渡
し
申
候
、
早
迷
御
聞
届
に
て
、
追
付
見
改
の
同
心
可
被
逍
由
承
り

一
、
去
る
一
一
一
月
廿
四

H
の
夜
御
屈
申
上
候
尼
綺
町
壺
丁
目
諸
役
御
免
除
地
學
間
所
軒
下
に
捨
有
之
候
賞
歳
の
女
子

先
逹
面
御
屈
申
上
候
通
り
、
惣
身
瓶
氣
相
見
へ
申
候
故
、
最
初
よ
り
瞥
師
古
林
正
民
治
療
相
加
へ
罷
在
、
術

氣
は
卿
快
相
見
へ
候
所
、
急
症
差
起
り
候
に
付
、
猶
又
右
正
民
棄
相
用
候
へ
ご
も
、
療
治
不
相
叶
、
今
H
相

果
申
候
に
付
、
此
段
御
屈
申
上
候
、
御
聞
旭
被
為
成
下
候
様
に
奉
願
候
、
以
上
、

一
、
同
H
見
改
の
同
心
参
り
、
改
相
清
、
麿
師
口
書
取
り
、
自
分
の
翡
付
二
通
計
り
相
認
、
拙
者
よ

b
別
段
の
害
付
入

不
申
、
先
刻
の
届
害
に
て
相
洲
候
由
に
て
、
直
に
被
蹄
相
滸
巾
候
、

但
し
、
賞
H
年
寄
よ
り
見
改
相
滸
候
は
A

、
役
人
に
付
添
、
拙
者
瞥
師
雨
人
こ
も
會
所
へ
直
に
可
罷
越
候
、
尤
會

所
に
て
町
人
其
外
末
々
迄
の
酒
飯
等
用
意
可
致
な
'
y
J

、
様
々
の
義
申
越
候
故
、
笈
許
の
義
は
、
左
様
の
事
に
は
及

申
間
布
旨
返
答
に
及
候
所
、
決
定
右
の
通
り
マ
J

頻
り
に
使
を
立
、
け
は
し
く
申
越
、
最
早
時
刻
間
も
無
之
候
、
急

七
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（
六
＋
Y

神
谷
西

奉
行
参
府

（
六
一
）
京
極
新

西
奉
行
に
挨

拶

七
九

一
向
取
敢
不
申
候
内
、
見
改
券
り
、
丁
代
周
助
案
内
致
し
、
出
迎
等
の
事
迄

や
か
ま
し
く
巾
候
へ
ご
も
、
是
又
取
敢
不
申
、
見
改
相
渋
候
節
丁
代
詞
心
に
向
ひ
、
直
に
會
所
へ
御
供
可
仕
旨
申

候
へ
ご
も
、
其
儀
に
不
及
さ
て
座
敷
へ
通
り
、
年
寄
病
氣
の
代
月
行
司
呼
寄
せ
、
今

H
の
義
は
笈
元
切
に
て
諸
事

相
涜
、
袴
太
殿
よ
b
直
に
御
屈
に
て
頭
承
り
被
屈
候
故
、
其
方
ご
も
川
事
無
之
候
、
何
も
町
内
に
か

>
b
合
候
事

無
之
候
間
罷
蹄
b
、
年
窃
へ
此
段
巾
為
聞
候
へ
ご
て
差
戻
し
ギ
丁
代
に
も
其
方
向
も
用
事
無
之
候
、
罷
蹄
り
候
ヘ
マ
J

申
付
、
其
跡
に
て
腎
師
口
書
を
取

b
自
分
の
害
付
も
出
来
申
候
、
常

H
風
雨
も
強
く
候
、
労
右
相
清
候
跡
に
て
、

暫
休
息
被
致
候
様
に
ご
、
盃
を
も
出
し
候
へ
ご
も
、
逹
而
僻
退
に
て
、
直
に
坐
を
起
巾
候
故
、
町
に
て
は
大
に
案

に
相
違
の
体
に
て
候
、
尤
町
方
に
て
検
使
等
介
之
節
は
、
跡
に
て
謝
禍
を
送
b
候
事
、
同
心
常
縁
の
様
に
相
成
有

之
候
故
、
愛
元
よ
り
も
其
心
持
は
可
打
可
然
由
に
て
、
酒
一
樽
三
升
、
肴
代
銀
子
二
雨
相
賜
り
て
、
原
＜
蒋
慈
申

越
候
、
痛
又
丁
代
下
役
等
は
、
ヶ
様
の
節
駆
廻
り
候
為
の
役
人
に
て
候
故
｀
町
方
に
て
は
其
分
の
事
に
候
ヘ
マ
J

も、

笈
許
は
格
別
の
義
、
尤
此
度
何
の
役
に
も
相
立
不
申
、
却
而
様
々
の
樟
磁
を
致
し
候
へ
ご
も
、
夫
は
年
寄
の
意
地

に
て
、
無
盆
な
か
ら
少
々
は
駆
廻
り
候
に
違
ひ
も
無
之
、
且
又
下
賤
の
者
の
事
故
、
少
々
の
心
付
は
致
し
遣
候
も

可
然
存
候
故
、
銀
子
鳥
目
等
銘
々
に
少
々
宛
遣
し
候
へ
は
、
何
れ
も
甚
恥
入
候
様
子
に
相
聞
へ
申
候
、

一
、
同
年
九
月
、
西
御
奉
行
肺
谷
大
和
守
殿
御
参
府
、
折
節
善
太
遠
方
留
守
に
て
、
御
見
立
罷
出
不
申
候
、

一
、
同
四
年
乙
未
五
月
、
西
御
奉
行
京
極
伊
豫
守
殿
御
到
着
、
古
屋
甚
兵
衛
を
以
務
方
通
逹
に
及
候
に
付
、
同
人
子
息

懐

徳

堂

外

事

記

に
用
意
杯
見
苦
敷
申
越
候
へ
ご
も
、



六
六
）
學
問
所

軒
口
修
裂
に

就
て

（六
Ji)
西
奉
行

ま
た
帷
子
な

贈
る

（
六
四
H

西
奉
行

竹
山
に
麻
上

下
な
贈
ろ

（
六
三
）
西
奉
行

よ
り
の
謝
俵

（
さ
ご
竹
山
西

奉
行
の
二
子

等
に
出
数
授

出
席
有
之
候
、
尤
右
講
腎
は
御
嫡
御
居
間
に
て
相
務
申
候
、

を
以
、
此
度
御
迎
、
典
力
安
井
新
十
郎
へ
相
頼
み
被
呉
候
所
、
此
度
は
諸
事
急
度
御
改
有
之
由
に
て
、

是
迄
務
来
之

趣
、
最
初
よ
り
笈
許
被
仰
付
候
荒
増
ご
も
害
付
差
出
し
候
様
に
マ
J

の
事
に
て
、
別
紙
案
文
の
通
り
差
出
し
相
清
、
六

月
十
五

H
罷
出
例
の
通
り
相
務
候
慮
、
直
に
御
到
面
被
下
、
席
上
に
て
御
息
敢
授
御
頼
み
も
可
被
成
杯
、
御
挨
拶
有

一
、
詞
年
十
月
、
伊
豫
守
殿
よ
り
、
御
嫡
八
之
助
殿
、
御
次
男
八
十
五
郎
殿
放
授
御
頼
み
に
て
、
十
一
月
よ
り
四
九
の

H
査
後
よ
り
罷
出
、
次
向
の
衆
も
接
伴
に
講
習
有
之
、
夜
に
入
候
へ
は
、
講
談
御
所
望
有
之
、
伊
豫
守
殿
も
大
形
御

一
、
同
極
月
西
家
老
箕
原
平
大
夫
、
寺
田
左
内
よ
り
手
紙
に
て
目
録
到
来
、
御
息
方
謝
儀
の
義
故
、
別
段
拝
謝
に
は
不

罷
出
候
、
丙

一
、
同
五
七
月
、
右
謝
儀
同
断
、
同
極
月
家
老
寺
田
左
内
、
黒
澤
新
左
衛
門
よ
り
文
簡
、
目
鎌
の
外
御
紋
付
麻
上
下

申

一
具
拝
賜
、
是
又
別
段
拝
謝
に
は
不
罷
出
候
、

一
、
同
六
年
丁
酉
六
月
定
日
罷
出
候
節
、
西
御
奉
行
御
居
間
に
て
、
御
紋
付
帷
子
親
授
拝
賜
、
次
の
定

H
罷
出
候
節
、

家
老
中
迄
謝
僻
申
述
、

一
、
同
十
一
月
、
表
通
り
上
の
軒
日
修
粒
に
付
、
軒
下
溝
の
中
よ
り
柱
セ
立
、
足
代
を
糾
候
、
大
通
へ
は
懸
り
不
申
候

事
故
、
公
邊
屈
に
は
不
及
候
義

Jゞ

存
候
所
、
町
内
よ
り
其
様
子
見
受
、
必
屈
可
有
之
義
マ
J

、
年
寄
よ
り
申
越
候
間
、

之
候
、

八
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（
七
二
）
諒
闇
中

出
講
な
僻
す

（
七
十
）
安
永
八

年
の
年
頭
證

（
七
二
土
屋
新

東
奉
行
に
挨

拶
（
六
八
）
竹
山
奉

行
の
洒
席
に

招
か
ろ

（
六
九
）
東
奉
行

韓
役
に
つ
き

て
（
六
七
）
竹
山
、

西
奉
行
等
に

講
談

懐

穂

堂

外

事

記

通
り
、

八

御
初
入
御
歓
申
上
候
、

（
後
桃
園
天
皇
十
一
月
九
日
崩
御
）

一
、
同
年
諒
間
に
付
、
西
御
奉
行
所
講
談
御
定

H
、
雨

H
御
断
申
上
候
、
公
用
人
箕
原
平
六
へ
遣
候
手
紙
案
文
、

相
涛
候
．

に
持
通
り
候
様
に
ご
有
之
、
御
次
間
の
刀
掛
に
懸
骰
候
、

清
候
、

左
の

西
家
老
寺
田
左
内
迄
相
尋
申
候
へ
は
、
地
方
典
力
席
上
へ
被
招
候
て
調
へ
有
之
、
右
の
義
屈
に
は
不
及
候
由
に
て
相

一
、
同
年
西
御
奉
行
御
嫡
八
之
助
殿
、
江
戸
御
下
向
、
直
に
御
在
府
、
其
巳
後
は
伊
豫
守
殿
よ
り
講
談
御
頼
み
に
て
、

御
居
間
に
於
相
務
候
、
八
十
五
郎
殿
御
一
所
に
御
聴
聞
有
之
、
公
用
人
其
外
家
中
列
座
有
之
候
、
其
比
よ
り
刀
は
直

一
、
西
御
役
所
に
於
て
、
堺
御
奉
行
、
川
口
御
奉
行
杯
の
御
酒
宴
の
席
へ
も
、
毎
度
罷
出
候
様
に
被
命
候
、

一
、
同
七
年
十
二
月
、
東
御
奉
行
室
賀
山
城
守
殿
御
轄
役
御
蹄
府
有
之
候
、
其
節
善
太
不
快
に
付
御
見
立
に
は
不
罷
出

一
、
同
八
年
年
頭
濃
は
，
西
御
役
所
計
相
務
候
、

一
、
同
年
五
月
~
東
御
奉
行
土
屋
駿
河
守
殿
御
到
着
、
此
度
は
西
御
奉
行
よ
り
御
直
に
被
仰
枇
被
下
、
早
速
罷
出
候
て
、

以
手
紙
啓
上
、
然
は
諒
闊
の
節
は
、
私
方
學
校
に
於
て
御
躙
流
し
承

b
候
よ
り
十
H
の
間
、
講
談
會
讀
諸
稽
古
事

一
切
相
止
、
格
別
に
相
慎
罷
在
候
例
に
御
座
候
、
依
之
此
度
も
一
昨
十
日
よ
り
求
十
九
H
迄
書
右
の
通
り
相
慣
み



（七一
1

一
）
竹
山
旅

罰
噛
て
の

巾
候
、
然
る
上
は
、
来
十
四
日
並
に
十
九

H
雨
度
の
御
定

H
御
断
申
上
度
候
、
可
然
様
に
御
執
逹
被
下
、
御
許
容

十
一
月
十
一
―

-
H

右
之
通
｀
．
家
老
箕
原
半
六
迄
申
遣
、
相
清
候
、

相
し
｀
此
巳
詢
に
平
六
公
用
人
よ
り
家
老
へ
韓
役
也

一
、
同
九
年
子
七
月
盲
播
州
龍
野
へ
下
向
．
直
に
但
州
城
之
崎
へ
致
入
褐
候
に
付
．
逍
中
闘
場
初
て
此
方
よ
b
直
に
先

躙
出
之
、
従
西
御
番
所
家
老
中
添
躙
を
以
、
致
通
行
候
、

一
、
賃
人
足

―
―
一
人
、
駕
籠
一
挺
、

二
人
、
荷
持
、

内

右
は
、
自
分
依
為
學
校
用
ぶ
来
る
十
九

H
大
阪
出
立
、
播
州
龍
野
迄
罷
越
候
間
、
害
面
の
人
足
御
定
の
賃
錢
、
受
取
之

宿
に
無
滞
差
出
可
給
候
、
此
先
躙
順
逹
の
上
、
留
よ
り
龍
野
城
下

H
分
旅
宿
闘
光
寺
わ
御
返
し
可
有
之
候
、
以
上
、

七
月
十
八
日

先
躙
控
ヘ

五
人
、

屋

大
阪
よ
b
播
州
龍
野
迄

右
宿
々
間

大
阪
學
問
所
預
vJ

中

井

被
成
下
候
様
に
奉
願
候
、
右
御
頼
可
申
上
如
此
御
座
候
、
已
上
、

八

衆

中
善

太

印



添
躙
控
へ
、

七
月
十
八

H

懐

徳

堂

外

事

記

八
1
1
-

年 間

寄屋

中

宿
々

従
大
阪
播
州
龍
野
迄

箕

原

平

六

印

井

上

専

右

衛

門

印

大
阪
學
間
所
預
り
中
井
善
太
よ
り
別
紙
の
通
先
躙
書
差
出
申
候
間
、
其
旨
被
相
心
得
、
御
定
の
賃
錢
取
之
、
宿
々

人
足
無
滞
差
出
、
川
越
渡
船
場
止
宿
等
差
支
無
之
様
に
取
計
可
給
候
、
以
上
、

京
極
伊
豫
守
内

右
の
通
此
度
相
定
り
候
諄
は
、
是
迄
旅
行
の
節
｀
先
代
已
来
脇
坂
家
家
末
分
の
事
故
、
其
名
目
に
て
逍
中
騨
場
、
何

の
支
障
も
無
之
候
ヘ
マ
J

も
、
乍
少
分
此
塩
所
預
り
居
候
て
、
公
邊
始
表
立
の
事
、
學
校
預
の
名
目
企
疫
相
立
有
之
候

所
、
旅
行
に
限
り
他
家
を
椴
唱
へ
候
事
、
本
意
に
無
之
候
に
付
、
西
御
香
所
へ
相
伺
ひ
、
何
卒
日
分
の
名
目
に
て
私

用
の
旅
行
、
騨
場
差
支
無
之
様
に
致
度
旨
申
立
候
所
、
伊
豫
守
殿
御
聞
屈
被
成
、
至
極
尤
成
俵
、
随
分
自
分
の
名
目

相
立
可
巾
筈
の
事
に
て
候
間
｀
自
分
に
先
躙
差
出
し
可
申
候
、
家
老
中
よ
り
の
添
躙
可
致
仰
付
')'J

の
義
に
て
、
案
文



到
来
相
認
、
・
御
香
所
へ
持
参
致
候
所
、
家
老
巾
雨
人
よ
、
り
連
名
の
添
躙
に
て
、
人
足
頭
治
兵
衛
へ
被
相
渡
、
無
滞
致

通
行
候
、
以
後
旅
行
の
餌
度
に
、
右
の
通
申
立
可
然

Jゞ

の
事
、
尚
又
人
足
頭
治
兵
衛
へ
も
、
ご
く
ご
申
付
慨
候
由
、
家

老
中
被
申
渡
候
、
尤
大
阪
人
足
は
、
御
用
並
に
紀
國
様
の
外
は
、
諸
大
名
方
へ
も
出
し
不
申
候
由
に
て
、
以
後
ご
て

も
此
地
よ
り
の
人
応
は
出
不
申
候
、
先
陶
計
り
は
何
時
も
出
申
候
ご
の
事
、
箕
原
平
六
被
申
聞
候
、
尤
此
旅
行
は
、

尼
綺
迄
糾
に
て
参
り
、
同
所
よ
り
相
到
人
足
に
て
、
西
宮
へ
罷
越
、
西
宮
騨
よ
り
載
人
足
に
致
候
故
、
差
構
無
之
候
、

蹄
路
但
州
よ
り
は
，
相
到
人
足
に
て
逍
場
河
原
迄
参
り
、
同
所
よ
り
紬
人
足
、
小
濱
伊
丹
ご
戦
侯
て
罷
蹄
り
候
、

八
四


